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第一 基本的考え方 

 

１．背景 

平成 19 年２月、環境省の諮問に基づき温泉資源の保護対策及び温泉の成分に係る情

報提供の在り方等について検討を行っていた「中央環境審議会（自然環境部会温泉小委

員会）」は、環境省に対し「都道府県が温泉資源保護のための条例・要綱等を定めるに当

たっての参考となり、対策を円滑に進めることができるよう、新規事業者による掘削や

動力装置の許可等の基準の内容や都道府県における温泉資源保護のための望ましい仕組

みについて、国は、温泉は国民共有の資源であるという観点に立って、できるだけ具体

的・科学的なガイドラインを作成すべきである」との答申を行った。 

この答申を受け、平成 20 年 12 月から平成 21 年３月にかけて行われた中央環境審議

会温泉小委員会における審議等を経て、環境省は、 

温泉法（昭和 23年法律第 125号。以下「法」という。）は、貴重な資源である温泉の

保護を図るため、温泉を湧出させる目的の掘削、増掘及び動力の装置（以下、「掘削等」

という。）を都道府県知事の許可制としている。 

環境省では、温泉の掘削等の不許可事由の判断基準について一定の考え方を示すこと

をねらいとして、中央環境審議会温泉小委員会における審議等を経て、平成 21年３月 31

日に温泉資源の保護に関するガイドライン（以下「ガイドライン（平成 21 年版）」とい

う。）を策定し、各都道府県あてに通知した。その後、平成 26 年４月及び令和２年３月

には改訂版（以下「ガイドライン（平成 26年版）」、「ガイドライン（令和２年版）」とい

う。）を通知した。 

ガイドライン（平成 26年版）のねらいは、温泉の掘削、増掘及び動力の装置(以下「掘

削等」という。)の不許可事由の判断基準について、一定の考え方を示すことであり、そ

の具体的な項目は、地域等による一律規制（制限地域の設定、既存源泉からの距離規制）

の在り方、個別判断のための影響調査の手法、公益侵害への該当性の判断等である。 

ただし、ガイドライン（平成 21年版）では、地域等による一律規制の項目において、

その考え方については、浴用・飲用への利用を目的とした温泉の掘削等の他、地熱発電

の開発のための温泉の掘削等も対象として捉えているが、具体的な対応については、ガ

イドライン（平成 21年版）策定時に得られていた知見では、地熱発電の開発のための温

泉の掘削等に言及することが困難であったため、これを除いた温泉の掘削等（主として

浴用・飲用への利用を目的とした温泉の掘削等であるが、暖房等への利用を目的とした

温泉の掘削等も含まれる）を対象とした。 

 

ガイドライン（平成 21年版）の策定後、再生可能エネルギー導入促進に関する動きが  

進むなか、規制・制度改革に関する調査を行うため、平成 22年３月 11日に、政府の行

政刷新会議に規制・制度改革に関する分科会が、また、同分科会にはグリーンイノベー

ションワーキンググループ等三つのワーキンググループが設置され、各種の検討が行わ

れた結果、同分科会は同年６月 15日に第一次報告書を取りまとめ、これに基づき、同年

６月 18日に「規制・制度改革に係る対処方針」が閣議決定された。 
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この閣議決定では、「再生可能エネルギーの導入促進に向けた規制の見直し（自然公

園・温泉地域等における風力・地熱発電の設置許可の早期化・柔軟化等）」が規制・制度

改革事項とされ、その対処方針の一つとして、地熱発電の開発のための温泉の掘削等に

関し、「温泉法における掘削許可の判断基準の考え方を策定し、ガイドラインとして運用

するよう通知する。＜平成 22年度中検討開始、結論を得次第措置＞」こととされた。 

さらに、同年９月10日には、財源を使わない景気対策として、既定の改革の実施時

期を前倒しすることを含め、需要・雇用創出効果の高い規制・制度改革を推進すること

を目的として、「新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策」が閣議決定された。 

この閣議決定では、同年６月に閣議決定された「規制・制度改革に係る対処方針に

ついて」における前述の規制改革事項が実施時期を前倒しする事項とされ、その内容と

して、「地熱発電を推進するため、温泉法における掘削許可の判断基準の考え方を策定

し、ガイドラインとして運用するよう平成23年度中を目途に通知する。」こととされ

た。 

以上のような再生可能エネルギーの導入促進に向けた二つの閣議決定を受け、環境

省では、温泉資源の保護を図りながら再生可能エネルギーの導入が促進されるよう、地

熱発電の開発のための温泉の掘削等を対象とした「温泉資源の保護に関するガイドライ

ン（地熱発電関係）」（以下、「本ガイドライン」という。）を平成24年３月に策定した
（※）。なお、本ガイドラインはガイドライン（平成21年版）の分冊という位置づけであ

る。 

 

その後、平成25年６月14日に閣議決定された規制改革実施計画で「温泉法第３条が

温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は許可が必要としていることを踏

まえ、許可が不要な掘削について類型化する」こととされた。同閣議決定を踏まえた検

討を行い平成26年９月25日に温泉資源保護に関するガイドライン（地熱発電関係）検討

会において、「温泉法第３条に基づく掘削許可が不要な類型化について」（詳細は別紙１

３参照）の取りまとめを行い、これを踏まえた本ガイドラインの改正を行った。 

 

 

なお、本ガイドラインは、ガイドライン（平成26年版）を作成する際に、別に整理

した方が利便性が高いと考えられるため、ガイドライン（平成26年版）の分冊として整

理することとした。 

平成24年３月に策定した本ガイドラインは、見直しの目途としている５年が経過し

た。また、本ガイドライン策定以降、自治体において地熱発電に関する条例等の制定が

進んできている。こうしたことから、地熱発電をめぐるこれまで当時の国内の動向や平

成27年度に環境省が実施した地熱発電と温泉地の共生事例調査の結果を踏まえ、温泉資

源の保護に関するガイドライン（地熱発電関係）改訂検討会における議論を経て、平成

29年10月に本ガイドラインの改訂を行った。 

さらに、令和３年６月18日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、温泉

法による都道府県における離隔距離規制や本数制限等についての科学的な知見を踏まえ



 

3 

た考え方や方向性について結論を得て、本ガイドラインにも反映することとされた。こ

のため、地域共生型の地熱利活用に向けた方策等検討会（令和3年度）を経て、本ガイ

ドラインの「第三 地熱開発のための掘削許可に係る判断基準の考え方」への追加項目

として「５．大規模な地熱開発における地熱資源管理と掘削許可の考え方」を設け、大

規模な地熱開発における掘削許可の考え方や、モニタリングと順応的管理の考え方の追

加等を行うことで、令和３年９月に本ガイドラインの改訂を行った。 

 

今回、本ガイドラインは、平成29年の点検・改訂からさらに見直しの目途としてい

る５年が経過したことから、令和４年度温泉資源の保護に関するガイドライン（地熱発

電関係）改訂検討会における議論を経て、令和３年追加内容の本文組み込みや改正温対

法をはじめとする関係法令の最新情報を追記するなどし、令和○年○月に本ガイドライ

ンの改訂を行った。 

 

（※）平成23年３月の東日本大震災を契機として、また、平成27年の｢パリ協定｣(Paris Agreement）

の採択を受け、再生可能エネルギーの普及の必要性はますます高まっている。そのため、温泉資

源の保護を図りながら再生可能エネルギーの普及を促進する観点から、温泉法における掘削許可

の判断基準の考え方を示すこのガイドラインは、一層重要なものとなっている。 
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２．本ガイドラインのねらい 

本ガイドラインのねらいは、温泉を将来の世代に引き継ぎ、持続的な利用を可能と

するための資源保護のあり方を示すものとして、地熱発電の開発の各段階に関して、構

造試錐井の掘削や還元井の掘削等から得られるデータを温泉法第３条に基づく掘削許可

の判断に活かすこと及び地熱発電の開始に当たっての生産井の掘削等に対する温泉法第

３条における許可又は不許可の判断基準の考え方を示すことである。なお、本ガイドラ

インで用いる用語については、「第二 地熱資源の一般的概念等 ３．別紙１ 関連用

語について」で解説する。 

具体的には、各段階に実施される掘削行為等から得られたデータを温泉資源への影

響を判断するための資料とし、それに基づく判断の方法等を示している。また、令和３

年９月の改訂においては、温泉資源の保護を図りつつ、地熱開発の推進によるカーボン

ニュートラル社会の実現を同時達成する観点から、周辺の温泉事業者等への影響予測、

モニタリング計画等を含む全体計画を加味した上で掘削許可を与える場合に、当該全体

計画の範囲内での個別の掘削について離隔距離規制や本数制限を設けないことや、運転

開始前後のモニタリングの重要性、運転開始後も協議会等の意見交換を踏まえて影響を

評価しつつ運転や全体計画を見直す「順応的管理」の考え方を提示した。 

さらに本ガイドラインでは、実際の判断に当たっては、既存の地熱発電開発に係る

調査研究成果を踏まえた地熱・温泉資源に関する地熱系概念モデルの構築と、それに基

づくシミュレーション等が有効である場合が考えられることから、地熱発電所周辺を含

む範囲を対象として数値シミュレーションを試行し、それらの結果等（詳細は別紙２４

参照）についても記述している。 

温泉法第１条では、同法の目的として「この法律は、温泉を保護し、温泉の採取等

に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、も

つて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」と記載されている。温泉法では、

その利用目的の如何に関わらず、温泉資源の保護を図りながらの持続可能な利用が求め

られており、そのためには関係者間で資料と考え方を共有し、現時点での知見に基づい

て、進め方を協議し合意を形成することが重要である。本ガイドラインは掘削許可の判

断に有益な情報及び方法等を都道府県に提示することにより、地熱開発のための掘削許

可をより円滑かつ公正に進めることをねらいとしている。 

地熱発電の開発のための温泉ゆう出目的の掘削等について、今後、各都道府県にお

いて、本ガイドラインを参考に、温泉法における許可の運用に当たることを期待してい

るが、参考にするに当たっての留意点を次に示す。 

留意点の一つ目は、地域の温泉資源等の状況を考慮することが必要であるという点

である。本ガイドラインは、地熱発電の開発のための温泉ゆう出目的の掘削等による温

泉資源への影響を判断するために有益かつ必要な資料とそれに基づく判断の方法を記述

しているが、温泉資源への影響を判断するために必要な資料は、当該掘削等を行う地域

における地質の構造、泉脈の状態又は温泉の開発状況等に応じて、異なることが想定さ

れる。また、地域の温泉資源等の状況に応じて、本ガイドラインで示す資料に加えて更

に資料を収集する、あるいは本ガイドラインで示す資料の一部を省略するといった対応
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など、個々の地域の実状に応じた取り組みを否定するものではない。 

二つ目は、本ガイドラインは、現時点での知見に基づき作成したものであるという

点である。環境省では、引き続き、温泉資源に関する各種調査を実施し、また、都道府

県の温泉行政担当者等の意見を聴き、ガイドライン（平成26年版令和２年版）と同様、

少なくとも５年度ごとに総点検を実施するとともに、随時、その更新を行っていく予定

である。 

本ガイドラインの取りまとめを契機に、地熱発電と温泉資源の関係について、関係

者間での理解の共有が進められ、また、今後の科学的な議論が一層展開されることを期

待したい。 
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第二 地熱資源の一般的概念等 

ここでは、地熱資源の賦存形態を温泉も併せて図１として模式化し、地熱貯留層の生

成機構と温泉との関係を示すとともに、一般的な地熱発電所における地熱利用形態につ

いても示すこととする。 

 

１．地熱貯留層の構造と地熱資源の分類 

地球内部の温度は一般に深部ほど高い。特に地表面付近が高温域であれば地熱地帯と

呼ばれ、火山地域に多くみられる。そこには地下にマグマ溜まりなどがあって地熱貯留

層の熱源になっている。 

浅部に高温域が形成される機構は、多くの場合、地熱流体に浮力 1)が生じることや圧力

を受ける（被圧される）ことにより、地熱流体が断層・裂か構造に沿って地下深部から

上昇することによっている。一方で、上昇する地熱流体の起源はそのほとんどが天水で

あることが分かっている。一般的な地熱貯留層の形成に当たっては、地熱流体が流動す

る断層・裂か構造の形成と、天水が地下深部へ浸透する下降流域の存在、地熱流体と浅

部の温泉・地下水帯水層とを隔てる帽岩等の地質構造の存在が重要である。 

 

図１ 地熱貯留層概念図 

 
1) 「浮力」は、温度差に伴う密度差で生じる。例えば、高温の地熱流体は低温の地熱流体より軽いため、浮力を駆

動力として浅部に上昇する（対流が発生する）。 
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帽岩は、透水性が極めて低いため、浅部にある低温の温泉・地下水帯水層と、深部の

地熱貯留層における地熱流体の循環系との境をなす。よって地熱貯留層の熱水・蒸気が

地表に漏出するのを防ぎ、熱を温存する役割を担っている。帽岩には、泥岩層のように

元々水を通しにくい性質を持った地層である場合と、熱水が地層と反応して水を通しに

くい粘土鉱物に変質した二次的なものとがある。帽岩の透水性の程度、厚さ及び範囲は、

深部の地熱貯留層と浅部の温泉・地下水帯水層との水理的な関連性を示す一つの重要な

要素となっている。 

温泉・地下水帯水層の多くは、未固結の砂やレキなど透水性の高い地層で構成されて

おり、その上下の地層の状況によって、さらに２種類に分類される。一つは、表土を通

過した浸透水が砂レキ層のような透水性の高いところにたまっている不圧帯水層 1)で、

もう一つは上下を不透水層で挟まれた被圧帯水層 2)である。 

不圧帯水層から湧出する自然湧出泉は、周辺の環境変化の影響を受けやすいので、温

泉の保護のためには細心の注意が必要である。 

被圧帯水層に貯留されている温泉や地下水には、不透水層の荷重等により静水圧より

も高い圧力がかかる（被圧される）ので、この帯水層まで掘削した場合には大量の温泉・

地下水が湧出することになる。したがって、被圧帯水層から湧出する自然湧出泉、掘削

自噴泉、掘削揚湯泉では、被圧の程度によって、開発等、新たな因子による影響の受け

やすさが異なることに留意する必要がある。 

我が国では、温泉は、古くから国民の保養、休養や地域の観光資源として大きな役割

を果たし、伝統的に浴用として地熱エネルギーを活用してきたが、その中でも高温泉は

火山地帯にあることが多い。温泉帯水層と地熱貯留層とではその深度に違いはあるもの

の、一部を除けば、火山地帯の地下にあるマグマ溜まりを直接・間接的に熱源としてい

ることはどちらも共通している。 

地熱資源の分類として、熱水卓越型地熱系と蒸気卓越型地熱系、高温岩体等がある。

これらを簡単に説明すれば、熱水が多い熱水卓越型地熱系と蒸気が多い蒸気卓越型地熱

系、そして熱水、蒸気ともに少ない高温岩体である。国内では熱水卓越型地熱系がより

多く存在する。なお、地熱発電で利用するのは、多くの場合、蒸気であることから、熱

水卓越型よりも、不用な熱水を地下に還元する必要のない蒸気卓越型の方が地熱発電に

有利と考えられるが、蒸気卓越型は供給される熱量に比較して相対的に天水の補給が少

ないので、持続可能な発電を行う上で注意を要する。 

 

  

 
1)
「不圧」とは静水圧以上の圧力がかかっていない状態をいう。不圧帯水層中の温泉・地下水は地形や下部の不透水層

の形状などにしたがって流動し、地形の傾斜が変わる地点や帯水層が露出している地点などで自然湧出する。 
2)
「被圧」とは静水圧よりも高い圧力がかかっている状態をいう。被圧帯水層中の温泉・地下水の流動は、深さと圧力

分布の状況、地層の透水性などによって決まる。掘削自噴泉の多くは被圧帯水層まで掘削されている。 
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２．地熱発電の仕組み 

一般的な地熱発電の仕組みは、概ね図２及び図３に示したとおりである。 

図２で示すフラッシュ発電とは、地上に取り出した地熱流体のうち、発電に用いるの

は蒸気であるため、地熱流体から蒸気と熱水を分離し、蒸気のみをタービンに送り発電

に用いる。 

図３で示すバイナリー発電とは、一般的に熱水だけが湧出して蒸気が湧出しない温泉

井戸、あるいは弱い勢いの蒸気のみが湧出する温泉井戸の様にフラッシュ発電ができな

い場合に用いられる発電方式であるとともに、フラッシュ発電に使われない熱水部分な

どを用いて発電する方式である。電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関

する特別措置法（以下「FIT法」という。）が平成 24年度に制定されて以降、多くの地

域で、実施されている発電方式となっている。 

熱水は、ひ素等の有害成分を多く含有している場合があり、温度も高いので、そのま

ま河川等に放流すると環境汚染を引き起こすことが懸念されるため、地下還元が行われ

る。この地下還元は、当初の主たる目的は環境汚染防止にあったが、地下還元すること

により地熱貯留層の圧力維持や流体涵養にも寄与することが明らかとなっており、その

意義も大きい。 

還元熱水は地熱貯留層の温度低下を招かないように、一般には地熱流体の採取域から

離れた場所に還元されるが、その一部は、地熱貯留層に戻り、地熱流体の循環系に組み

込まれることになる。 
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図２ フラッシュ発電の仕組み 

 

 

図３ バイナリー発電の仕組み 
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第三 地熱開発のための掘削許可に係る判断基準の考え方 

 

１．掘削許可に係る判断基準の考え方 

1-1．温泉法に基づく掘削許可 

温泉法では、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は、都道府県知事

に申請してその許可を受けなければならないとしている。 

また、温泉法では個々の掘削申請の度に、温泉法第４条の許可の基準に基づき許否の

判断を行うこととなる。当該掘削が既存温泉へ与える影響の有無を判断するためには各

種のデータ、資料等が不可欠であるが、入手することが可能なデータ、資料等は、地熱

開発調査の段階により大きく異なる。当初の広域調査の段階で得られる各種のデータ、

資料は限られたものとなるが、調査が進展するにつれて地熱開発の予定地域の地質構造

及び地熱構造、既存温泉の湧出機構や温泉湧出の変動状況に関する理解が深まり、さら

に過去の源泉間の影響発生事例等に関する情報が整理されることで、より正確に当該地

熱開発による既存温泉への影響の有無の予測が可能となる。さらに坑井からの噴出試験

が始まれば、それによる既存温泉への影響の有無と程度等が具体的に明らかになり、当

該地熱開発による既存温泉への影響について、定性的な情報に基づく予測からモニタリ

ング結果や各種坑井調査に基づいた定量的な評価が行えるようになる。その後もデータ

集積が進むことによって、地熱構造のモデル化や地熱流体流動のモデル化に基づくより

正確な影響判断が可能となる。また、現在、地熱分野においては数値シミュレーション

を用いた地熱資源量評価予測手法があるが、将来的に数値シミュレーションによる温泉

影響評価予測手法が確立されれば、温泉影響評価のためのモニタリング結果と合わせた

影響予測へと高度化することが可能となる。 

なお、既存温泉への影響としては湧出量の減少、温度の低下もしくは成分の変化等が

考えられるが、これらは公益を害するおそれがある場合の例示である。また、公益を害

するおそれがある場合とは、温泉源を保護し、その利用の適正化を図るという見地から

特に掘削を制限する必要があると認められる場合を指すとの考え方は従来と同じであ

る。したがって、地熱開発の掘削許可申請であっても、当該掘削が公益を害するか否か

について判断を行うこととなる。 

また、公益には温泉源に対する影響以外のその他の公益も含まれることから、掘削工

事に伴う土砂崩れや地盤沈下についても、必要に応じ関係機関と連携を図り公益を害す

るおそれがあるか否かを判断する必要がある。 

温泉法においては、都道府県知事が温泉の保護に関連のある一定の処分 1)を行うに当

たって、審議会その他の合議制の機関（以下「審議会等」という。）の意見を聴かなけれ

ばならないこととしている。これは、これらの処分がいずれも専門的科学的判断を要す

るものであり、かつ、申請者及び関係者の利害に関するところが大であるため、処分の

適正を期するための措置である。そのため審議会等においては、従前から地学、医学、

薬学、法律学等の学識経験者を含む適切な委員構成を確保する必要があるとされてきた

ところである。今般、地熱開発に係る処分の適正を期すために、既存温泉への影響等を

 
1)「処分」とは、許可処分・不許可処分・採取制限命令を含む。 



 

11 

技術的・科学的見地から判断できる専門家の参画を検討することが望ましいと考えられ

る。 

例えば、審議会等の委員の任命制度として、常任の委員、もしくは、審議内容によっ

て審議に加わることができる臨時委員や専門委員を設ける規定がある場合には、地熱と

温泉の関係等に専門的な知見のある有識者を必要に応じて任命することも考えられる。 

また、判断基準の資料として専門技術的な資料を審査する必要がある場合には、掘削

許可の審議に当たり、必要に応じて有識者からの意見を聴取するといった取り組みも考

えられる。なお、地熱発電の開発のための掘削にあたるかどうかにかかわらず、行政手

続法（平成５年法律第 88号）の趣旨に鑑み、審議会等については、適切な時期にこれを

開催することが期待される。 

一方で、掘削中に既存温泉への影響等が見られた場合への対処としては、掘削許可に

当たり必要に応じて温泉法第４条第３項の規定に基づく条件（影響が見られた場合にお

ける調査の実施等）を付し、個別の状況によっては当該条件の変更を行うことにより既

存温泉への影響等を回避することが考えられる。 

なお、増掘については、上記に準じた考え方を適用した判断を行うこととなる。 

 

1-2．大規模な地熱開発における掘削許可 

（１）大規模な地熱開発の位置づけ 

大規模な地熱開発において、温泉資源への影響を防ぎつつ地熱資源を有効活用するに

は、温泉モニタリングを実施の上地熱貯留層と温泉帯水層との関係性について調査・検

討するとともに、地熱資源を持続可能な形で長期にわたり利用するための地熱貯留層の

適切な管理が必要である。そのため、地熱開発のための掘削許可においては、一般的な

浴用・飲用利用のための温泉の掘削許可とは異なる考え方で対応すべきである。 

このため、環境影響評価法における環境アセスメントの対象となる発電規模（第１種

事業：1万 kW以上、第２種事業：7,500kW以上１万 kW未満）又は同一貯留層に２本以

上の生産井の掘削を計画する地熱開発については、本ガイドラインにおいて「大規模な

地熱開発」と位置づけ、特にその取扱いの考え方を整理した。、以下のとおり、地熱貯

留層単位での地熱資源の持続可能な利用を踏まえた掘削許可の際の考え方及び持続可能

な地熱利用を行うために必要なモニタリングの実施とその結果を踏まえた「順応的管

理」という考え方を示すこととした。 

なお、この考え方は、掘削許可の判断の段階において、科学的根拠に基づき、地熱貯

留層の存在範囲や温泉帯水層との関係が、審議会等の審議に耐えうる程度に明確化され

ていることを前提としたものである。 

 

※  「大規模な地熱開発」にあたらない場合であっても、地熱貯留層の規模が比較的小さい場合

などで、地熱資源の持続可能な利用のため地熱貯留層単位での地熱資源の利用を前提に計画さ

れる地熱発電については、ここで示す考え方に準じた形で許可の際の審議がなされることが望

ましい。 
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（２）地熱貯留層の規模に応じた全体計画を加味した掘削許可 

大規模な地熱開発に当たっては、掘削許可申請の段階※において、それまでの調査結

果から得られた地熱構造モデルと地熱流動流体モデル、これを用いた数値シミュレーシ

ョンモデルなどにより、開発対象となる地熱貯留層の範囲と持続可能な熱水利用量を可

能な限り科学的に推定するとともに、これに基づいた発電規模並びに周辺の温泉事業者

や他の地熱発電事業者への影響予測、モニタリング計画等を含む全体計画を事業者に策

定させ、温泉法施行規則第一条第２項で規定する申請書の添付書類として提出させるよ

うにすべきである。 

この全体計画を加味した上で掘削許可を与える場合は、許可を受けた事業者において

地熱貯留層単位での持続可能な利用がなされることを前提とすること、また、坑口の集

約は地表面の改変面積を小さくすることによる自然環境保全の観点からも有効であるこ

とから、当該全体計画の範囲内での個別の掘削について、離隔距離規制や本数制限を設

けないこととすべきである。 

 

※ この考え方は、掘削許可の判断の段階において、科学的根拠に基づき、地熱貯留層の存在範囲

や温泉帯水層との関係が、審議会等の審議に耐えうる程度に明確化されていることを前提とし

たものである。 

※ 精査段階までの試験井等の掘削においても、噴出試験を行う場合や生産井へ転用する場合は掘

削許可申請が必要となるが、当該段階においてはまだ数値シミュレーションを行うに足るモデ

ルの精緻化は困難と考えられる。このため、これらの掘削許可申請の段階においては、全体計

画の添付に代わり、当該段階において得られている地熱構造モデルや地熱流体流動モデルなど

により、開発対象となる地熱貯留層の範囲を可能な限り科学的に推定するとともに、周辺の温

泉事業者や他の地熱発電事業者への影響予測、モニタリング計画等を事業者に策定させ、申請

書の添付書類として提出させることが望ましい。 

 

なお、温泉法の審査内容には含まれないものの、多くの場合に温泉法の審査と平行し

て自然環境や風致景観面への影響判断も行われることを踏まえれば、ここで作成する全

体計画には、発電施設配置（平面）図等やこれに基づく自然環境・風致への影響予測も

含めておくことが望ましい。 

 

1-3．地熱井戸の掘削計画及び調査の掘削の安全基準等 

温泉法では、施行規則第一条の二で、掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害

の防止に係る技術上の基準が設けられている。一方で地熱井掘削では、高温の蒸気や二

酸化炭素・硫化水素のガスが付随するため、特有の安全配慮をされているかどうかの確

認が重要である。このため、地熱井戸の掘削計画及び調査の掘削、試験・観測の安全基

準等として、管理体制、設備の保安（掘削装置、やぐら等）、噴出防止、ケーシング及

びセメンチング、粉じん・ガス・酸欠防止対策等について、十分な対策・配慮がなされ

ているか確認する必要がある。安全基準として下記の資料が参考となる。なお、大規模

なバイナリー型地熱発電を開発する場合、極微小な地震が発生する可能性があるため、
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事前にモニタリングで微小地震の観測等の対応をすることが望ましい。 

 

＜参考資料＞ 

①「地熱井掘削における自主保安指針」、JOGMEC（2021年 3月） 

②「地熱調査井の掘削基準・指針」、新エネルギー財団（2003年 2月） 

③「地熱井の噴出事故と対策」、新エネルギー財団（2001年 3月） 

 

参考資料①は、地熱井の掘削や噴気試験等における安全管理方法として、管理体制、

設備の保安（掘削装置、やぐら等）、噴出防止、ケーシング及びセメンチング、粉じん

ガス・有毒ガス・酸欠防止等の安全対策が記載されている。 

参考資料②は、地熱調査井掘削の各種装置・資材の選定・保守方法、掘削作業時の注

意点・保守、粉じん・有毒ガス・酸欠防止対策の基準・装備、坑井の保守・保全、噴気

時の対策等について記載されている。 

参考資料③は、地熱井噴出の概要と兆候、噴出事故と対策事例が記載されている。 
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２．地熱開発のための調査について 

地熱開発のための調査は、一般的には表３１に示すように段階的に調査範囲を絞りな

がら進行される。地熱開発のための調査は主に、既存資料調査、地表調査、坑井掘削に

よる調査等がある。 

既存資料調査は、既存の学術文献や温泉の水質分析結果、温泉調査の結果等を収集

し、該当する地域に関する地熱資源状況を整理するものである。 

地表調査には、地質調査や物理探査、地化学探査、温泉や地熱流体を対象にした各種

化学分析等がある。 

坑井掘削による調査には、①構造試錐井による地下の地質分布状況、地質構造及び地

温分布の状況等を知るための調査、②試験井による地熱貯留層の資源量評価や周辺の温

泉や地熱井との影響関係を確認するための噴出試験を行うことを主な目的とする調査、

③観測井による地熱貯留層の状態や既存温泉や地下水位等を監視することが目的の調査

等がある。 

なお、表３１に示す地熱開発における各段階での調査目的や調査内容等については、

一般的と思われる事例を記載したものであり、ここに記載された調査等がこの順番です

べて実施されるということではなく、調査データ等についてもそのすべてが当該段階で

そろうということではないことに十分に留意する必要がある。 

各調査の中で、坑井掘削による調査は重要であり、それによって得られる情報は多岐

にわたる。さらに、複数行われる坑井掘削による調査の結果を相互につなげるととも

に、資料調査や地表調査結果を集約していくことで、より正確な情報となる。 
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表３１ 地熱調査の一般的段階と掘削内容の関係(例) 

 Ⅰ.広域調査段階 Ⅱ.概査段階 Ⅲ.精査段階 Ⅳ.発電所建設段階 Ⅴ.発電所運転開始後段階 

主な掘削調査 

 

構造試錐井の掘削 

 

 

 

 

観測井の掘削 

構造試錐井の掘削 

試験井の掘削 

観測井の掘削 

構造試錐井の掘削 

生産井の掘削 

試験井の掘削 

還元井の掘削 

観測井の掘削 

構造試錐井の掘削 

生産井の掘削 

試験井の掘削 

還元井の掘削 

観測井の掘削 

構造試錐井の掘削 

 

掘削で取得し得る

情報 

地質（断裂含む）、地下温度・圧力等 地質（断裂含む）、地下温度・圧力、透

水性等 

地質（断裂含む）、地下温度・圧力、透

水性、地熱流体性状等 

地質（断裂含む）、地下温度・圧力、透水

性、地熱流体性状等 

地質（断裂含む）、地下温度・圧力、透水

性、地熱流体性状等 

地熱資源調査内容

とそれにより得ら

れる情報 

<調査内容> 

地熱地帯の広域調査から、概査対象地域

を選定する。 

 

○資料調査 

 ・地質、地熱、温泉に関する資料 

○空中物理探査 

 ・広域的な地質構造 

 ・高温熱水等が存在する地熱貯留層上

部の帽岩の把握 

○ヒートホール調査 

 ・地下の温度構造等に関する情報 

○地表調査 

 ・地質・変質帯調査結果 

○物理探査 

・重力探査、電磁探査、電気探査、弾

性波探査結果等 

○地化学探査 

・水質、ガス、地温探査等の結果 

・温泉の水質や起源に関する情報 

○モニタリング調査 

・周辺温泉・噴気の状況調査結果等 

 

 

 

 

<調査内容> 

地下温度や地質の詳細情報 

 

 

 

 

○地表調査 

 ・地質・変質帯調査結果 

○物理探査 

・重力探査、電磁探査、電気探査、弾

性波探査等の結果 

○モニタリング調査 

 ・周辺温泉・噴気の状況調査結果等 

 

 

 

 

 

 

 

⇒地熱構造モデルが構築される。 

 

<調査内容> 

試験井掘削により、深部地熱流体に関す

る情報が得られ、地熱流体流動予測、お

よび地熱資源量の予測が行われる。 

 

 

○噴出試験 

・圧力干渉試験結果 

・トレーサー試験結果 

○精密地表調査 

 ・地質・変質帯調査結果 

○高密度物理探査 

・重力探査、電磁探査、電気探査、弾

性波探査の結果等 

○モニタリング調査 

 ・地熱貯留層の情報 

 ・温泉・噴気の状況調査結果等 

 

 

⇒試験井掘削により多くの深部地下情報

が得られ、地熱流動流体モデルが構築

される。 

 

<調査内容> 

地熱貯留層解析、地熱貯留層の資源量評

価、モニタリングによる資源動向の推定・

影響調査が行われる。 

 

 

○噴出試験 

・一斉噴出試験結果 

・圧力干渉試験結果 

・トレーサー試験結果 

○モニタリング調査 

 ・地熱貯留層の情報 

 ・温泉・噴気の状況調査結果等 

 

 

 

 

 

 

 

⇒地熱系概念モデル（地熱構造モデルや地

熱流体流動モデル）が更新される。地熱

資源評価のための数値シミュレーション

モデル 1)により想定した発電事業に対する

将来予測が行われる。 

<調査内容> 

ヒストリーマッチングによるモデルの更新

が行われ、地熱貯留層資源量が再検証され

る。モニタリングによる影響評価が行われ

る。 

 

○噴出試験 

・地熱貯留層の規模や能力情報 

・周辺温泉や噴気、地下水等への環境影

響についての情報 

・圧力干渉試験結果 

・トレーサー試験結果 

○モニタリング調査 

・地熱貯留層の情報 

 ・温泉・噴気の状況調査結果等 

○生産・還元履歴 

 ・生産量や還元量の状況調査結果 

 

⇒建設時の予測と実際の発電所運転による

モニタリング結果との比較を行い、修正

した数値シミュレーションモデル 1)によ

る将来予測の更新が行われる。 

 

温泉影響検討資料

として利用できる

もの 

・温泉の位置関係 

・温泉の掘削深度、採取深度 

・温泉の湧出形態・湧出状況 

・温泉の水質、起源について 

・地質、地質構造 

・温泉の検層記録 等 

・観測井、温泉モニタリング結果 

・各種物理探査結果等による地質構造の

推定 

・温泉帯水層と地熱貯留層の関係をとり

まとめた地熱構造モデル 等 

 

・噴出試験期間中の温泉影響モニタリン

グデータ 

・地熱系概念モデル（地熱構造モデルや

地熱流体流動モデル） 等 

 

・噴出試験期間温泉モニタリングデータ 

・予測結果と各種モニタリング結果の比較 

・更新された地熱系概念モデル（地熱構造

モデルや地熱流体流動モデル） 等 

・地熱資源の将来予測 

・発電所稼働後の温泉モニタリングデータ 

・予測結果と各種モニタリング結果の比較 

・更新された地熱系概念モデル（地熱構造

モデルや地熱流体流動モデル）や数値シ

ミュレーションモデル 1)による評価 等 

 

1) 地熱調査で行われる数値シミュレーションについては、離れた地域にある温泉地は対象外となり、十分に取り込まれていない場合があるので留意する必要がある。また、数値シミュレーションモデルは、現時点では地熱資源量評価を目的と

した手法で作成されるので、必ずしもそのまま利用できるわけではないが、将来的に同様な技術による温泉影響評価のための手法が構築される事で、温泉変動予測に利用する事が期待される。 

2) 表中に示された空中物理探査等といった調査により得られる情報は、地熱資源の有望性を評価することを主たる目的として取得される情報であり、必要に応じて温泉源への影響の検討資料等として利用することも考えられる。 

3) 表中に示された地熱調査の各段階で取得される情報は、必ずしもすべての調査で得られるものではないことに留意する必要がある。
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３. 温泉の生成機構分類と地熱開発による温泉影響の可能性 

3-1．温泉の生成機構分類と地熱開発による温泉影響の可能性 

温泉の生成には、貯留構造と起源となる水、熱源、それに加え成分の供給源となるガ

スや岩石が必要である。温泉の起源や熱源が深部の地熱貯留層と関係している場合に

は、地熱開発の規模により、温泉に影響が現れる可能性があるので、まずは温泉の生成

機構や開発対象とされる地熱貯留層との関係の解明が必要とされる。 

表４２には温泉帯水層と地熱貯留層の関係を５つのパターンに分け、それぞれの影響

の可能性について記した。大きくは、表の①深部熱水混入型温泉、②蒸気加熱型温泉、

③伝導加熱型温泉に分類されるが、②蒸気加熱型温泉の特殊ケースで、地熱貯留層とは

関係せず火山性高温ガスを直接起源とする場合を④高温(マグマ)蒸気型温泉とし、①深

部熱水混入型温泉、②蒸気加熱型温泉、③伝導加熱型温泉、それぞれの型に海水が混入

している特殊ケースを⑤海水混入型温泉とした。 

これら温泉と地熱貯留層の関係を把握するには、各種の探査情報やモニタリング調査

結果を加味して総合的に考える必要がある。温泉の生成機構と温泉と地熱貯留層の関係

については、表３１におけるⅡ.概査までの調査により、おおよその推定が行われ、Ⅲ.

精査以降の試験井、生産井掘削時の噴出試験やトレーサー試験、モニタリング調査によ

り実際的な確認が行われる。さらに、その後の調査の進展に伴い、地熱開発の規模が決

定されることで、より正確な影響の有無が判断されることとなる。なお、実際にはこの

５つに明確に分類されるわけではなく、これらが複合した形態が多々存在する。 

①深部熱水混入型温泉、②蒸気加熱型温泉、⑤海水混入型温泉の一部においては、温

泉帯水層と地熱貯留層が関連性を有し、その地熱貯留層が開発対象となっている場合に

は特に注意が必要である。 
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表４２ 温泉の成因と深部地熱流体の関係 

分類 ① 深部熱水混入型温泉 ② 蒸気加熱型温泉 ③ 伝導加熱型温泉 ④ 高温（マグマ）蒸気型温泉 ⑤ 海水混入型温泉 

温泉と地熱貯留層
の関係 

地熱貯留層の深部熱水を起源とし、直接つながっ
ている場合 

地熱貯留層から蒸気のみ供給を受けている場合 温泉と地熱貯留層につながりはなく、地熱貯留層
から熱伝導により過熱されている場合 

温泉と地熱貯留層に関係はなく、マグマから派生
した高温蒸気の供給を受けている場合 

温泉に地下水、深部熱水だけでなく、海水も関係
しているケース 

概念図 

   

 

 

温泉生成機構とそ
の特徴 

【生成機構】 
地下水と深部から混入する熱水によって形成

された温泉帯水層を指す。温泉帯水層と地熱貯
留層を隔てる不透水層等の地質構造が十分に発
達していない、もしくは、断層等による構造を
熱水が流動し直接つながっているケース等が考
えられる。 
【特徴】 
 温泉水は深部熱水に類似した水質を示すこと
が多い。温泉の温度は、深部熱水の温度や地下
水との混合割合でかなり幅がある。深部熱水の
割合が多い場合は、高温を示す。 

【生成機構】 
地熱貯留層からの蒸気混入によって加熱され

て形成された温泉帯水層を指す。 
 
 
 
 
【特徴】 
 温泉水の形成に関与する蒸気量や地下水との
混合割合によって温度にはかなりの幅がある。
地熱貯留層からの蒸気混入量の割合が多い場合
は、高温を示す。 

【生成機構】 
温泉帯水層と地熱貯留層は、不透水層により

隔てられているが、地熱によって加熱（伝導加
熱）されて形成された温泉帯水層を指す。 
 
 
 
【特徴】 
 日本の地熱開発地域にはこのタイプに属する
ものが多い。地下水が伝導熱で加熱された温泉
のため泉温は一般に高くないことが多い。 

【生成機構】 
マグマから、高温蒸気により直接加熱されてい

るタイプである。マグマから派生した高温の蒸気
やガスによって地下水が加熱されて形成された温
泉帯水層を指す。火山性高温ガスには、SO2や HCl
等を含むため、酸性の Cl-SO4型の水質の温泉が多
い。 
【特徴】 
高温を示す特徴があるが、地下水の混合割合に

よってかなり幅がある。 

【生成機構】 
前述の温泉分類①、②、③のケースにおいて

地下水に加えて、海水も混入しているケースを指
す。温泉の水質における影響の現れ方が異なる。 
 
 
 
【特徴】 
海水が混入していることから元々溶存成分濃

度が高い。 

温泉影響の可能性 温泉へ影響する可能性が他に比べ高く、地熱
貯留層の圧力低下に伴い深部熱水の供給量が減
少し影響が現れることが考えられる。温泉帯水
層に混入する熱水の量が減少し、水位低下や湧
出量減少、泉温や溶存成分濃度の低下などが起
こる可能性がある。 

地熱開発域が非常に近い場合、開発域で生じ
た圧力低下の影響によって加熱源である深部か
らの蒸気の量や体積に変化が現れる可能性があ
る。一般的に②蒸気加熱型温泉では①深部熱水
混入型温泉に比べれば変化は起こりにくい。 

地熱流体混入による温泉との直接的なつなが
りはないため、①、②のケースに比較して原理
的には地熱開発の影響は及びにくいと考えられ
る。ただし、温泉帯水層と地熱開発域が接近
し、かつ開発規模が大きい場合には、間接的に
影響が現れる可能性もある。 

温泉帯水層の加熱源である蒸気がマグマから直
接派生したものであるので、地熱貯留層とつなが
りはなく地熱開発による影響は発生しないと考え
られる。しかし、地熱開発域が近くて開発規模が
大きい場合には間接的に影響が現れる可能性があ
る。 

①、②、③のケースと同様に地熱開発地域が
近く、開発規模が大きい場合には、間接的に影
響が現れる可能性がある。 

想定される温泉へ
の影響の現れ方 

【温泉帯水層に供給される深部熱水の一部が地
熱発電に利用される場合】 

1）温泉水位・自噴圧力が低下する。 
2）温泉水位が低下することで、周辺から地下
水の流入割合が増加した場合、温泉水が希
釈されて温泉水の温度や成分濃度が低下す
る。 

3）100℃前後の高温の温泉帯水層であり、水
位（圧力）の低下によって温泉水の一部が
蒸気化した場合、温泉帯水層の蒸気割合が
増加する。 

 
【還元熱水が温泉帯水層に及んだ場合】 

1）温泉水位・圧力が上昇する。 
2）温度や成分濃度が上昇する。 

【温泉帯水層の加熱源である蒸気層が、生産に
よって縮小した場合】 

1）温泉帯水層の温度が低下する。 
2）温泉帯水層へ流入する蒸気量が減少した場
合、温泉水位が低下する。 

3）温泉水位が低下することで、周辺からの地
下水の流入割合が増加した場合、温泉水が
希釈されて温度や成分濃度が低下する。 

 
【地熱貯留層の圧力が低下して、その一部で蒸
気化が起こり、温泉帯水層周辺の蒸気層が拡大
した場合】 

1）温泉の温度が上昇したり、蒸気割合が増
加する。 

【地熱貯留層の圧力・温度を大きく低下させて
しまった場合】 

1）温泉帯水層の温度が低下する。 
2）周辺への圧力伝播によって間接的に温泉の
水位低下に連鎖する。 
3）温泉水位が低下することで、周辺からの地
下水の流入割合が増加した場合、温泉水が
希釈されて温度や成分濃度が低下する。 

 
 
 
  

【地熱貯留層の圧力・温度を大きく低下させてし
まった場合】 
圧力伝播が及んだ場合、③と同様の影響が考え

られるが、より小さな変化と考えられる。 

  

【地熱貯留層の圧力・温度を大きく低下させてし
まった場合】 
①、②、③の生成機構での温泉における影響に

おいて地下水で希釈されるのではなく、海水混入
により高濃度化する可能性が考えられる。 

影響防止における
注意点 

開発対象とする地熱貯留層、もしくは、温泉
帯水層、それらの周辺に観測井を設置し、地熱
開発による、影響の早期発見、拡大防止に努め
ること等が考えられる。 

開発対象とする地熱貯留層、もしくは、温泉
帯水層、それらの周辺に観測井を設置し、地熱
開発による影響の早期発見、拡大防止に努める
こと等が考えられる。 

地熱貯留層からの熱水採取量が多く、圧力に
大きく低下が予想される場合には、影響が発生
する可能性があるので、観測井を設置し、開発
による影響の早期発見、拡大防止に努めること
等が考えられる。 

温泉は火山活動との関連性も大きいと考えられ
る。火山観測記録等も合わせて影響評価を行う必
要がある。 

海水混入による成分濃度や温度変化に考慮した検
討も重要である。 

新エネルギー・産業技術総合開発機構（2002）平成13年度温泉影響予測手法導入調査（第 3次）報告書，p16，第Ⅰ-2-1表を加筆修正 



 

18 

3-2．他の地熱貯留層や温泉帯水層との離隔距離 

掘削許可の際の他の地熱貯留層や温泉帯水層との離隔距離の取り方については、

（１）第三の１の「１-２．大規模な地熱開発における掘削許可」 で述べたように全体

計画に基づき地熱貯留層単位で包括的に持続可能な利用が行われることとなるため、坑

口や熱水採取点から離隔距離を取るのではなく、開発対象となる地熱貯留層において想

定される外縁と、他の地熱貯留層や温泉帯水層において想定される外縁同士の位置関係

を踏まえて考えることが適当である（図１４参照）。その際、地熱貯留層において想定

される外縁の位置については、本ガイドライン第三の４に示すような各段階で調査が進

むことにより正確さが増すことから、各判断の段階で最新の情報を用いることに留意す

る必要がある。 

その上で、適切な離隔距離の取り方については、他の地熱貯留層や温泉帯水層との関

係（水理構造や帽岩の性状、地化学特性等）を踏まえた科学的データに基づき、審議会

等において総合的に判断することが求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 開発対象となる地熱貯留層と他の地熱貯留層等の位置関係を踏まえた離隔距離

に関する模式図 
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○参考情報 

表４２において、温泉帯水層と地熱貯留層の関係をパターンに分け分類し、それぞ

れ温泉への影響の可能性について記している。おり、また、温泉へ影響する可能性

のある（①、②）場合の温泉帯水層と地熱貯留層の離隔距離の考え方として、以下

のような地熱貯留層中心と温泉帯水層中心の水平距離に係る分類法を示す関する論

文も、以下のとおり発表されているため、併せて参考にされたい。 

 

影響可能圏：地熱貯留層中心と温泉帯水層中心の水平距離が１km未満 

影響検討圏：両者の水平距離が１km以上５km未満 

非影響圏：両者の距離が５km以上 

安川香澄・野田徹郎（2017）： 温泉帯水層と地熱貯留層との水理・熱的関係につ

いての温泉地化学的手法による分類 より引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考図 安川・野田（2017）における温泉へ影響する可能性のある場合の温泉帯水

層と地熱貯留層の離隔距離の考え方のイメージ図 

  

イメージ図挿入予定 



 

20 

４．各段階における掘削許可の判断に有益な情報及び方法等 

地熱開発を目的として実施された各段階の調査結果から、掘削許可の判断に有益な

情報が得られる。それらの情報を基に温泉と地熱貯留層、両者の地質構造・地熱流体流

動上の関係を論じ、温泉掘削許可の判断を行うこととなる。判断に当たっては申請に係

る地熱井と温泉帯水層のつながりが、温泉帯水層への影響を左右する大きな因子である

ことからその影響の程度を当該地熱井と温泉帯水層の関係を示すモデルによって、もし

くは当該地熱井と温泉帯水層に関するデータを収集し、それを基に検討する。これらの

モデルやデータは、地熱開発のステージが進むにつれて、より精度の高いモデルやデー

タが得られる可能性が高くなることから、都道府県は申請者が調査した最新の資料を基

に審査する必要がある。 

発電所運転開始以降には、地熱貯留層と温泉帯水層の関係を含むシミュレーション

結果が得られる可能性もあることから、その場合は、申請に係る地熱井と温泉帯水層の

つながりの検討に資することができることに留意する。なお、地熱開発における各段階

で得られる情報は大きく異なるため、表 53-1～表 53-5まで５段階に分けて例として記

載した。本表に記載された調査等は例であり、状況に応じて判断する必要がある。な

お、温泉資源への影響を把握する方法についても各段階に示しているが、モデルやデー

タの入手可能性は様々であるため、地熱井掘削による温泉資源への影響を把握するため

の考え方を図６５に参考として示す。さらに、各段階においては複数の坑井掘削が行わ

れると考えられ、開発段階内の最初の掘削とその後の掘削とでは、得られる情報量に大

きな差があることに注意が必要である。また、下記の温泉・地熱徴候には噴気帯等も含

まれている。 

 

4-1．広域調査段階 

対象地域における地熱資源開発の可能性を検討し、広域の範囲から、より地熱資源

開発の可能性が高い地域が抽出される。その抽出された地域において、坑井掘削から判

明した地温分布状況に基づいて予想される地熱資源の存在状態を踏まえた有効な調査計

画（調査内容や規模）が立てられる。この段階では、広域の地質分布及び地質構造の概

要、地熱貯留層の平面的な賦存状況、温泉の水質や起源等の特性に関する情報が得られ

る。 

 

表 53-1 広域調査段階における掘削の場合（例） 

調査段階 Ⅰ.広域調査段階 

想定される坑井掘削の内容 構造試錐井 

掘削目的 地熱開発可能性に関する地質構造の確認、地下温度（主に浅部）の確認 

地熱資源調査の内容 ・ 資料調査 

・ 地表調査 

・ 地化学探査 

・ 坑井掘削による調査 

・ 温泉・噴気・地下水等の実態調査 等  
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4-2．概査段階 

地熱貯留層の概略を把握し、地熱開発の可能性が高い精査対象地域を絞り込むことを

目的とした調査が行われる。各種調査結果から、温泉の湧出機構や地熱徴候の生成機構

を検討し、地熱構造モデルが作成される。モデルがあれば、その精度に応じた開発対象

となる地熱貯留層と温泉・地熱徴候との関連性についての予測が可能となることがあ

る。 

 

表 53-2 概査段階における掘削の場合（例） 

調査段階 Ⅱ.概査段階 

想定される坑井掘削の

内容 

構造試錐井 

観測井 

掘削目的 構造試錐井、観測井掘削による地下温度（主に浅部）、地質情報の取得 

観測井による地域の温泉、地下水特性把握 

地熱資源調査の内容 ・ 地表調査 

・ 坑井掘削による調査 

・ 周辺温泉・噴気の状況調査やモニタリング調査 等   
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4-3．精査段階 

地熱発電所の事業化に向けた調査段階に相当し、試験井掘削による噴出試験によっ

て、実際に深部地熱貯留層から地熱流体の採取が行われる。各種調査から得られた情報

により地熱資源量の評価が行われる。試験井掘削による調査と噴出試験から地熱貯留層

の規模と特徴、地熱流体流動モデルによる影響予測が可能となることがある。 

 

表 53-3 精査段階における掘削の場合（例） 

調査段階 Ⅲ.精査段階 

想定される坑井掘削の

内容 

試験井の掘削 

観測井の掘削 

構造試錐井の掘削 

掘削目的 地熱発電の事業化に向けた地熱資源量の把握と温泉への影響評価 

地熱資源調査の内容 ・ 精密地表調査 

・ 坑井掘削による調査 

・ 噴出試験による調査 

・ 温泉や地熱徴候のモニタリング調査 等 

試験井掘削許可の判断

に係る情報 

① 掘削概要 

・ 掘削位置 

・ 掘削口径 

・ 掘削深度 

・ 流体採取深度 

・ 既存温泉からの距離  

・ 可燃性天然ガスの賦存状況 等 

② 掘削目的 

・ 流体・ガス採取見込量 

③ 掘削計画 

・ 掘削、調査スケジュール 

・ 施工方法 等 

 

その他、申請時点で得られる掘削許可の判断に役立つと思われる以下

の資料があれば参考にする。 

④ 温泉や深部熱水の地質学・地球物理学・地球化学的考察 

⑤ 温泉モニタリングによる影響監視結果 

⑥ 掘削計画時までに得られた地熱流体流動モデル 

⑦ 既存温泉地への影響予測に関する考察 等 

試験井掘削による温泉

資源への影響を判断す

る方法 

これまでの判断情報に加えて、調査が進展することによって温泉帯水

層と地熱貯留層との関係を参考に、より高度な影響判断を行うことが考

えられる。 
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申請に係る地熱井と温泉帯水層の関係について検討する。具体的に

は、両者間に影響する可能性を示すデータがある場合、モニタリングデ

ータのある周辺の既存掘削井と当該地熱井との類似性（水位、温度、化

学成分、地質条件の各要素と三次元的距離等）を参考にした上で、既存

掘削井のモニタリング結果（自然変動から逸脱する変化が生じていない

か等）をもとに温泉帯水層への影響の有無について判断することが考え

られる。そのため、あらかじめ既存掘削井におけるモニタリングデータ

を収集することが重要である。 

さらに、地熱概念モデル（地熱構造モデルや地熱流体流動モデル）が

構築されている場合には、温泉帯水層と地熱貯留層との関係を参考に温

泉資源への影響を判断することが考えられる。 
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4-4．発電所建設段階 

開発調査の進展に伴い地熱系概念モデル（地熱構造モデル及び地熱流体流動モデル）

の更新が行われ、地熱資源量評価のための数値シミュレーションが実施される。地熱資

源の持続可能な資源量の把握と同時に、モニタリングによる発電所運転時の既存温泉へ

の影響評価が行われる。 

 

表 53-4 発電所建設段階における掘削の場合（例） 

調査段階 Ⅳ.発電所建設段階 

想定される坑井掘削の

内容 

生産井の掘削 

試験井の掘削 

還元井の掘削 

観測井の掘削 

構造試錐井の掘削 

掘削目的 地熱流体の生産・還元と地熱資源量の把握 

地熱資源調査の内容 ・ 坑井掘削による調査 

・ 噴出試験による調査 

・ 生産井や還元井、観測井モニタリング調査 

・ 温泉や地熱徴候のモニタリング調査 等  

生産井及び試験井掘削

許可の判断に係る情報 

① 掘削概要 

・ 掘削位置 

・ 掘削口径 

・ 掘削深度 

・ 流体採取深度 

・ 既存温泉からの距離  

・ 可燃性天然ガスの賦存状況 等 

② 掘削目的 

・ 流体・ガス採取見込量 

③ 掘削計画 

・ 掘削、調査スケジュール 

・ 施工方法 等 

 

その他、申請時点で得られる掘削許可の判断に役立つと思われる

以下の資料があれば参考にする。 

④ 掘削計画時までに更新された地熱系概念モデル（地熱構造モデル

や地熱流体流動モデル） 

⑤ 既存温泉や地熱徴候を対象とした地質学・地球物理学・地球化学

的考察 

⑥ 既存温泉や地熱徴候を対象とするモニタリング結果 

⑦ 既存温泉への影響予測に関する考察  
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⑧ 地熱貯留層の動態に関する数値シミュレーション結果 等 

生産井及び試験井掘削

による温泉資源への影

響を判断する方法 

これまでの判断情報に加えて、新たなモニタリング結果を含む各種の

情報を基に更新された地熱系概念モデル（地熱構造モデルや地熱流体流

動モデル）による地熱貯留層と温泉帯水層の関係を参考に温泉資源への

影響を判断することが考えられる。 

申請に係る地熱井と温泉帯水層の関係について検討する。具体的に

は、両者間に影響する可能性を示すデータがある場合、モニタリングデ

ータのある周辺の既存掘削井と当該地熱井との類似性（水位、温度、化

学成分、地質条件の各要素と三次元的距離等）を参考にした上で、既存

掘削井において行われているモニタリング結果（自然変動から逸脱する

変化が生じていないか等）をもとに温泉帯水層への影響の有無について

判断することが考えられる。そのため、あらかじめ既存掘削井における

モニタリングデータを収集することが重要である。 

また、本段階では、試験井、生産井掘削による地熱流体の採取量増

加、還元井による熱水の地下還元・注水により温泉資源に影響を与えな

いかを注視する必要がある。特に一斉噴出試験が行われる最終期間は、

地熱流体採取量がピークに達するので、同期間におけるモニタリング結

果は、今後の発電所運転開始後における影響判断の重要な参考資料とな

る。 
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4-5．発電所運転開始後段階 

発電所の出力維持や出力増強のための生産井や還元井の掘削が行われる。生産井や

還元井以外にも追加調査のための試験井、観測井、構造試錐井が掘削される場合があ

る。運転開始後の生産・還元履歴や補充掘削により地熱貯留層に関する情報がさらに蓄

積され、地熱資源量評価のため数値シミュレーションが行われ、モデルが精緻化され

る。長期間のモニタリングデータを基にした温泉や地熱徴候への影響確認が行われ、運

転開始後のモニタリング結果に基づいた上記数値シミュレーションモデルを温泉帯水層

も含めて行い、温泉影響評価への適用が可能となることもある。 

 

表 53-5 発電所運転開始後における掘削の場合（例） 

調査段階 Ⅴ.発電所運転開始後段階 

想定される坑井掘削の

内容 

各種坑井の補充井掘削 

 生産井の掘削 

 試験井の掘削 

還元井の掘削 

観測井の掘削 

構造試錐井の掘削 

掘削の目的 発電所の出力維持や出力増のため 

地熱資源調査の内容 ・ 坑井掘削による調査 

・ 噴出試験による調査 

・ 生産井、還元井モニタリング調査 

・ 温泉や地熱徴候のモニタリングの結果 等  

生産井及び試験井掘削

許可の判断に係る情報 

① 掘削概要 

・ 掘削位置 

・ 掘削口径 

・ 掘削深度 

・ 流体採取深度 

・ 既存温泉からの距離  

・ 可燃性天然ガスの賦存状況 等 

② 掘削目的 

・ 流体・ガス採取見込量 

③ 掘削計画 

・ 掘削、調査スケジュール 

・ 施工方法 等 

 

その他、申請時点で得られる掘削許可の判断に役立つと思われる

以下の資料があれば参考にする。 

④ 掘削計画時までに更新された地熱構造モデルや地熱流体流動モデ

ル 
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⑤ 既存温泉や地熱徴候を対象とするモニタリング結果 

⑥ 既存温泉や地熱徴候を対象とする地質学・地球物理学・地球化学

的考察 

⑦ 地熱開発による既存温泉地への影響発生に関する考察 

⑧ 地熱貯留層の動態に関する数値シミュレーション結果  

⑨ 温泉や地熱徴候を含めた数値シミュレーション結果 等 

生産井及び試験井掘削

による温泉資源への影

響を判断する方法 

これまでの判断情報に加えて、モニタリング結果を含む各種の情報を

基に更新された地熱系概念モデル（地熱構造モデルや地熱流体流動モデ

ル）もしくは数値シミュレーションを参考に温泉資源への影響を判断す

ることが考えられる。 

申請に係る地熱井と温泉帯水層の関係について検討する。具体的に

は、両者間に影響する可能性を示すデータがある場合、モニタリングデ

ータのある周辺の既存掘削井と当該地熱井との類似性（水位、温度、化

学成分、地質条件の各要素と三次元的距離等）を参考にした上で、既存

掘削井において行われているモニタリング結果（自然変動から逸脱する

変化が生じていないか等）をもとに温泉帯水層への影響の有無について

判断することが考えられる。そのため、あらかじめ既存掘削井における

モニタリングデータを収集することが重要である。 

さらに、地熱資源量評価のための数値シミュレーションが行われてい

る場合は、その採取量が適正であるのか、予測された結果から周辺への

圧力伝播の範囲と程度等を検討することも考えられる。また、これまで

の各種モニタリング結果から地熱流体の生産・還元が温泉に与える影響

を予測する。 

温泉や地熱徴候を含めた数値シミュレーションが行われている場合に

は、地熱貯留層と温泉帯水層の関係を含むシミュレーション結果が得ら

れる可能性もあることから、その場合は、申請に係る地熱井と温泉帯水

層のつながりの検討に資することができることに留意する。 
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図６５ 地熱井掘削による温泉資源への影響を把握するための考え方（例） 

 

 

 

 

 

 

 

地熱井が温泉帯水層への影響を与える可能性を示すデータがあるかどうか、温泉帯水層への影響を示す既存掘削井

があるかどうかを科学的に検討する。 

地熱井と温泉帯水層の関
係を示すモデルがある。  

資料の収集 

○基礎資料による判断 

 

地熱貯留層と温泉帯水層の 3次元

的距離（水平距離、温泉採取深

度）と、既存の地質情報や化学調

査資料などによる判断 等 

影響を与えるデータがある。 
影響を与える可能性を示すデータが

ない。 

温泉に影響するおそれがある。 
温泉に影響のおそれがあるとは言えな

い。 

地熱井と温泉帯水層の関
係を示すモデルやモニタ
リングデータはなく、基
礎的な地熱井と温泉帯水
層に関するデータのみが
ある。 

地熱井と温泉帯水層に関
するモニタリングデータ
がある。 

○モニタリングデータによる判断 
 
周辺の既存掘削井のモニタリング
データより温泉帯水層への影響の
有無を確認し判断 等 

○モデルによる判断 
 
モデルによる温泉生成機構、地熱
貯留層と温泉帯水層のつながりを
総合的に判断 等 
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第四 関係者に求められる取り組み等 

本ガイドラインは、地熱開発のための温泉の掘削等について、今後、都道府県が本ガイ

ドラインを参考に温泉法における許可制度の運用に当たることを期待しているが、温泉資

源の保護と地熱開発の共存は都道府県による温泉法の運用のみで実現されるものではな

く、温泉法の運用以外の場でも当事者である温泉事業者及び地熱発電事業者等の関係者に

よる各種の取り組みが不可欠である。 

実際にはどのような取り組みが有効であるかについては、温泉地の状況や地熱開発の状

況等により異なってくることが予想されるが、ここでは一般的に有効と考えられる各種の

取り組みについて記載することにより、関係者間の参考となることを期待する。 

 

１. 温泉事業者、地熱発電事業者等によるモニタリングの重要性 

地熱開発による温泉への影響を判断するには、温泉や噴気のモニタリングデータのみ

ならず、地熱貯留層の動態、観測井等から得られる温泉・地下水位、河川水位、降水量

等に関するモニタリングデータ、周辺での土木工事による地形改変状況等、様々な情報

を総合して判断する必要がある。なお、温泉のモニタリングについては、井戸自体の健

康診断といった意味を持つため、当該温泉源を利用する者が中心となって調査を行うこ

とが原則であるものの、状況に応じて判断すべきである。 

また、これらのモニタリングデータは、事後の予測を行うためのモデルや数値シミュ

レーション構築の基礎データとしても活用される。地熱貯留層や温泉、双方の周辺域に

おけるモニタリングは、地熱貯留層からの圧力伝播の有無や範囲の拡大を早期に発見し、

温泉や噴気に影響が及ぶ可能性について判断する上で重要なデータとなりうる。さらに

モニタリング結果より温泉に影響が確認された場合や影響が及ぶ可能性が高い場合に

は、その原因を究明するとともに、地熱発電のための生産量や還元量を減量することや

掘削位置を変更するなどの対策が考えられる。 

具体的な温泉のモニタリング手法については、ガイドライン（平成 26 年版令和２年

版）の別紙７として記載している。温泉についてのモニタリングの項目としては温泉の

湧出量、温度及び水位（自噴の場合は孔口圧力）があげられる。地熱貯留層の適正管理

にとって、重要な指標は地熱貯留層の圧力であり、温泉においても水位（自噴の場合は

孔口圧力）が最も重要な監視項目となる。また、地熱開発に特有なモニタリング項目と

しては、熱水の採取等に伴う微小地震の測定等が考えられる。 

平成 28 年度に環境省が実施した温泉事業者及び発電事業者を対象とするアンケート

調査結果では、地熱開発におけるモニタリング頻度については、年７回～12回とする回

答が最も多くなっている（表 64-1、表 64-2）。 

また、モニタリングの項目については、温泉のゆう出量（井戸の水位（孔口圧力））、

温度（泉温）、電気伝導率、pH値等となっている（表 75-1、表 75-2）。 
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表 64-1 発電事業者のモニタリング頻度 

 

 

表 64-2 温泉事業者のモニタリング頻度 

 

 

表 75-1 発電事業者によるモニタリング項目と実施数 

 

 

表 75-2 温泉事業者によるモニタリング項目と実施数 

 

 

なお、モニタリングの実施箇所、頻度、項目及び測定方法等は、当該地熱開発の出力

数や開発地域周辺の温泉利用状況に左右されるが、発電に利用する源泉以外に複数の源

泉をモニタリングすることが望ましい。資源エネルギー庁では、地熱発電に関する FIT

回数（年間） 件数 割合
1 １回未満 1 5.9%
2 1～3回 2 11.8%
3 4～6回 7 41.2%
4 7～12回 7 41.2%
5 13回以上 0 0.0%

合計（事業者数） 17 100.0%

回数（年間） 件数 割合
1 １回未満 1 9.1%
2 1～3回 2 18.2%
3 4～6回 2 18.2%
4 7～12回 5 45.5%
5 13回以上 1 9.1%

合計（事業者数） 11 100.0%

調査項目 件数 割合
1 温度（泉温） 17 89.5%
2 ゆう出量 13 68.4%
3 水位 2 10.5%
4 電気伝導率（EC） 14 73.7%
5 pH 16 84.2%

6
揚湯量操作などの記録
（機械揚湯の場合）

2 10.5%

7 その他 15 78.9%
合計（事業者数） 19 100.0%

調査項目 件数 割合
1 温度（泉温） 13 76.5%
2 ゆう出量 12 70.6%
3 水位 6 35.3%
4 電気伝導率（EC） 5 29.4%
5 pH 7 41.2%

6
揚湯量操作などの記録
（機械揚湯の場合）

3 17.6%

7 その他 3 17.6%
合計（事業者数） 17 100.0%
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認定申請（FIT 法第９条第１項に基づく認定の申請をいう。）に必要となるモニタリン

グ要件を「事業計画策定ガイドライン（地熱発電）」に記載している。これは、FIT 法

対象者に対するガイドラインではあるが、その他の法令等においてもモニタリングに関

する規定があり、参考となる可能性がある。 

さらに温泉資源の状況を的確に把握するためには、当該都道府県や市町村等の自治体

及び温泉事業者等が協力し合いながら地域の温泉資源保護対策及び有効利用を推進す

るためのデータ収集を行うことが重要である。これらのモニタリング結果を集積するこ

とで、都道府県による掘削等の許否の判断、掘削等の原則禁止区域の範囲や規制距離の

設定の見直しに活用することも可能となる。なお、掘削等の制限に当たっては審議会等

の意見を聴いた上で実施することが望ましい。  
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２. モニタリング結果等の情報の共有・公開 

モニタリング結果及び各種調査情報は、温泉事業者、地熱発電事業者等にとって、資

源を適正に維持・管理することを可能とする上で不可欠な情報となる。温泉地における

モニタリングは平時から行い、モニタリング結果の整理と各種調査情報の共有化と公開

に努めるべきである。また、必要に応じて、信頼性向上のため、第三者機関等による検

証を行うことも考えられる。 

こうしたモニタリング結果等の情報の共有等を行うために地熱発電事業者、温泉事業

者及び関係する市町村等の第三者を加えた場（以下「協議会等」という。）を設置し、定

期的に開催することが考えられる。 
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３. 関係者間の合意形成（協議会等の設置） 

地熱開発と温泉事業が共存・共栄するためには、協議会等において地熱開発に伴う温

泉や噴気への影響に関する検証結果、地熱発電の現状報告と将来計画等の説明・報告等

を通じて、関係者間の合意形成を図っていくことが重要である。このような協議会等は

温泉資源の活用やその他、地域固有の課題を話し合う場となるが、本ガイドラインでは

温泉法に関連する内容を記載する。 

合意形成の仕組みは、調査・開発の段階や地元状況に応じて適切な形をとることが必

要である。なお、本ガイドラインでは、協議会体制の構築例を、図 76-1、図 76-2のと

おり参考として示す。また、状況によっては、関係者への個別説明や住民説明会等の開

催なども考えられるが、いずれの方法であっても、地方自治体との連絡・相談を密にす

ることが肝要である。 

例えば、掘削を伴わない広域調査の段階であっても、調査目的と調査内容、今後の坑

井掘削等の調査スケジュール等の情報を事前に関係者と共有し、調査結果に基づく地熱

開発の継続・中止等の対処方針を明らかにすることで、その後の関係者間相互の信頼醸

成に役立つことが考えられる。 

また、関係者間で親密なパートナーシップを構築することで、地熱開発に関する協議

がスムーズに進展することが期待される。具体的には、地域の地熱資源のカスケード利

用をはじめとする有効活用や保護対策（観測井設置等）、温泉資源への影響が生じた場

合の対応についての事前の合意形成等に係る協議を行うこと等が考えられる。また、相

互理解を進めるため、専門家を配した1)2)温泉と地熱開発の科学的関係を内容とするセミ

ナーの開催等を行うことも考えられる。 

協議会等の合意形成の仕組みは、地熱資源開発の過程のなるべく早い段階から設置す

ることが望ましく、これには地元自治体の果たす役割が大きいと考えられる。 

なお、地熱開発と温泉事業が共存・共栄するためには、上記に加えて、地域の実情に

応じた温泉資源保護のための集中管理などの地域共有の課題についても関係者間で協

議することが有用と考えられる。 

  

 
1) 

地熱開発に関する技術的な助言等を行うための「地熱資源開発アドバイザリー委員会」が独立行政法人石油天然ガ

ス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）に設置されており、自治体が活用することが可能となっている。 
2) 

温泉、資源開発、地質、環境、法学等の専門家が所属する学会・協会等のリストを各都道府県へ配布する。 
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図 76-1 協議会体制の構築例① 

 

 

 

報告 

 

意見聴取 

都道府県 

温泉主管部局 

審議会等 

（温泉部会） 

・ 影響判断 

・ 温泉資源および地熱資

源の総合評価 

報告 

意見聴取 

協議会等 

自治体・第三者機関等 

・ 調整 

・ 情報の客観性確保 

温泉事業者 

関係者 

・ 各種調査データの提出 

・ 説明、報告 

地熱発電事業者 

関係者 

・ 各種調査データの提出 

・ 説明、報告 

・ 温泉資源と地熱資源における調査結果の公開と 

情報共有及び評価 

・ 認識の共有とそれに基づく取り組みの実施 

・ 関係者間での調整等の取り組み 

・ 関係者間の合意形成 
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図 76-2 協議会体制の構築例② 
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４. モニタリングと順応的管理 

地熱資源は、容易に把握することが困難な地下に存在し、地熱構造モデル、地熱流動

流体モデル、数値シミュレーションモデル等を用いてもなお持続可能な活用について不

確実性が残る。そのため、大規模な地熱開発を行おうとする事業者においては、本ガイ

ドライン第三の４で示す広域調査段階、概査段階などの掘削許可申請を行う前段階にお

いても、科学的根拠に基づき地熱資源の持続可能な利用を前提とした調査計画等を策定

することが望ましく、また、掘削許可申請の段階で策定する全体計画も含めた各段階に

おけるこれらの計画が、常に最新の情報を踏まえ、必要な場合は弾力的に計画の修正が

行われるものであることが必要である。なお、これらの計画について、自治体をはじめ

地熱専門家等の有識者、温泉事業者など幅広い関係者が参画する協議会等において意見

交換がなされることが、地域の理解を得て計画を進める観点で望ましいと考えられる。 

これに加え、発電所運転開始以降も生産井の噴出量や温度、地熱貯留層の動態、周辺

既存源泉や地表部の徴候を対象とするモニタリングを実施してその結果を協議会等に

おいて定期的に共有し、関係者の保有するデータも合わせて広範な情報に基づき意見交

換を行うことにより、影響を評価しつつ運転や全体計画を見直す「順応的管理」※が行

なわれるべきである。なお、その際、周辺既存源泉のモニタリングの実施者やデータの

公開方法については、協議会等の合意に基づくことが適当である。 

 

※「順応的管理」とは、不確実性の高い自然資源の管理にあたって、科学的知見とモニタリング

評価に基づく検証によって、計画や政策の見直しを行うリスクマネジメントの理論を取り入れ

た考え方である。 

 

また、この「順応的管理」を行うに当たっては、生産井及び周辺既存源泉における著

しい噴出量（湧出量）や成分、温度の著しい変化等が確認された場合は、その原因につ

いて調査し、持続可能な範囲を超えて運転されていると判断された場合には、運転計画

の見直しが必要と考えられる点に特に留意すべきである。 

なお、前述したとおり「順応的管理」を行うためには協議会等における合意形成が重

要であるが、合意形成の推進のためには、既存温泉への影響が生じた場合の補償の在り

方や判定の仕組み等についても予め協議会等の枠組みの中で定めておくことが望まし

い。また、地熱貯留層単位での「順応的管理」を行うに当たり、当該地熱貯留層が複数

の自治体にまたがる場合も考えられるため、そのような場合は、発電所建設地における

自治体のみでなく、当該地熱貯留層がまたがる自治体も協議会等に参画するべきである。 
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５. 他の法制度の活用 

 

5-1. 地球温暖化対策推進法 

国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議(COP21)で新たな法的枠組みとして採択さ

れた「パリ協定」、及び国の 2050年カーボンニュートラル宣言を受け、改正地球温暖化

対策推進法（以下、「改正温対法」という。）が令和３年５月 26日に成立した。改正温対

法では地域の脱炭素化の実現のため、地方公共団体実行計画の拡充に加え、再エネを活

用した「地域脱炭素化促進事業」を推進する制度が創設された。 

本制度の趣旨は、円滑な合意形成を図りながら、適正に環境に配慮し、地域のメリッ

トにもつなげ、地域と共生する再エネ事業の導入を促進することである。当該事業を通

じて、地域の課題に応じて地域に貢献する再エネ事業を実施することにより、地域の課

題解決につながることが期待される。（図７のイメージ） 

それぞれの地域によって、地域の課題や、地方自治体・地域住民が求める地域貢献策

は異なる。そのため、市町村は関係自治体、地域関係者、学識経験者及び再エネ事業者

等を含む多様な関係主体による地方公共団体実行計画協議会を組織する等、地域におけ

る合意形成を図りつつ、それぞれの事業に則した地域貢献策を実践することが望ましい。

（※詳細は別紙９参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 地域脱炭素化促進事業のイメージ 

出典：「地域脱炭素に向けた改正地球温暖化対策推進法の施行に関する検討会 とりまとめ資料」（2021年12月） 

 

本制度の活用によって、再エネ事業に関わる主体（地方公共団体、事業者）それぞれ

に対して様々なメリットが期待できる。例えば、地方公共団体と地域にとっては、地域

主導で、地域と共生し、地域に裨益する再エネ事業を誘致することができるほか、市町

村が促進区域を設定することで、個別事業について適正な環境配慮の確保や適切な立地

誘導ができる。一方、事業者にとっては促進区域で事業を検討することにより、事業の

候補地や配慮・調整が必要な課題の見える化がなされ、実施する事業の予見可能性が高

まる。また、事業者が策定する地域脱炭素化促進事業計画が市町村に認定された場合は、
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関係許可等手続のワンストップ化の特例の対象となり、以降の当該許可等手続が不要と

なるといった特例等を受けることができる。（※詳細は別紙９参照） 

ワンストップ化の特例のうち、地熱発電等の地熱開発事業に関するものとしては「温

泉法」、「自然公園法」等が該当する。本ガイドラインで特に留意すべきは温泉法に関す

る特例であり、土地の掘削許可等の行為に対する許可申請手続がワンストップ化され、

事業者の様々な事務に要する手間の削減や期間の短縮等が図られる。その他、都道府県

が定めた環境配慮基準に基づき設定された促進区域内で事業計画が認定される場合、環

境影響評価法に基づく配慮書手続は適用されない。（※詳細は別紙９参照） 

本制度の活用に当たっては、地熱開発事業特有の留意点がいくつかある。表 6-1に示

すとおり、促進区域について、地熱資源特有の難しさ（地下深部の情報取得とポテンシ

ャルの不確実性）を踏まえて、その検討段階から地熱発電事業者を加えた検討体制を構

築することが重要である。また、傾斜掘削の実施領域（近隣市町村の地下にまで及ぶ可

能性がある）等を勘案しながら検討を行い、近隣市町村と連携して促進区域の設定を行

う必要がある。（※詳細は別紙９参照） 

また、事業者については、表 6-2に示すとおり、地域脱炭素化促進施設の整備と併せ

て検討・実施する「地域の環境の保全のための取組」の中で、既存温泉等へ影響が生じ

ないような取組・措置を行うことが重要であるほか、環境配慮に関する既存のガイドラ

イン類に掲げられた環境保全・環境配慮に係る取組を参照し、施設の規模・種類等に応

じて、「地域の環境の保全のための取組」の検討を行うことが望ましい。 

 

表 6-1 本制度活用における地熱開発事業特有の主な留意点等（都道府県、市町村） 

項目 地熱開発事業特有の主な留意点 対応事項 

促進区域の

設定 

○地熱発電に係る再エネポテンシャルにつ

いて 

地熱資源の開発には地下資源特有の難しさ

（特に地下深部の情報の取得）があるため、

そのポテンシャルは不確実性が高く、実際に

資源調査をしなければ把握ができない。 

 

○促進区域設定の検討について 

通常、促進区域の設定においては、個別の再

エネ事業に先立ち、市町村が主体となって長

期的に望ましい姿の検討を行うが、地熱発電

では掘削調査を行わないと再エネポテンシ

ャルの詳細や事業性が判断できない場合が

ある。 

 

地熱発電を対象とした促進区域等の設定

については、空中物理探査、地表調査等の

広域で実施される資源調査結果等を踏ま

えて検討をする必要がある。 

したがって、促進区域の検討段階から、こ

れら調査を主体的に実施する地熱発電事

業者を加えた検討体制を構築することが

考えられる。（例：地熱発電事業者を地方

公共団体実行計画協議会の構成員に含め

る等） 

 ○近隣市町村との連携について 

傾斜掘削の実施領域が、再エネ設備の建設等

が行われる市町村だけでなく隣の市町村の

地下にまで及ぶことがある。 

地下構造物も考慮して促進区域を設定

し、傾斜掘削の実施領域が含まれる可能

性のある全ての市町村が地下構造物も考

慮して促進区域を設定し、認定を行う必
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項目 地熱開発事業特有の主な留意点 対応事項 

要がある。この場合における事業認定や

認定事業への指導については、促進区域

を含む複数市町村が連携しながら取り組

むことが重要となる。 

地域脱炭素

化促進事業

計画の認定 

○地下資源調査の進捗等に応じた事業計画

の見直しについて 

地熱発電については、地下資源の調査が進む

につれて事業計画が決定していく特性があ

る。 

資源調査や施設整備等の段階毎に認定申

請が必要となる。その際、各段階の事業内

容は異なるため、市町村は、段階毎に許可

権者等に対して再協議を行い、同意を得

ることになる。 

 ○掘削調査時の計画認定・申請について 

地熱に関しては施設整備のみならず掘削調

査時の掘削設備も計画認定・申請の対象とな

る。 

掘削調査段階で認定申請を受けた後、掘

削調査の結果を踏まえて施設の規模等を

決定し、改めて施設整備等に関する認定

申請を受ける必要がある。 

出典：「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（地域脱炭素化促進事業編）」（令和４年４月、環境省

大臣官房環境計画課）よりほぼ原文のまま抜粋 

 

表 6-2 本制度活用における地熱開発事業特有の主な留意点等（事業者） 

項目 地熱開発事業特有の主な留意点 

地域の環境の保

全のための取組

の検討・実施 

○既存温泉等へ影響が生じない開発区域等について 

各種調査や周辺の温泉モニタリングの実施により、既存温泉等へ影響が生じない開

発区域・規模を設定する。 

 ○地域の環境の保全のための取組の参考となるガイドライン類（地熱発電関係） 

・「温泉資源の保護に関するガイドライン（地熱発電関係）」（令和３年９月環境省） 

・「国立・国定公園内における地熱開発の取扱いについて」及びその解説通知（令和

3年 9月環境省） 

・「再生可能エネルギー等の温室効果ガス削減効果に関する LCAガイドライン」（令

和 3年７月環境省） 

・「事業計画策定ガイドライン（地熱発電）」（令和３年 4月資源エネルギー庁） 

出典：「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（地域脱炭素化促進事業編）」（令和４年４月、環境省

大臣官房環境計画課） 

 

5-2. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 

地熱発電の整備の適地は山間部に多く、これらの地域では土地所有者が不明で、当該

土地を掘削のために使用する権利の取得が困難な場合が増えていくものと思われる。ま

た、人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移

動を背景とした土地の所有意識の希薄化等により、所有者不明土地が全国的に増加し、

公共事業の推進等の様々な場面において、所有者の特定等のため多大なコストを要し、

円滑な事業実施への大きな支障となっている。 

このような所有者不明土地を円滑の利用する仕組みとして、平成 30年に「所有者不

明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が制定され、「公共事業における収用手

続の合理化・円滑化 （所有権の取得）」と「地域福利増進事業の創設 （利用権の設定）」

が構築された。 
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これをさらに有効な施策として広げていくために、令和４年５月に「所有者不明土地

の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律」が公布された。改正にお

いては、地域福利増進事業の対象事業の拡充として再生可能エネルギー発電設備の整備

に関する事業が追加された。また、再生可能エネルギー発電設備等を民間事業者が整備

する場合の土地の使用権の上限期間が 20 年に延長されるなど利用の円滑化の促進が図

られた。市町村において、所有者不明土地計画の作成や所有者不明土地対策協議会の設

置を可能とするなど、地域の関係者が行う施策を支える仕組みを充実させることで、土

地対策を推進させる体制の強化が図れた。 

地熱発電においても、その活用の可能性があるため留意されたい。  
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別紙１ 関連用語について 

 

本ガイドラインにおいて使用する地熱関係の用語の内容は以下に記すとおりである。 

 

○温泉帯水層 （おんせんたいすいそう） 

透水性と貯留性がよく、温泉水が流動・貯留している地層。 

○協議会 

地熱開発においては、温泉モニタリング結果の情報の共有等を行うために設置される、地熱

発電事業者、温泉事業者及び関係する市町村等の第三者を加えた場。定期的に開催することが

考えられる。 

○順応的管理 

不確実性の高い自然資源の管理にあたって、科学的知見とモニ タリング評価に基づく検証

によって、計画や政策の見直しを行うリスクマネジメントの理論を取り入れた考え方であり、

大規模な地熱開発においては協議会等での意見交換を踏まえて進めることが望ましい。 

○数値シミュレーションモデル（すうちしみゅれーしょんもでる） 

地熱流体採取による貯留層の圧力変化や温泉への影響予測などを定量的に検討するために、

地熱構造モデルや地熱流体流動モデルを反映し、コンピューター（数値シミュレータ）等を使

用して構築されるモデル。地下の特性を定量化するために、坑井から得られるデータ（地層の

間隙率や透水性、温度・圧力分布等）が最低限必要である。また、モデルの精度を検証するに

は、数値シミュレーションにより予測された結果（地熱貯留層や温泉帯水層の圧力や温度）に

ついて、より多くのモニタリングによる実測データを取得し、計算値と実測値との照合を行う

必要がある。現在、このモデルは地熱資源量の評価に用いられているが、将来的には既存温泉

への影響予測にも適用されることが期待される。 

○大規模な地熱開発 

環境影響評価法における環境アセスメントの対象となる発電規模（第１種事業：1 万 kW 以

上、第２種事業：7,500kW 以上１万 kW 未満）又は同一貯留層に２本以上の生産井の掘削を計

画する地熱開発。（本ガイドライン内での定義） 

○地熱系概念モデル（ちねつけいがいねんもでる） 

地下の地層や断層等の分布、地下温度分布、地熱貯留層と温泉帯水層の分布、温泉水や地熱

流体の生成機構・熱水系の分類・混合状態・流動状態を概念的に説明したモデル。本ガイドラ

インでは、主に地質構造に基づいて作成したモデルを地熱構造モデルと呼び、地下の温度や圧

力、地化学情報、地熱流体の流動に関する情報も加えて作成したモデルを地熱流体流動モデル

と呼ぶこととする。 

・地熱構造モデル（ちねつこうぞうもでる） 

温泉と地熱貯留層の関係について地質構造の観点から、地層や断層等の分布、地熱貯留層

と温泉帯水層の分布、熱源等の概要を説明したモデル。地熱調査ステージの概査段階にお

いて作成される。 
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・地熱流体流動モデル（ちねつりゅうたいりゅうどうもでる） 

地熱構造モデルを発展させ、温泉水や地熱流体の温度や圧力、地化学情報を基に、温泉及

び地熱流体の生成機構・地熱貯留層温度・熱水系の分類・混合状態・流動状態を説明した

モデル。地熱調査ステージの精査段階以降において作成される。 

○地熱井（ちねつせい） 

地熱貯留層及びその周辺部や高温岩体中に掘削される坑井。以下のようなものがある。なお、

以下に示したものは本ガイドラインにおける定義であり、坑井の名称に関わらず温泉をゆう出

させる目的の土地の掘削には温泉法第３条の許可が必要である。 

・構造試錐井（こうぞうしすいせい） 

地熱開発のために行われる地質・地熱構造解明を目的として掘削される坑井。地質サンプ

ルの採取や地温勾配の確認を目的とした掘削が該当する。一般に地下水や地熱流体の採取

や湧出は意図せず、調査終了後埋め戻される。 

・観測井（かんそくせい） 

地熱貯留層の状況、周辺の温泉や地下水位等を監視することを目的として掘削される坑

井。他の坑井から転用されることもある。 

・試験井（しけんせい） 

地熱貯留層の資源量評価を確認することを目的として掘削される坑井。ここでは、構造試

錐井で行われる調査内容に加えて、噴出試験を行う坑井とする。実際に地熱流体を噴出さ

せ、水位や圧力のほか、温度、成分組成の測定を行う。 

・生産井（せいさんせい） 

地熱貯留層から地熱流体を採取するための坑井。蒸気井ともいう。採取された地熱流体は

地熱発電所で発電に使用される。 

・還元井（かんげんせい） 

地熱発電所において、生産井から採取された地熱流体を使用後地下に返送するための坑

井。地熱流体による熱汚染防止、ひ素等の有害成分流出による環境汚染防止、地盤沈下防

止、貯留層の圧力維持・涵養等を目的とする。 

・補充井（ほじゅうせい） 

本来の目的が達成できなくなった坑井に替わって、同じ目的で掘削される坑井。 

○地熱貯留層（ちねつちょりゅうそう） 

地熱流体を貯留する地層のこと。地熱貯留層は熱水対流系の部分系であり、割れ目に富んだ

岩体からなることが多い。 

○地熱流体（ちねつりゅうたい） 

地熱開発が対象とする比較的深部の熱水及び蒸気・ガス。 

・熱水（ねっすい） 

地熱井より噴出する高温の地下水。この熱水は、温泉法で定義される温泉に含まれるが、

本ガイドラインでは、高温であるためただちに浴用・飲用として利用しないものを便宜的

に定義している。また、温泉も熱水も地下水の一種であるが、本ガイドラインにおける地
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下水とは、温泉法の定義に該当しないものを指す。 

○注水試験（ちゅうすいしけん） 

坑井内に設置した圧力計によって注水量と坑井内圧力との関係や注水停止後の圧力変化を

測定して、坑井周辺の透水性を解析する試験。 

○トレーサー試験（とれーさーしけん） 

トレーサーとなる物質を坑井に注入し、坑井間、温泉とのつながり、熱水の流動状況を明ら

かにするため、生産井の熱水や温泉水を採取して、その物質が検出されるかどうかを測定する

試験。 

○バイナリー発電（ばいなりーはつでん） 

温泉水と水より低い沸点をもつ媒体（二次媒体と呼ぶ）との間で熱交換器（蒸発器）により

熱交換を行って、二次媒体を沸騰させて作った蒸気でタービンを回転させて発電する発電方式。 

○FIT（Feed-In Tariff, 固定価格買取制度）（ふぃっと） 

平成 24 年 7 月に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平

成 23年法律第 108号）に基づいて創設された制度であり、再生可能エネルギー源（太陽光、

風力、水力、地熱、バイオマス）を用いて発電された電気を、国が定める固定価格で一定の期

間電気事業者に調達を義務づけるもの。 

○噴気（ふんき） 

地表に噴出している水蒸気やマグマ中の揮発性成分からなるガス。 

○噴出試験（ふんしゅつしけん） 

地熱井の噴出量と孔口圧力を測定する試験。噴気試験と呼ばれることもある。バルブ操作等

で孔口圧力を変化させ噴出量を測定することで坑井の噴出特性を調査する短期噴出試験と周

辺の坑井に対しての圧力干渉等を調査する長期噴出試験がある。複数の生産井や試験井を同時

に噴出させて状況を確認する試験は一斉噴出試験と呼ばれる。 

○帽岩（ぼうがん） 

高温の熱水及び蒸気を貯留する透水性の高い地熱貯留層から地熱流体の上方または側方への

流出・移動を防ぐとともに、浅部から低温の温泉・地下水が浸透するのを防ぐ不透水層。一般

には泥岩や粘土質変質岩がその役割を果たすことが多い。キャップロックとも呼ばれる。 

・不透水層（ふとうすいそう） 

地層を構成する粒子間の間隙が小さく透水性の低い地層。粘土層やシルト層を主体とする

難透水層と岩盤を主体とし水をほとんど通さない非透水層を含む。 
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別紙２ 我が国の地熱資源の状況 

 

地熱発電に用いる地熱資源（地熱エネルギー）は、以下の特徴を有する。 

①温室効果ガスの排出が少なく、地球温暖化防止に有効であること。 

②再生可能な自然エネルギーであること。 

③火山国である我が国にあっては、数少ない国産のエネルギー源のひとつで

あること。 

④我が国の地熱資源量は世界的にみて豊富であること（表 1－1付表 1-1、表

1－2付表 1-2）。 

 

表 1－1付表 1-1 各国の地熱資源量 

国名 活火山数（個） 地熱資源量（万 kW） 

米国 161173 3,000 

インドネシア 121139 2,779 

日本 122128 2,347 

ケニア 2122 700 

フィリピン 3850 600 

メキシコ 3742 600 

アイスランド 3432 580 

ニュージーランド 2529 365 

イタリア 1316 327 

資源エネルギー庁（20162022）エネルギー白書 20162022より引用 

活火山数は Global Volcanism Program （http://volcano.si.edu/）(2017.1.312022.8.12現

在）より作成 

 

表 1－2付表 1-2 各国の発電施設に対する地熱発電設備の割合（20152020年） 

国名 
総発電設備容量 

(A)（MW） 

地熱発電設備容量 

(B)（MW） 

地熱発電の割合 

(B)/(A) (％) 

米国 
1,236,8911,17

2,191 
3,7003,450 

0.30.3 

フィリピン 23,34117,351 1,9181,870 8.210.8 

インドネシア 60,98051,351 2,2891,340 3.82.6 

メキシコ 74,44062,136 1,0061,017 1.41.6 

ニュージーランド 9,3059,494 1,0641,005 11.410.6 

イタリア 
115,221121,76

2 
916916 

0.80.8 

アイスランド 2,8232,656 755665 26.725.0 

ケニア 2,2701,874 1,193594 52.631.7 
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日本 
268,666294,56

3 
550519 

0.20.2 

火力原子力発電技術協会（20152020）地熱発電の現状と動向より引用 

 

 

環境省による「平成 26年度令和元年度再生可能エネルギーに関するゾーニング基礎情

報整備報告書（平成 27 年７月令和３年１月）」によると、温度別地熱資源量（理論的に

算出することができるエネルギー資源量であり、現在の技術水準では利用することが困

難なものを除き、種々の制約要因（法規制、土地利用、居住地からの距離等）を考慮し

ないもの）と導入ポテンシャル（エネルギーの採取・利用に関する種々の制約要因によ

る設置の可否を考慮したエネルギー資源量）、及び過年度における推計結果は表２付表２

のとおりである。 

なお、この中で 53～120℃の温度区分における地熱資源開発には、主に浴用を対象と  

する温泉を活用するものも含まれており、温泉の熱エネルギーを内包した数値となって 

いる。 

 

表２付表２ 温度区分別の導入ポテンシャル（全国） 

発電方式 対象温度 地熱資源量（万kW）導入ポテンシャル（万kW）
区分 基本 条件１ 条件２

（参考） （参考） （参考） （参考）
蒸気フラッシュ 150℃以上 2,219 2,357 *1 815 785 *2 1,247 1,267 *2 1,439 1,407 *2

180℃以上 1,314 － 446 *2 787 *2 887 *2
200℃以上 933 － 313 *2 574 *2 648 *2

バイナリー（ランキン 120～150℃ 120 108 *1 50 49 *2 － － 69 68 *2
サイクル想定） 120～180℃ 239 － 93 *2 － － 136 *2

バイナリー（カリーナ 53～120℃ 199 849 *1 173 171 *2 － － － －
サイクル想定） 80～120℃ 143 － 121 *2 － － － －

合　　計 5,167 3,314 *1 1,038
※導入ポテンシャルの推計条件（開発不可条件）

・基本　国立・国定公園：不可、傾斜掘削：不可
・条件１　国立・国定公園：不可（ただし区域外縁部から1.5km以上離れた内側地域）、傾斜掘削：可
・条件２　国立・国定公園：第2種特別地域・第3種特別地域は可、傾斜掘削：不可

※（参考）：過年度調査における推計結果
*1 環境省「平成22年度再生可能エネルギーの導入ポテンシャル調査」における推計結果
*2 環境省「平成25年度地熱発電に係る導入ポテンシャル精密調査・分析委託業務報告書」における推計結果

※－：推計していない。
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     環境省（20142019）平成 26年度令和元年度再生可能エネルギーに関するゾーニング基礎情報等の整

備・公開等に関する報告書より作成 

 

 

一方、一般社団法人火力原子力発電技術協会の「地熱発電の現状と動向（20152020年

版）」によると、我が国における地熱発電の発電端出力 1)と発電電力量の推移は図４付図

１のようになっている。現状の発電端出力は 51.453.7万 kWであるので、上記の導入ポ

テンシャル（1,9781,038万 kW）に対して３５％程度、賦存量（5,167万 kW）に対して１％

程度の利用に留まっている。地熱発電の特徴は、発電所の稼働率や利用率が高く、他の

自然エネルギー（風力、太陽光）に比較して安定した発電が期待出来ることである。ま

た、我が国における地熱発電の発電所最大出力構成比は、図５付図２に示したとおり、

全発電所最大出力の 0.2％となっている。 

 

 
1)「発電端出力」とは、発電出力のうちタービン発電機の出力をいう。他に、送電端出力（冷却ファンや生産井ポン

プなどの所内電力を差し引いた電力）などがある。 

発電方式 対象温度 地熱資源量（万kW） 導入ポテンシャル（万kW）
区分 基本 条件１ 条件２

（参考） （参考） （参考） （参考）
蒸気フラッシュ 150℃以上 2,219 2,357 *1 785 233 *2 1,267 534 *2 1,407 848 *2

180℃以上 1,314 － 446 － 787 － 887 －
200℃以上 933 － 313 － 574 － 648 －

バイナリー（ランキン 120～150℃ 120 108 *1 49 33 *1 － － 68 －
サイクル想定） 120～180℃ 239 － 93 － － － 136 －

バイナリー（カリーナ 53～120℃ 199 849 *1 171 751 *1 － － － －
サイクル想定） 80～120℃ 143 － 121 － － － － －

合　　計 5,167 3,314 *1 1,978
※導入ポテンシャルの推計条件（開発不可条件）

・基本　国立・国定公園：不可、傾斜掘削：不可
・条件１　国立・国定公園：不可（ただし区域外縁部から1.5km以上離れた内側地域）、傾斜掘削：可
・条件２　国立・国定公園：第2種特別地域・第3種特別地域は可、傾斜掘削：不可

※（参考）：過年度調査における推計結果
*1 環境省「平成22年度再生可能エネルギーの導入ポテンシャル調査」における推計結果
*2 環境省「平成24年度再生可能エネルギーに関するゾーニング基礎情報整備」における推計結果

※－：推計していない。
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図４付図１ 国内地熱発電所の発電端出力と発電電力量の推移 

火力原子力発電技術協会（20152020）地熱発電の現状と動向より引用 
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図５付図２ 電気事業者の発電所最大出力構成比（平成 28年 10月令和４年４月） 

資源エネルギー庁（20162022）電気事業者の発電所数、出力（平成 28年 10月令和４年４月）より

作成 

 

  

水力 4,964 万kW

石炭火力 5,041 万kW

LNG火力 7,629 万kW

石油等火力 3,535 万kW

地熱 47 万kW

その他新エネルギー 1,825 万kW

原子力 3,308 万kW

その他 6 万kW

合計 26,355 万kW

水力
18.8%

石炭火力
19.1%

LNG火力
28.9%

石油等火力
13.4%

地熱
0.2%

その他新エ

ネルギー

6.9%

原子力
12.6%

その他
0.0%

電気事業者の発電所最大出力（令和4年4月）

水力 4,949 万kW

石炭火力 4,573 万kW

LNG火力 8,028 万kW

石油等火力 4,809 万kW

地熱 51 万kW

その他新エネルギー 659 万kW

原子力 4,148 万kW

その他 6 万kW

合計 27,223 万kW
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石炭火力
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LNG火力
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地熱

0.2%
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15.2%

その他
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電気事業者の発電所最大出力（平成28年10月）
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別紙３ 温泉法第３条に基づく掘削許可が不要な掘削の類型化について 

 

 本取りまとめにあたっては、温泉資源保護に関するガイドライン（地熱発電関係）検討

会にて検討を行い、平成 26年９月に取りまとめを行った。 

 

温泉法第３条に基づく掘削許可が不要な掘削の類型化について 

 

Ⅰ 温泉法について 

１． 温泉法の制定 

温泉法（昭和 23年法律第 125号）は、①温泉の保護、②温泉採取等に伴う可燃性天然ガ

スによる災害防止（平成 19年法改正により追加）、③温泉利用の適正を図り、もって公共

の福祉に寄与することを目的とした法律である。なお、以降は①温泉の保護について記載

を行う。 

温泉は古来より利用されてきた。明治期には各県の定める警察取締令等により温泉の保

護に関する規制が行われていた。 

しかしながら、昭和 22 年に警察取締令が失効すると温泉に対する規制が存在しなくな

り、温泉の濫掘等が生じた。また、同年に制定された日本国憲法第 29条では「財産権の内

容は公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」こととしたため、土地所有権の

制限となる温泉のゆう出を目的とする土地掘削を制限することは法律によらなければなら

なかった。このことから、温泉法が昭和 23年に制定されたものである。 

 

２． 温泉法の従前の運用 

 温泉法制定以降、実務を担当する各都道府県からは同法に関する解釈について多数の疑

義が寄せられ、これらに対する回答により運用が確立されてきた。 

 例えば、同法第３条に基づく土地の掘削の許可に関する厚生省（当時）の疑義照会への

回答として「温泉をゆう出させる目的以外の目的で土地を掘削する場合であっても、掘削

地付近一帯にわたり、あらかじめ温泉が存在すると認められるときは、法第３条の許可を

要するものと解する。」等がある。 

また、併せて厚生省が作成した「温泉法の説明（昭和 29年７月 25日発行）」では「温泉

をゆう出させる目的」について「土地を掘さくするに際して「温泉のゆう出」が客観的に

予想される場所又は状態に於ける場合には、凡て該当するとみるべきである。」と記載した。 

  

３． 地熱発電と温泉法について 

 地熱発電は昭和 41 年に松川地熱発電所（岩手県）が完成し、平成 24年現在、17箇所、

約 51万 kWの設備容量※１となっている。また、従来から地熱発電所を設置することで、温

泉資源の枯渇化を招きかねないのではないかといった指摘があった。 

平成 22年に「規制・制度改革に係る対処方針」に関する閣議決定が行われた。当該閣議

決定では、再生可能エネルギーの導入促進に向けた規制の見直しとして、「温泉法におけ

※１資源エネルギー庁「平成 25年度エネルギーに関する年次報告」（2013） 175頁参照     1 
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る掘削許可の判断基準の考え方を策定し、ガイドラインとして運用するよう通知する」こ

ととされた。当該閣議決定を踏まえ、環境省では平成 24年３月に「温泉資源の保護に関す

るガイドライン（地熱発電関係）」を策定し、各都道府県に対し地方自治法に基づく技術的

助言として通知した。 

 しかしながら、当該ガイドラインにおいても温泉法第３条に基づく掘削の許可が必要な

場合として、「地熱発電に利用するための熱水・蒸気の生産井の掘削はもちろん、地熱開発

のための探査時に地下の熱水貯留状況を確認し、資源量を検討するための試験井の掘削で

あっても、温泉の湧出が見込まれる場合には温泉法に基づく掘削許可申請が必要となる。」

と記載している。 

 

４． 「規制改革実施計画」（平成 25年６月 14日閣議決定）について 

 平成 25年１月に内閣総理大臣の諮問機関として「規制改革会議」が設置された。同会議

では、地熱発電の導入促進に向けたヒアリング等が実施され、ヒアリングでは、出席者か

ら「還元井（噴出の可能性なし）であるにもかかわらず掘削許可が必要とされた」等の発

言があった。同年６月の同会議の答申では「こうした行政指導は、目的を偽って掘削が行

われるのを防ぐ等温泉資源の保護を目的に行われてきたものと認識しているところ、不正

な掘削等は温泉法に基づく罰則規定及び命令等により厳正に対処すべきであり、法律を拡

大解釈して、法律上は許可が不要である掘削に対して許可申請を求めるのは適切な対応と

はいえない」とされた。この答申を踏まえ、「規制改革実施計画」(平成 25年 6月 14日閣

議決定)では「温泉法第３条が温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は許

可が必要としていることを踏まえ、許可が不要な掘削について類型化する」こととされて

おり、「平成 26年度結論、結論を得次第措置」とされている。 

  

５． 温泉法の運用の整理と類型化 

 従前の温泉法の運用については、温泉資源を保護するために一定の成果があったと考え

られるものの、平成 25年６月に出された規制改革会議の「規制改革に関する答申」におい

て、「法律を拡大解釈して、法律上は許可が不要である掘削に対して許可申請を求めるのは

適切な対応とはいえない」とされた。これらを踏まえ、同法の運用について、改めて整理

することとした。 

 

 

Ⅱ 温泉法第３条に基づく掘削許可が不要な掘削の類型化について 

 温泉法第３条は「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は、環境省令で

定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない」として

おり、温泉をゆう出させる目的の有無により許可申請の要・不要が決定されることとなる。

そのため「温泉をゆう出させる目的のない土地の掘削」については、温泉法第３条に基づ

く都道府県知事の許可は不要である。 

 「規制改革実施計画」は、地熱発電開発関係の掘削行為のみを対象としたものではない

ため、掘削行為一般について整理する必要があるが、「温泉をゆう出させる目的のない土地

 2 
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の掘削」を全て類型化することは困難である。 

このため、地熱発電関係の掘削行為とその他の代表的な掘削行為について、温泉法第３

条の掘削許可が不要なものを例示することとする。 

 

１．地熱発電関係の掘削行為 

地熱発電所を建設するにあたっては、その調査段階から運転開始段階まで、各段階にお

いて掘削行為が行われる。また、地熱発電所運転開始後においても同様の掘削が行われる

ことがある。このようななかで温泉法第３条の掘削許可が不要な掘削として下記のような

掘削が考えられる。 

 ・「地質・地熱構造調査のための掘削」 

 ・「地熱発電に供した温水を地中に戻すための井戸の掘削」 

 ・「水位等をモニタリングするための井戸の掘削」 

  等 

 

※地熱発電所設置に向けた調査段階に掘削された井戸を発電用等に供するための井戸とし

て転用する場合(以下「転用」という。)があり得る。「温泉をゆう出させる目的」を有し

ていないのであれば、温泉法第３条の掘削許可申請は不要である。ただし、あらかじめ

掘削しようとする段階において、転用する意思がある場合は、「温泉をゆう出させる目的」

を有していると考えられるので温泉法第３条の掘削許可が必要となる。(例：いわゆる地

質調査のための井戸から噴気試験のための井戸や生産用の井戸へ転用する場合。) 

 

２．その他の掘削行為について 

 地熱発電関係の掘削行為以外として、社会インフラの整備等に関する掘削行為が考えら

れる。具体的には下記のものとなる。 

 ・「地下水採取を目的とした井戸の掘削」 

 ・「ダム又はトンネル等の掘削」 

・「ビル建設等に関する掘削」 

 ・「鉱物又は土石類等採取の掘削」 

 ・「地震観測のための井戸掘削」 

  等 

  

 3 
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Ⅲ 温泉の保護について 

１． 温泉法の執行について  

 これまで温泉法に基づく温泉資源の保護は、主に、各都道府県における温泉法第３条の

運用を通じて行われてきた。また、これに加えて、各都道府県では温泉保護区域等を設定

する等の対応※２を行ってきたところである。 

 これらについては、「温泉をゆう出させる目的」以外の掘削でも、「温泉のゆう出するお

それ」がある場合等に温泉法第３条の掘削許可申請を行わせるなど、一定の効果があった

ものの、過度な運用の面があったことは否定できない。温泉法では、温泉をゆう出させる

目的以外の目的で掘削（以下「他目的掘削」という。）を行い、意図せずに温泉がゆう出し

た場合についても、資源保護のための命令等の規定が存在している。各都道府県において

は、必要に応じ当該命令規定による措置を行うことが適当である。 

 

２． 温泉法第 12条 採取制限命令について 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

温泉源は無尽蔵なものではないから、これを過度に採取すれば温泉のゆう出量が減少し、

将来温泉源が枯渇することになりかねない。そのため、その使用形態に関わらず、都道府

県知事は温泉源を保護するために必要があると認められるときは温泉の採取の制限を命ず

ることができる。 

本条は、温泉を採取する者全員に対して適用できる。よって、他目的掘削を行った場合

に、意図せずに温泉がゆう出した際にも適用できるので、必要があると認められるときは

本条を適用すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（温泉の採取の制限に関する命令）  

第１２条  都道府県知事は、温泉源を保護するため必要があると認めるときは、温泉

源から温泉を採取する者に対して、温泉の採取の制限を命ずることができ

る。  

 

4 

※２ 保護区域の設定については、「温泉資源の保護に関するガイドライン（改訂）」（平成 26年４月）

において、「（保護）区域の設定は、あくまでも法第４条に示す不許可事由について、あらかじめ原

則を示しているだけに過ぎない」としている。 
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３． 温泉法第 14条 他目的掘削に対する措置命令規定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

温泉をゆう出させる目的の掘削は、温泉になんらかの支障を及ぼす可能性があり、温泉

法第３条において都道府県知事による事前の許可が必要であるとされている。しかしなが

ら、他目的掘削により意図せずに温泉がゆう出したときにおいても、温泉のゆう出量等に

著しい影響を及ぼす場合がある。そのため、都道府県知事は公益上必要があると認められ

る場合は、その影響防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができるとした

ものである。 

なお、著しい影響の度合については、個々の温泉毎にそのゆう出量、温度又は成分が異

なっており一律に定めることはできない。そのため、著しい影響の度合いを量るために、

日常のモニタリング等を通じて源泉の状態を確認・記録に努め、他目的掘削が行われたこ

とにより、どのように影響が及んでいるか科学的な根拠を元に判断していくことが重要で

ある。 

また、一部の都道府県又は市町村では、地下水の採取等の掘削について届出を求めてい

るケースなどのように、温泉法における他目的掘削について様々な取組が行われている。 

 

４． モニタリングについて 

 前述したとおり、モニタリングは、その温泉資源の保護及び公益侵害のおそれに対する

的確な対応を図るため重要なものである。また、既存源泉所有者等にとっては、温泉資源

保護のためのモニタリングを通じて、源泉の状態把握や異常等の有無等により、自己が所

有する源泉の健全性の確認や井戸の適切な維持・管理が可能となる。また、近傍で新たな

温泉掘削等が行われる場合において、当該温泉掘削等により所有源泉に影響が生じた際の

科学的根拠となる貴重なデータにもなる。なお、モニタリングの方法等については、「温泉

資源の保護に関するガイドライン（改訂版）」（平成 26年４月 18日環自総発第 1404183号

環境省自然環境局長通知）も参照されたい。 

  

 

5 

（他の目的で土地を掘削した者に対する措置命令）  

第１４条  都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的以外の目的で土地が掘削されたこ

とにより温泉のゆう出量、温度又は成分に著しい影響が及ぶ場合において公益

上必要があると認めるときは、その土地を掘削した者に対してその影響を防止

するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。  
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別紙４ 地熱資源の開発に係る地下の流体モデル・指標の構築と再現性の検証結果 

 

１．はじめに 

本資料は、「地熱資源の開発に係る地下の流体モデル・指標の構築と再現性の検証」の概要

をまとめたものである。 

 この検証では、国内の既存発電所 3 ヶ所を選定し、各地域において行われた地熱開発の各

ステージの調査結果と構築された地熱系概念モデルの状況及び地熱開発が温泉に与える影響

を調べるための温泉モニタリングの概要についてまとめた。 

調査対象地域の内の１地域については、数値シミュレーションモデルを構築し、地熱発電

に伴う地熱流体の生産・還元が温泉に影響を与える場合は、どのような現象としてとらえ得

るかを検討した。 

 

２．流体モデルとモデル構築のステージについて 

 一般的に流体モデルの種類については様々あるが、ここでは地熱系概念モデル（地熱構造モ

デルと地熱流体流動モデルとに分けられる）と数値シミュレーションモデルを指すものとし

た。各モデルの概要を以下に示す。 

1）地熱構造モデル 

温泉と地熱貯留層の関係について地質構造の観点から、地層や断層等の分布、地熱貯

留層と温泉帯水層の分布、熱源等の概要を説明したモデル。地熱調査ステージの概査段

階以降において作成される。 

2）地熱流体流動モデル 

地熱構造モデルを発展させ、温泉水や地熱流体の温度や圧力、地化学情報を基に、温

泉及び地熱流体の生成機構、地熱貯留層温度、熱水系の分類、混合状態、流動状態を説

明したモデル。地熱調査ステージの精査段階以降において作成される。 

3）数値シミュレーションモデル（地熱資源量評価） 

地熱流体採取による貯留層の圧力変化や温泉への影響予測といったことを定量的に検

討するために、地熱構造モデルや地熱流体流動モデルを反映し、コンピューター（数値

シミュレータ）等を使用して構築されるモデル。地下の特性を定量化するために、坑井

から得られるデータ（地層の間隙率や透水性、温度分布等）が最低限必要である。また、

モデルの精度を検証するには、数値シミュレーションにより予測された結果（地熱貯留

層や温泉帯水層の圧力や温度）について、より多くのモニタリングによる実測データを

取得し、計算値と実測値との照合を行う必要がある。現在、このモデルは地熱資源量の

評価に用いられているが、将来的には既存温泉への影響予測にも適用されることが期待

される。 

  



 

55 

温泉と地熱貯留層との関係を検討する際の指標としては、地熱構造モデルや地熱流体流動

モデルを参照するのが適切である。 

ガイドライン本編の表 3１に示されているが、一般に地熱調査のステージは「Ⅰ．広域調査

段階」、「Ⅱ．概査段階」、「Ⅲ．精査段階」、「Ⅳ．発電所建設段階」、「Ⅴ．発電所運転開始段

階」に分類される。このうち、地熱構造モデルは「Ⅱ．概査段階」以降、地熱流体流動モデル

は「Ⅲ．精査段階」以降に構築され、数値シミュレーションモデルは「Ⅳ．発電所建設段階」

以降で実施される。なお、ここでのステージと構築される流体モデルの関係は一般的なもの

として整理したもので、実際には個々の場合で異なる。 

 

３．国内 3地域の地熱発電所における流体モデル概要と温泉モニタリング 

 国内の既設地熱発電所の内、柳津西山地域（福島県）、澄川地域（秋田県）、大霧地域（鹿児

島県）の 3 地域を選定し、各地域の蒸気供給会社より概念モデルの概要と温泉モニタリング

に関する情報を提供していただいた。 

 

付図-1 既存地熱発電所の位置図 

環境省（2011）平成 22 年度地熱発電に係る環境影響審査報告書より引用編図 

：事業用 

：自家用 

：選定地域 
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 3.1 各地域の開発経緯 

3.1.1 柳津西山地域 

１）所在地 

福島県河沼郡柳津町大字黒沢 

２）事業者 

東北電力株式会社（発電部門） 

奥会津地熱株式会社（蒸気生産部門） 

３）出力 

設備容量：65,000kW 

認可出力：65,000kW 

４）位置案内 

発電所は、福島県会津若松市の西南約 20km、河沼郡柳津町西山地区の只見川沿いの

標高 380mに位置し、国土利用計画法に基づく森林地域及び農業地域となっている。ま

た、発電所蒸気生産設備の一部は、自然公園法に基づく只見柳津県立自然公園の普通

地域に指定されている。最寄りの温泉地としては、柳津温泉と西山温泉がある。 

５）開発経緯（付表-1） 

① 概査期Ⅰ：1974年 

三井金属鉱業（株）は奥会津地域の地熱資源量探査を目的とする予察調査を開始

し、地質構造と地熱構造井の調査を行った。 

② 概査期Ⅱ：1976-1977年 

通産省工業技術院地質調査所と日本地熱開発促進センター（現（財）新エネルギ

ー財団）による「地熱開発基礎調査：西山地域」が実施され、変質帯調査、放熱量

調査、電気探査、温泉調査及び構造試錐掘削が行われた。この後、1978-1980 年に

調査中断期がある。 

③ 概査期Ⅲ：1981-1983年 

柳津町及び町議会から地熱調査再開の要請を受け、三井金属鉱業（株）は 1m深地

温調査、地化学調査、温泉調査を実施した。これらのデータを基に、新エネルギー

総合開発機構（現（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構）による「地熱開発

促進調査：奥会津地域」が 1982年度から 2年間実施された。また、1983年 11月 12

日に、三井金属鉱業（株）、三井建設（株）、（株）東芝の出資によって奥会津地熱（株）

が設立された。 

④ 精査期：1984-1989年 

奥会津地熱（株）は企業化・開発調査を実施し、22本の坑井掘削を行った。1989

年に 9坑井の同時噴出試験を行い、蒸気量 509t/hを確認し、同年、東北電力（株）

と推進協定を締結した。 

⑤ 建設期：1990-1994年 

1990年に東北電力（株）と奥会津地熱（株）は基本協定を締結し、環境アセスメ

ント(1990-1992年）を経て、第 122回電調審（1992年）にて建設計画が了承され、
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1993 年に発電所の建設工事を着工した。この期間に新たに 7 本の坑井掘削を行っ

た。また、柳津町・東北電力（株）・奥会津地熱（株）の三者で環境保全協定が締結

され、運開準備が整った。 

⑥ 運転期：1995年以降 

1995 年 5 月 25 日、出力 65,000kw の柳津西山地熱発電所が運開した。1998 年 7

月、東北電力（株）は硫化水素除去装置を設置し、環境対策にも万全を期している。 
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3.1.2 澄川地域 

１）所在地 

秋田県鹿角市八幡平字切留平 

２）事業者 

東北電力株式会社（発電部門） 

三菱マテリアル株式会社（蒸気生産部門） 

３）出力 

設備容量 50,000kW 

認可出力 50,000kW 

４）位置案内 

発電所は秋田県鹿角市南端の八幡平地区の標高 1,062mに位置し、周辺には南東約 6km

に秋田・岩手両県にまたがる標高 1,613mの八幡平がある。十和田八幡平国立公園内に位

置していないが、国土利用計画法に基づく森林地域となっている。最寄りの温泉地とし

ては、八幡平温泉郷がある。 

５）開発経緯（付表-2） 

① 概査期Ⅰ：1965～1973年 

三菱金属（株）（現三菱マテリアル（株））は、広域調査を実施して、有望地区とし

て大沼地区と併せて澄川地区を抽出した。 

② 概査期Ⅱ：1974～1980年 

三菱マテリアル（株）は澄川地区に対し、追加地表調査と調査井の掘削を実施した。

また、国の調査（地熱開発精密調査、全国地熱基盤調査、広域熱構造調査、発電用地

熱開発環境調査）も導入された。試験井 N52-SM-2で蒸気噴出を確認し、本格的調査に

移行した。 

③ 精査期Ⅰ：1981～1985年 

三菱マテリアル（株）と三菱ガス化学（株）の共同開発が開始した。試験井を４本

掘削し、そのうち S-4坑井で優勢な蒸気を確認した。また、東北電力（株）との共同

調査委員会が設置され、50,000kW発電所建設の可能性について調査した。 

④ 精査期Ⅱ：1986～1990年 

三菱マテリアル（株）と三菱ガス化学（株）は 50,000kW発電所建設を前提とした調

査井（試験井）掘削計画を策定した。また、地熱探査技術等検証調査（仙岩地域）と

地熱開発促進調査（地熱貯留層評価手法開発）が導入され、1990年に 3ヶ月の一斉噴

出試験を実施し、50,000kW相当の蒸気量が確認され、東北電力（株）と三菱マテリア

ル（株）とで開発基本協定が締結された。 

⑤ 建設・運転期：1991年以降 

環境アセスメント（1990～1991年）を経て建設計画が了承され（1992年 3月）、建

設を開始し、1995 年 3月営業運転に入った。 
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3.1.3 大霧地域 

１）所在地 

鹿児島県姶良郡牧園町大字万膳及び栗野町大字木場 

２）事業者 

九州電力株式会社（発電部門） 

日鉄鹿児島地熱株式会社（蒸気部門） 

３）出力 

設備容量：30,000kW 

認可出力：30,000kW 

４）位置案内 

発電所は、霧島連山の西部に位置し、万膳川と錆河川に挟まれた標高 700～900m の丘

陵地であり、その周辺には北約 2kmに標高 1,094mの栗野岳、東約 6kmに標高 1,700mの

韓国岳、東南東約 5kmに大浪池、南西約 2km に佐賀利山がある。霧島屋久国立公園の普

通地域内に位置する。 

５）開発経緯（付表-3） 

霧島地域の地熱調査・開発は、1973年に日鉄鉱業（株）により地下資源の探査開発の

一環として開始され、地表地質調査、物理探査が実施された。また、国の地熱開発基礎

調査（1974 年）、地熱開発精密調査（1975 年）が行われ、これらの結果から有望地域と

認識された。 

1979年から新日本製鐵（株）と日鉄鉱業（株）の共同調査体制で本格的調査に入った。

1979年以降の調査・開発は以下のステップに分けられる。 

①  1979～1981 年 

銀湯、白水越地域に小口径試験井 3本を掘削し、蒸気熱水の噴出を確認した。特に、

KEI-2 号井は浅部で銀湯断層を貫通し、極めて優勢な地熱流体を噴出したことが大霧

の銀湯貯留層開発のスタートとなった。企業調査井掘削に伴い、国は環境調査井 2本

を掘削し、「発電用地熱開発環境調査」を実施した。 

②  1982～1984 年 

銀湯、白水越地区に小口径 4本、大口径 7本の調査井・試験井を掘削し、坑井利用

電気探査も実施した。これに先立つ 1980～1982 年には、NEDO による「栗野・手洗地

域地熱開発促進調査」の調査井・試験井 8本が掘削された。 

白水地区の 3 坑井では、300℃に近い坑底温度を記録し、同地区の有望性を確認し

た。銀湯地区の 2坑井からも優勢な流体噴出が認められ、銀湯断層の南東への広がり

及び銀湯断層深部の活発な地熱流体の存在が確実視された。 

③ 1985～1987年 

銀湯地区の開発可能量実証のため、大口径試験井 5本を掘削した。銀湯断層の深部

を狙った 3本全てから優勢な流体噴出が見られ、調査解析の結果、銀湯断層は走向延

長 1,200mの透水性の高い地熱貯留層であることが確認された。 

続いて、3ヶ月間、生産井 4本、還元井 2本を使用し、一斉噴出還元試験を実施し、
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出力 14,000kW 相当の安定した蒸気量 125t/h（口元 5気圧換算）を確認した。 

その後、九州電力（株）の「大霧地区地熱プロジェクト評価委員会」の総合解析評

価の結果、30,000kW規模の地熱資源が長期安定して確保できると評価され、九州電力

（株）及び地元自治体との開発基本協定締結へと進展した。 

なお、1984 年、1985年には NEDOにより「地熱貯留層評価手法開発」の観測井 2本

が掘削された。 

④ 1990～1991年 

1990年日鉄鹿児島地熱（株）が設立され、大霧開発地区に生産井 7本、還元井 7本

を掘削した。その後、転用井を含めた生産井 10本の全量噴出実証試験を行い、蒸気量

360t/h（口元 5気圧換算）と、出力 30,000kWに十分な蒸気が安定して得られることが

確認された。 

⑤ 1992～1996年 

1992年から九州電力（株）とともに環境影響調査を実施し、第 125回電源開発調整

審議会を通過した。1994 年から九州電力（株）が発電設備を、日鉄鹿児島地熱（株）

が蒸気生産設備をそれぞれ建設し、試運転、使用前検査を経て、1996年 3月に営業運

転を開始した。 
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3.2 流体モデル 

柳津西山地域、澄川地域、大霧地域においては、それぞれの地熱調査ステージの進展に伴い、

地熱構造モデル、地熱流体流動モデル、数値シミュレーションモデルがそれぞれ構築されている。

ここでは、代表例として柳津西山地域の各モデルを付図-2～4に示した。 

付図-2 に示した地熱構造モデルは、国が行った地熱開発促進調査で構築されているが、同調

査ステージは概査段階に相当するものである。同モデルは、地表調査（地質・物理探査・地化学

探査他）、坑井調査（構造試錐井、観測井、試験井）などの結果を総合的にまとめたもので、広

域的な地下温度分布や主要な断裂系によって地熱構造が規制されている様子を示している。 

付図-3 に示した地熱流体流動モデルは、精査の段階で構築されている。同モデルは精密な地

表調査（地質、物理探査、地化学調査）や坑井調査（試験井）など、更に対象を絞った詳細調査

の結果をまとめたものである。モデルには地熱構造と共に地熱流体の流動の様子が表現されて

おり、また、温泉帯水層との関係が示されている。 

付図-4 に示した数値シミュレーションモデルは、精査～地熱発電所建設の段階で構築されて

いる。同モデルは地熱流体流動モデルを基に、地熱流体の地下での動きを定量的に再現している。

なお、同モデルは地熱貯留層をモデル化しており、温泉帯水層はこれに含まれていない。 

 

 

付図-2 地熱構造モデル（柳津西山地域）  

新エネルギー総合開発機構(1985)地熱開発促進調査報告書より引用 
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付図-3 地熱流体流動モデル（柳津西山地域）  

日本地熱調査会（2000）新版わが国の地熱発電所設備要覧より引用 

 

付図-4 数値シミュレーションモデル 

佐伯（1993）地熱エネルギーの評価（３）-柳津西山地点-より引用 

地熱貯留層のみが対象とされており、温泉帯水層はモデルに含まれていない。 
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 3.3 温泉モニタリング 

一般に、温泉・地下水系の状態変化をもたらす要因としては、地熱開発の影響だけでなく以下

のことがあげられる 

【自然要因】 

ａ．降雨，降雪，積雪 

ｂ．河川，湖沼水位 

ｃ．潮汐 

ｄ．地震 

ｅ．火山活動 

ｆ．気圧変化 

ｇ．源泉のスケール付着 

ｈ．その他 

【人為的要因】 

ａ．ダム・貯水池工事 

ｂ．河川・護岸工事 

ｃ．トンネル・隧道工事 

ｄ．道路・広域駐車場工事 

ｅ．温泉・井戸同士の干渉，乱開発 

ｆ．源泉のスケール浚渫，改修工事 

ｇ．森林伐採 

ｈ．土地改良工事 

ｉ．その他（たとえば，地すべり対策のための水抜き孔掘削） 

  

 地熱発電と温泉利用との共生を検討する委員会（2010）報告書 地熱発電と温泉利用との共生を目指し

てより引用加筆 

 

このため、温泉モニタリングを適切に行い、これら要因による変動に対して地熱開発に伴う有

意な変化を観測する必要がある。 

柳津西山地域、澄川地域、大霧地域では、発電所運転開始以前の段階より温泉モニタリングが

実施されている。各地域とも、付近の温泉の湧出量や成分が定期的に計測され、自治体等に報告

されている。付図-5及び 6に澄川地域と大霧地域のモニタリング例を示す。 

各地域とも地熱開発に伴う温泉湧出量減衰は認められていない。これは、発電所の運転開始前

の地熱構造モデルや地熱流体流動モデルを含む各種調査・検討結果と整合している。 

 



 

67 

 

付図-5 温泉モニタリングの例（澄川地域付近の温泉） 

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）(2011)地熱開発促進調査報告書より引用 

 

付図-6 温泉モニタリングの例（大霧地熱地域付近の温泉） 

日鉄鹿児島地熱株式会社資料より引用 

 

温泉温度

温泉の湧出量

温泉A
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一方、柳津西山地域では、温泉モニタリング結果により開発段階から発電所運転開始初期にお

いて温泉湧出量が増加する現象が指摘された（付図-7）。この温泉湧出量の増加が指摘された期

間は、通常の温泉変動幅よりも有意な差が観測されている。これについては、温泉モニタリング

データの検討や解析等から地熱流体の還元による影響と推定され、各還元井への還元流量配分

の調整等を行った結果、上記現象は解消されている。 

 

付図-7 柳津西山地域の温泉モニタリング結果の解釈について 

 

付図-8 柳津西山地域の温泉モニタリング例 

対策後は地熱流体生産・還元に伴うと考えられる有意な差は見られない。 
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に伴い、温泉の湧出量が増加し
た可能性が考えられた。

通常の温泉変動幅に対して有意
な差（湧出量増加）が指摘された。
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４．柳津西山地域対象とした数値シミュレーションモデルを用いた検証 

4.1 数値シミュレーションモデルについて 

柳津西山地域を対象とした数値シミュレーションモデルを構築し、同モデルを用いて地熱発電

に伴う地熱流体の生産・還元が温泉帯水層に与え得る応答の特徴について検討した。 

一般的に、地熱資源量評価では以下の手順で数値シミュレーションモデルが構築される。 

① 数値ブロックモデルの作成 

地熱流体流動モデルを参考に、地熱流体流動を規制する構造（地質分布や断層）をブロック

モデルで表現する。この際、個々のブロックに水理パラメータ（透水性、空隙率、熱伝導率、

比熱、密度等）を入力する。 

② 自然状態シミュレーション 

①で作成したモデルに熱源を与えて、対流系を再現する。この際、構造試錐井や試験井、観

測井などの各種坑井で観測された温度・圧力分布が計算結果と合うように、個々の数値ブロッ

クの水理パラメータを調整する。 

③ ヒストリーマッチングシミュレーション 

②の自然状態シミュレーションで構築したモデルを使い、試験井や生産・還元井の地熱流体

生産・還元履歴をモデル上に再現し、観測結果（生産流体のエンタルピー変化や、圧力・温度

観測井などの観測データ）と計算結果が整合するように、特に坑井が分布している領域の個々

の数値ブロックの水理パラメータを調整する。 

④ 生産還元挙動予測シミュレーション 

③のヒストリーマッチングシミュレーションによって最適化されたモデルが、地下の地熱

流動を定量的に再現していると仮定し、同モデルに目標とする事業を想定した生産・還元シナ

リオを再現する。想定した事業期間で想定した発電量が維持できるかを計算によって評価す

る。 

 

地熱分野で行う数値シミュレーションは、以上のように資源量評価を目的として体系化された

手法に基づいて行われる。このため、温泉影響を対象とした数値シミュレーションを行う場合は、

温泉変動観測手法やそのデータ解釈方法、数値シミュレーション手法などの構築が必要とされ、

将来的にこれら手法が提案されることが期待される。 

ここでは上記に示した通常の資源量評価を目的とした数値シミュレーションモデルの構築手

法を用いて温泉帯水層を含むモデルを作成し、地熱流体の生産・還元が温泉帯水層に相当するブ

ロックに対し、どのような応答を与えるかを検討した。これにより、地熱貯留層や温泉帯水層内

のどのような変化が温泉変動の原因となり得るかを検証し、温泉影響を判断するための指標と

なり得るパラメータについても考察した。 

 

4.2 数値シミュレーション結果について 

付図-9 に柳津西山地域で作成した数値シミュレーションモデルの範囲を示す。柳津西山地域

付近では西山温泉と柳津温泉、宮下温泉がある。宮下温泉や柳津温泉は発電所から 5～10km程度

以上離れているが、西山温泉は比較的近傍に位置する。3.3 温泉モニタリングで述べたように、

運転開始以降、1998 年前期頃までの期間で、西山温泉の湧出量が増加したと考えられたため、
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還元井の還元流量の配分が調整された結果、この問題は解消された。 

 
 

付図-9 柳津西山地域の数値シミュレーションモデル範囲 

 

ここでは、同現象を数値シミュレーションモデルで再現し、この現象が温泉帯水層にどのよう

な変化として出現するかを検討した。 

付図-10に数値シミュレーションモデルを示す。モデルは縦×横×高さが 8km×10km×3km で

西山温泉がほぼ中央付近にくるようにブロックを配置し、モデルのブロック数は 13770 ブロッ

クである。同モデルは地熱流体流動モデル（付図-3）を基に作成し、自然状態シミュレーション

及びヒストリーマッチングシミュレーションを行うことで最適化した。 

温泉変動の計算では、発電所運転開始以降の地熱流体の生産・還元を与え、西山温泉相当ブロ

ックの変化を観察した。以下に手順を示す。 

• 最適化されたヒストリーマッチングモデルを用い、西山温泉相当ブロックの圧力の履歴を

計算。 

• 運転開始以降、1998年前期頃までの期間に影響があるとされた還元井（A）に対して、還元

したケースと還元しないケースでシミュレーションを行い、各ケースの西山温泉相当ブ

ロックの圧力差を計算。 

• この差が湧出量増加した時期に大きく変化するようにモデルを修正（地熱貯留層と温泉帯

水層の間のブロックの透水性等を修正） 
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付図-10 数値シミュレーションモデル 

 

一般に、温泉の流量は以下のような関係があるとされる。 

温泉の湧出量＝（温泉帯水層の圧力－湧出時の温泉井戸の圧力）×生産効率 

ここで、「湧出時の温泉井戸の圧力」と「生産効率」は温泉井戸や地層に依存する一定値と考

えることができるので、湧出量は温泉帯水層の圧力に依存する。そこで、西山温泉相当ブロック

の圧力変化が温泉モニタリングで得られた知見と整合するようにモデルを最適化した。 

付図-11 に結果を示す。図では、西山温泉で有意な差が観測された運転開始直後から 1998 年

前半までは、西山温泉相当ブロックの圧力が上昇している様子が示されている。この差は、影響

があると考えられた還元井 A 相当ブロックへの還元を行った場合と、行わなかった場合の差で

ある。 

温泉モニタリング結果が適切に説明できるようにモデルを修正することができれば、地熱流体

生産・還元がどのように温泉帯水層に影響を与えるかを計算できる可能性が示された。このこと

から、将来的には適切な温泉変動観測手法や解釈手法、数値シミュレーションモデル構築手法の

体系化が可能であると考えられる。 

また、温泉湧出量の変化は温泉帯水層の圧力変化により起きる様子が示されたが、温泉モニタ

リングを行う上で同パラメータ（温泉帯水層の圧力）は重要な指標になると考えられる。 

 

 

平面図

標
高

(m
)

距離(m)

’

モデルサイズ（縦×横×高）
8,000×10,000×3,000m

ブロック数（縦×横×高）
27×30×17＝13,770ブロック

生産ゾーン

還元ゾーン

西山温泉
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付図-11 数値シミュレーション結果例 

ピンクの枠で囲った期間について、還元井(A)に還元していた時期に西山温泉相当ブロックの圧力上昇が計

算され、この傾向は温泉モニタリングデータをよく再現している。この計算結果では水位変化の指数が 0.5

を超え良く一致している。 

 

５．まとめ（指標の検討） 

１) 指標について 

• 地熱構造モデル、地熱流体流動モデルは開発ステージの進展によって構築され、 各種調査

データを基に地熱貯留層と温泉帯水層の関係を含む流動構造などを説明するモデルである。 

• 今回、検討対象とした 3地域でも開発の段階でこれらモデルが構築され、資源量評価のため

に利用されている。 

• 地熱貯留層と温泉帯水層の関係を議論する同モデルによって、地熱開発のための各種掘削が

温泉帯水層に影響を与える可能性を必要に応じて説明することは、許可を判断するための指

標の一つとして適切であると考えられる。 

 

２）温泉モニタリングについて 

• 今回検討の対象とした地熱発電地域（3地域）では、各地域とも開発段階より温泉モニタリ

ングが実施されている。 

• 今回の事例では、これまで観測された温泉モニタリングの傾向から、温泉の減衰等の影響は

報告されておらず、これは各地域とも運転開始の段階で地熱流体流動モデル等により予測し

たものと整合的であると考えられる。 

• 一部地域では地熱開発によって温泉湧出量が増えた可能性が指摘された例があるが、温泉モ

ニタリングデータを基にした対策によって、現在その問題は解消されている。長期の温泉モ

ニタリングによる対策は、問題が指摘された場合にも有効であることが示されている。 

• 今回の数値シミュレーションモデルを用いた予察的な検討では、温泉の湧出量変化は地熱流

体の生産・還元に伴い、引き起こされる温泉帯水層の圧力変化などと関係があることが示さ

れた。また、これら変化を適切に捉え、季節変化や地表の人為的・自然環境的な構造の変化

などと区別する手法が、温泉モニタリングとして重要であると考えられる。 

 

３）数値シミュレーションモデルについて 
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• 現在の数値シミュレーションモデルは、地熱資源量評価のために開発された手法を基にし

ているため、これを温泉影響予測等に使う場合は、同評価のためのデータ解釈方法や適用方

法、数値シミュレーションモデル化手法などの構築が必要であると考えられる。 

• 一般に、資源量評価のための数値シミュレーションは、相当な数の坑井情報や生産・還元履

歴データに基づいて構築されるが、想定した事業に対してどの程度の資源量を期待できる

か、事業性を見誤らないように（過大な評価にならないように）評価するものであるため、

計算で与える生産・還元に対し減衰しやすい地熱貯留層となるような数値シミュレーショ

ンモデルを構築することが一般的であり、任意性と不確かさがある。このため、資源量評価

を目的とした手法で構築した数値シミュレーションモデルをそのまま温泉影響予測に使用

する事は、適切ではない。 

• 今回の予察的な数値シミュレーションモデルでは解析対象とする現象を絞り込み、これに

観測データを適切に反映させる事で、地熱貯留層の生産・還元が温泉帯水層に与える応答を

計算できる可能性が示されたと考えられる。よって、将来的には温泉変動を適切に捉えるモ

ニタリング手法が提案され、同手法で観測された“有意な影響”を、温泉変動予測を目的に

提案された手法で構築された数値モデルで再現する事で地熱貯留層と温泉帯水層とのつな

がりを評価し、これを予測（あるいは対策）に活用できる可能性が考えられる。 
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別紙５ 平成 27年度地熱発電と温泉地の共生事例調査のまとめ 

 

ここでは、「平成 27 年度地熱発電と温泉地の共生事例調査事業委託」、「令和３年度地

域共生型地熱利活用に向けた方策等検討委託業務」および「令和４年度地域共生型地熱

利活用に向けた方策等検討委託業務」において調査した地熱発電と温泉地の共生事例に

ついて整理した。 

 

（１）地熱発電所の設置等が行われた事例 

《ＦＩＴ開始前に地熱発電所の設置が行われた事例》 

⚫ 発電用井戸の掘削や発電所の稼働に伴う温泉への影響を懸念する地元の声に対し、話し合いの

場（協議会等）を設けて事業者側から丁寧な説明がなされ、関係者間での意見交換が継続して

行われてきた。 

⚫ 地域によっては、話し合いの場への学識経験者の参加や、主導者の存在、自治体の積極的な関

与といった特徴的な事例もみられ、よりスムーズな合意形成に繋がったものと考えられる。 

⚫ 話し合いは現在も継続して行われており、今後も地域と共存・共栄していくには、事業の進捗

状況やモニタリング結果等について、関係者間での情報共有が引き続き必要と考えられる。 

⚫ 源泉に影響が生じた際の対策や、モニタリングの実施について、事前に協定書等を交わし取り

決めを行うことで、地元からの理解と協力を得ながら事業を進めている事例が多い。実際に、

緊急時に代替となる湯を確保するため、地元温泉旅館への分湯を実施している事例もあり、地

元が有する懸念に対して事前に解決策を講じることも必要と考えられる。 

《ＦＩＴ後に地熱発電所の設置が行われた事例》 

⚫ 既存の井戸からの余剰温泉を活用したバイナリー発電の事例が多く、新規掘削を伴わないこと、

また発電規模も小さいこと等から、地元からの反対意見は当初から少ない状況にあった。 

⚫ 一部の反対意見に対して理解と協力を得るため、ＦＩＴ前と同様に話し合いの場が設けられ、

理解が得られた事業は進行している状況にある。 

⚫ 協定書等を取り交わしている事例は少なかったが、ＦＩＴ前の例と同様に話し合いの場への学

識経験者の参加や、主導者の存在、自治体の積極的関与等の特徴的な事例がみられる。 

 

（２）発電所の計画が頓挫（中断含む）した事例 

《ＦＩＴ開始前に頓挫（中断含む）した事例》 

⚫ 計画自体は継続中の案件もあるが、頓挫または中断した要因として、正式な話し合いの場が設

けられておらず、保護団体からの反対により頓挫した事例や、話し合いの場が設けられていて

も、地元への説明や議論が十分になされていない事例、最終的に地権者の同意を得ることがで

きなかった事例等がみられる。 
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⚫ いずれも、発電用井戸の掘削や発電所の稼働に伴う温泉への影響を懸念する地元の声に対し、

地元関係者との合意形成が不十分な状態で進められていたため、地元が有する不安の解消に至

らず、結果的に頓挫または中断したものと考えられる。 

《ＦＩＴ開始以降に頓挫（中断含む）した事例》 

⚫ 頓挫（中断含む）と言える例は少ないものの、資源量の観点から開発見込み等が少ないケース

等が想定される。 

 

（３）総括 

⚫ 関係自治体、地熱開発事業者及び温泉事業者へのヒアリング結果によれば、①「協議会等の設

置による十分な話し合い」及び②「モニタリングによる影響の確認」が、ＦＩＴ前後の事業で

共通して成功に至った要因であり、ＦＩＴ前の生産井等の掘削を伴った事業については、さら

に③「周辺温泉に影響があった際の補償の有無」が成否をわける要因の一つであると考えられ

た。これら①～③を満たしている場合には、地元温泉事業者と地熱開発事業者が共存・共栄し

ているケースが多いと思われる。 

⚫ これら以外にも日々の付き合いや情報公開といったプロセスを積み重ねていることが地元や

行政との信頼感を築くきっかけになっている。 

⚫ 今後は、上記３つの観点から、更なる事例調査や要因分析を行い、地熱開発における地元との

合意形成のあり方について、今後のガイドライン改訂のための基礎資料として整理する必要が

ある。 
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平成 27 年度地熱発電と温泉地の共生事例調査による事例まとめ 

 

表 話し合いの場、協定書等及びモニタリングの有無の比較 

発電所名 

話し合いの場の有無（協議会等の設置） 協定書等の有無（補償等の実施） モニタリングの有無 

話し合いの場 

の有無 

学識経験者の 

参加 
主導者の存在 

自治体の 

積極的な関与 

協定書等の 

有無 

協定書等での取り決め内容 
分湯等の 

実施の有無 

モニタリング 

の有無 

（実施・報告） 

温泉以外のモニタリング 実施者 データ確認 

影響確認時の 

対策の実施等 

モニタリングの 

実施等 
技術協力 その他 

環境保全 

協定の項目 
地震観測 

第三者機関 

の実施 

有識者 

チェック 

遠隔監視 

システム 

Ｆ 

Ｉ 

Ｔ 

前 

大沼 有り ○ ○ ○ 有り × ○ ○ ○ 有り 有り × × ○ ○ × 

上の岱 有り × × × 有り ○ ○ × × 無し 有り ○ × × × × 

鬼首 有り × × ○ 有り ○ ○ × × 無し 有り × ○ ○ × × 

柳津西山 有り × × ○ 有り ○ ○ × × 有り 有り ○ ○ × × × 

八丁原 有り × × × 有り ○ ○ × × 有り 有り ○ ○ × × × 

Ｆ 

Ｉ 

Ｔ 

後 

湯村 有り × × ○ 無し － － － － 無し 有り × × × × ○ 

菅原 有り × × × 無し － － － － 無し 有り × × × × × 

わいた 有り × × ○ 有り ○ × × × 有り 有り × × × × ○ 

小国まつや 有り × × × 無し － － － － 無し 有り × × × × ○ 

小浜 有り ○ ○ × 無し － － － － 無し 有り × × × × ○ 

頓
挫
（
中
断
含
む
） 

定山渓 有り × × × 無し － － － － 無し 有り × × × × × 

上川町 無し － － － 無し － － － － 無し 無し － － － － － 

小国町 有り × × × 有り ○ × × × 無し 無し － － － － － 

小浜町 有り × × × 無し － － － － 無し 無し － － － － － 

   

 

※出典 平成 27 年度地熱発電と温泉地の共生事例調査委託業務（平成 28 年３月、環境省） 
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図 話し合いの場の有無の比較 図 協定書等の有無の比較 図 モニタリングの有無の比較 
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平成 27年度地熱発電と温泉地の共生事例調査による事例情報の整理 

 

【地熱発電所の設置が行われた事例】 

 

○FIT前 
  

事例概要① 事例概要② 事例概要③ 事例概要④ 事例概要⑤ 

発電所名称 
 

大沼地熱発電所 上の岱地熱発電所 鬼首地熱発電所 焼津西山地熱発電所 八丁原地熱発電所 

位置（住所） 
 

秋田県鹿角市八幡平字熊沢国有林内 秋田県湯沢市高松字大日台 106-1 宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字荒雄岳２の５ 福島県河沼郡焼津町大字黒沢字谷地平 1339 大分県玖珠郡九重町大字湯坪字八丁原 601 

発電容量 
 

10,000kW 

（認可：9,500kW） 

28,800kW 15,000kW 65,000kW 1 号機：55,000kW 

2 号機：55,000kW 

バイナリー：2,000kW 

運転開始時期 
 

昭和 49 年 6 月 平成 6 年 3 月 昭和 50 年 3 月 平成 7 年 5 月 1 号機：昭和 52 年 6 月 

2 号機：平成 2 年 6 月 

バイナリー：平成18 年 4 月 

 

話し合いの場の

有無（協議会等

の設置）につい

て 

有無 有り 有り 有り 有り 有り 

概要 ・澄川地熱発電所の開発時に八幡平温泉振興協

議会（年２回）が発足し、操業状況の報告を行い、

地元の理解と協力を得ている。 

・現在の地区の住居数は４軒（開発当初は６軒）

であり、調査段階（昭和５０年代）から個々に地熱

事業者側から説明等を行うことで、合意形成が図

られている。 

・発電所の建設により生活が便利になる（冬季も

道が通れるようになる、電話回線が通じるように

なる等）との期待感もあり、基本的に地元に反対

意見はなかった。 

・湯沢市地熱開発促進協議会（事務局：湯沢市・

地域住民代表、温泉事業者等による有志会員）

の地熱発電所建設促進に向けた活動が、地熱発

電所建設の後押しとなる。 

・２１年間運転を行っている中で、今まで影響がな

かったという実績が安心感に繋がっている。 

・協議会等の形で組織だったものはない。 

・地熱事業者として、地元温泉事業者、地域住民

との対話、情報交換などについて欠かさず行い、

良好な関係を保つよう心掛けている。 

・源泉所有者との関係を良好に保つため、調査着

手時以前から源泉所有者説明会を開催し、事業

概要及び温泉調査結果を定期的に報告するとと

もに、生産井掘削等の際は臨時説明会を開催し

事前説明を行っている。 

・調査掘削に際し、温泉への影響を懸念し、地元

住民から多数の疑義があった。 

・説明会の他、現地研修会、地熱推進協議会を実

施した。 

・運転開始後は、町主催の説明会を年１回実施

し、事業の進捗状況やモニタリング結果を報告し

ている。 

・温泉への影響を心配する地域からの意見等が

出される度に協議の場を設け、その都度対応を

行った。建設当時は、合意形成のため関係者を

集め何度も協議を重ね、数値的な根拠を持って

説明した。 

・現在も地熱委員会を定期的に開催し、地元・企

業・自治体を交え協議を行っており、何かあった

場合は、地熱委員会でその都度評価し、具体的

な解決策について総合的に判断している。 

学識経験者の参加 ・学識経験者（秋田大学）を含む「八幡平地熱開発

影響調査委員会」（年１回）も発足し、操業状況及

びモニタリング結果の報告がなされている。 

× × × × 

 主導者の存在 × × ・主導者の存在（旧鳴子町長の強力なリーダーシ

ップ）、自治体の積極的な関与（企業の誘致） 

× × 

 自治体の積極的な関

与 

・建設当時に協議会の設置はなかったが、鹿角

市（旧八幡平村）が協力的であり、村役場が窓口

となって建設を進めた。 

× ・開発事業者の企業の特殊性（資本金の２／３を

国が出資）もあり、地元行政からの企業誘致で事

業が開始し、旧鳴子町長の強力なリーダーシップ

のもと開発が進められた。 

・町役場では、職員が専門家からメリット・デメリッ

トを勉強し専門的資料を作成のうえ、説明会を開

催し徐々に理解を得た。 

・町役場が企業誘致ということも含め、奥会津地

熱（株）と西山温泉組合の間に入り話し合いの場

がもたれ、町が入ることで補償や責任、安心感と

いうメリットがあった。 

× 

協定書等の有無

（補償等の実施）

について 

有無 有り 有り 有り 有り 有り 

概要 ○鹿角市八幡平大沼地区の地熱発電事業に関

する確認書 

（八幡平温泉リゾート協会長、三菱マテリアル

（株）の二者（市は立会い）） 

・共存共栄の相互信頼の原則 

・環境影響調査の実施 

・地熱開発影響調査委員会への調査付託 

・技術協力 

○大沼給湯設備の運営に関する協定書（鹿角

市、三菱マテリアル（株）） 

・鹿角市が給湯設備を設置するにあたり、三菱マ

テリアル（株）が熱源供給を実施（大沼では地熱

発電所からの蒸気で温泉をつくっており、現在も

蒸気提供、温泉供給を継続）。 

○環境保全に関する協定（湯沢市・東北電力

（株）・旧秋田地熱エネルギー（株）の三者） 

・既存温泉に影響を与えないよう万全を期する

（既存温泉の保護）。 

・建設、操業に起因して地域住民への損害が発

生した場合は必要な措置を講じ、誠意を持って損

害を補償する。 

・モニタリングの実施 

・定期協議の実施（現在は報告書の提出のみ） 

○温泉掘削を含む地熱発電事業運営に関する覚

書（大崎市、電源開発（株）の二者） 

・既存源泉調査の実施。 

・既存源泉に著しく異常が認められた場合、速や

かに大崎市及び宮城県に報告し指示を受ける。 

・その異常が開発事業者の責と認定された場合、

現状復旧のため適切な処置を講ずる。 

○その他 

・鳴子町が行う公共事業に対する協力要請が出

され、電源開発（株）がこれを受けることを条件に

地元理解を得た。 

・開発の条件として、影響があった場合、井戸を

代替掘削して集中管理できるよう、開発事業者で

ある電源開発（株）から地元への補償金があっ

た。 

○確約書（柳津町と西山温泉組合の二者） 

○確約書に対する覚書（柳津町と奥会津地熱

（株）の二者） 

・温泉の保全（何かあった場合に対応するとの内

容） 

○環境保全に関する協定（柳津町、東北電力

（株）、奥会津地熱（株）の三者） 

・モニタリングの実施、結果報告 

○その他 

・奥会津地熱（株）が、地域振興として予備源泉を

掘削し、町に寄付。西山温泉組合の各旅館に配

管が整備され、緊急時の湯の使用が可能となっ

ている。 

○開発協定や温泉供給の覚書 

・温泉供給に支障の無い開発を実施し、被害が客

観的に判明した際は対策を講じる。 

○環境保全に関する協定（九重町、源泉所有者、

九州電力（株）） 

・モニタリングの実施、結果報告 

○その他 

・九重町、九州電力（株）、筋湯地区住民の三者で

第三セクターの筋湯温泉供給株式会社を設立

し、筋湯地区に分湯を実施している。 
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事例概要① 事例概要② 事例概要③ 事例概要④ 事例概要⑤ 

 影響確認時の対策

の実施等 

× ○ ○ ○ ○ 

 モニタリングの実施

等 

○ ○ ○ ○ ○ 

 技術協力 ○ × × × × 

 その他 ○ × × × × 

 分湯等の実施の有

無 

有り 無し 無し 有り 有り 

モニタリングの

有無について 

有無（実施・報告） 有り 有り 有り 有り 有り 

 概要 ・モニタリングは、運転開始当時から実施してい

る。 

・三菱マテリアル（株）のモニタリング結果に間違

いがないか確認するため、第三者的な立場で、

鹿角市でもモニタリングを実施している。 

・「八幡平地熱開発影響調査委員会」（年 1 回）に

おいて、鹿角市と三菱マテリアル（株）のモニタリ

ング結果について、学識経験者（秋田大学）を含

めて審議を行い、温泉への影響の有無、二者の

数値の整合性を確認している。 

・委員会以外に鹿角市、各源泉所有者に定期的

な報告を行っている。また、源泉の成分分析以外

の項目について、環境年報として環境省に報告

を行っている（掘削申請の際の許可条件）。 

・モニタリングは、開発調査の段階（昭和６２年）

から実施している。 

・温泉に関する項目の他、東北電力（株）が環境

保全協定に基づき実施している項目（大気、騒

音、植生等）もある。 

・湯沢市、東北電力（株）、東北自然エネルギー

（株）との環境保全に関する協定に基づき、年１回

の報告を実施している。 

・温泉事業者へは不定期に直接、調査結果を報

告している。 

・モニタリングは、運転開始前の調査期間中（昭

和４７年）から実施している。 

・モニタリングは、基本的に第三者が中立の立場

で実施するということで、自治体（現在は鳴子まち

づくり（株）温泉事業部（旧鳴子町 温泉事業所））

が実施しており、データの保管もあわせて行って

いる。 

・モニタリングの費用は、地熱事業者である電源

開発（株）が負担している。 

・噴気災害以降、地震の観測を実施している。 

・モニタリング結果は、各源泉所有者、大崎市及

び宮城県に対して提出している。 

・モニタリングは、ＮＥＤＯの地熱開発促進調査段

階（昭和５７年）から実施している。 

・温泉に関する項目の他、東北電力（株）及び奥

会津地熱（株）が環境保全協定に基づき実施して

いる項目（大気、騒音、植生、気象等）もある。 

・また、微小地震の観測機器を設置し、地震の観

測を実施している。 

・月２回の測定時に現地にて源泉所有者へ結果

を伝えるとともに、年１～２回開催される西山温

泉組合の説明会で年度の報告を実施している

（柳津町同席）。 

・また、年１回、温泉や環境保全協定に基づく項

目の調査結果について柳津町にも報告を行って

いる。 

・モニタリングは調査（噴出試験）の前段階からバ

ックグラウンドとしてのデータ採取を開始し、建設

後の現在もモニタリングを実施している。 

・環境保全協定においてモニタリングの実施項

目、頻度を定めており、温泉に関する項目の他、

協定に基づき実施している項目もある。 

・また、地震の観測を実施している。 

・モニタリング結果は、環境保全協定に基づき九

重町に報告しており、九重町から関係者（温泉事

業者）に情報提供されている。また、適宜、地熱

委員会等に周知がなされている。 

 環境保全協定の項

目 

× ○ × ○ ○ 

 地震観測 × × ○ ○ ○ 

 第三者機関の実施 ○ × ○ × × 

 有識者チェック ○ × × × × 

 遠隔監視システム × × × × × 

合意形成のポイ

ントについて 

自治体の関与 ・自治体の積極的な関与（旧八幡平村の協力、地

元窓口） 

－ － ・自治体の積極的な関与（企業の誘致、事業者間

の仲介役） 

－ 

 学識経験者等の参

加 

・話し合いの場への学識経験者の参加（秋田大

学） 

・学識経験者による温泉への影響の有無等の確

認 

－ － － － 

 リーダーシップの存

在 

－ －  － － 

 第三者、中立組織に

よるモニタリング 

・鹿角市による第三者的な立場でのモニタリング

の実施 

－ ・鳴子まちづくり（株）による第三者的な立場での

モニタリングの実施 

－ － 

 運転開始前からのモ

ニタリング 

－ ・開発調査段階からモニタリングを実施し、調査

結果を報告（温泉事業者には直接、報告実施） 

－ － － 

 説明、情報の共有 － ・調査段階から個々に地熱事業者側から温泉事

業者に説明等を実施 

・地熱事業者と地元温泉事業者、地域住民との対

話、情報交換等を欠かさず実施 

・運転開始前の調査期間中からモニタリングを実

施し、結果を関係者に定期的に報告 

・地熱開発促進調査段階からモニタリングを実施

し、結果を関係者に定期的に報告 

・町役場職員が、専門家からメリット・デメリットを

勉強し、説明会、現地研修会等を実施 

・調査（噴出試験）の前段階からモニタリングを実

施し、結果を関係者に定期的に報告 

・地熱委員会を定期的に開催し、地元、企業及び

自治体を交えた協議を実施 

 協定等締結、補償の

仕組み 

－ ・協定書を取り交わし、影響確認時の対策の実

施、モニタリングの実施等を取り決め 

・覚書を取り交わし、影響確認時の対策の実施、

モニタリングの実施等を取り決め 

・鳴子町が行う公共事業に対する電源開発（株）

の協力 

・確約書、覚書等を取り交わし、影響確認時の対

策の実施、モニタリングの実施等を取り決め 

・覚書等を取り交わし、影響確認時の対策の実

施、モニタリングの実施等を取り決め 

 資源の共有 ・三菱マテリアル（株）による熱源供給の実施 － － ・奥会津地熱（株）による地域振興としての予備源

泉の掘削、分湯の実施 

・第三セクターの筋湯温泉供給株式会社を設立

し、筋湯地区に分湯を実施 
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○FIT後（１） 
  

事例概要⑥ 事例概要⑦ 事例概要⑧ 事例概要⑨ 事例概要⑩ 

発電所名称 
 

湯村温泉観光交流センター薬師湯 温泉バイナ

リー発電所 

菅原バイナリー発電所 わいた地熱発電所 小国まつや地熱発電所 小浜温泉バイナリー発電所 

位置（住所） 
 

兵庫県美方郡新温泉町湯1604 大分県玖珠郡九重町大字菅原字西陣 554-14 熊本県阿蘇郡小国町西里字山際3075 熊本県阿蘇郡小国町西里 3033-2 長崎県雲仙市小浜町マリーナ 8-1 

発電容量 
 

40kW 5,000kW 2,000（1,995）kW 60kW 210kW 

運転開始時期 
 

平成 26 年 4 月 平成 27 年 6 月 平成 27 年 6 月 平成 26 年 4 月 平成 25 年 

 

話し合いの場の

有無（協議会等

の設置）につい

て 

有無 有り 有り 有り 有り 有り 

概要 ・説明会では数名から反対意見があり、説明会が

不満を発散する場となった。 

・また、チラシやパンフの配布、ＨＰでの紹介等も

行っており、最近では町と湯財産区の議員が議

会でやり取りを行っている。 

・特に問題等も発生していないため、運転開始後

の連絡会議の開催はない。 

・協議会（名称未決）等を設置しており、意見が出

ればその都度対応する形をとっている。 

・協議会は、菅原地区の地元区民、それ以外の

周辺泉源所有者等で構成している。 

・今のところは、口頭での意見が若干ある程度

で、特に協議の場を設けたことはない。 

・この協議会は、菅原地区のみを対象というもの

ではない。平成１４年の大規模な反対運動（約２０

ｋｍ離れた地域からも反対あり）を背景に、発電

所建設当時に地元説明を行い、１１行政区で既存

泉源に影響があった場合に対策等を協議する場

として、地元及び周辺の泉源所有者、九重町及び

九電みらいエナジー（株）の３者で今後協議して

いこうというもので、八丁原のように委員会という

形での組織ではない。 

・協議会の設置は無いが、わいた会では発電所

建設前から定期的に説明会や総会を行っている

（定期総会（年１回）、臨時総会（懸案事項発生の

際）、役員会（月１回））。 

・サンシャイン計画の中で、豊肥地区開発に電源

開発が参入し、岳の湯地区共有地で地熱発電事

業を計画。 

・各種調査や試掘も終了した段階で、反対者から

同意が得られず、平成１１14 年に電源開発が撤

退。これを受けて、岳の湯組が賛成者２６名と反

対者４名で２分化。 

・賛成者２６名で合同会社わいた会を設立し、反

対者４名が泉源組合を設立。 

・平成２２年６月に、中央電力ふるさと熱電より発

電事業開発の提案があり、わいた会として発電

事業開発を行うことを決定。 

・地元の集会があった時に地区の住民の方に対

して、発電のための新たな掘削は行わず、余って

いる蒸気を使って発電するということを説明した。 

・法律上は必要ないが、この地区では地元に掘

削をする場合には地元全員の賛同がいる。「熊

本県温泉法施行細則」で指定された３００ｍ以上

離れていても、全員の承認を受けてから掘削す

るという取り決めがある。 

・岳の湯組には規則があり、地元住民が温泉を

掘削する場合は、自分で使うことが条件で賛成す

ることとなっている。 

・「熊本県温泉法施行細則」があり、温泉掘削の

許可申請を行う場合、申請地点を中心とした半径

３００ｍ以内の源泉所有者または源泉管理者の

同意が必要である。 

・当初の掘削時に温泉の旅館使用という名目で

掘削をしていたため、数人の方が地熱発電に使

用するのは使用外目的になるのではないかとい

う指摘があった。 

・新たな掘削ではなく、現状では蒸気は捨ててい

る状態なので、問題ないのではないかという意見

を別の方から頂き、集会の場では全員承諾して

頂いた。 

・最初の説明以降、特別に協議していることは無

い。 

・近隣の温泉事業者も興味を持っており、バイナ

リー発電を行おうとしている。 

・小国町は小型バイナリーについては友好的。 

・地元関係者との協議を月１回程度の頻度で重

ね、話し合いの場には、当時反対運動をしていた

旅館経営者等も参加し、反対としての考えについ

て話し合いを行った。 

・過去の経緯も踏まえ、過去と今回のプロジェクト

の違いとして、新規掘削は行わずに、未利用分

の温泉熱の活用が大前提であるということを説明

した。 

・当時、反対を支持した地元の方々は、今回、推

進側となっており、あくまで利用の仕方が適切で

あれば、是非やりたいということであった。 

学識経験者の参加 × × × × ・長崎大学を中心とした未利用温泉熱活用の検

討が事業のきっかけであり、長崎大学からの働

きかけについては、当初、もちろん警戒はされて

いたと思うが、大学ということで企業の場合よりも

警戒心は少なかったのではないか。 

・源泉所有者を中心に長崎大学及び行政が関わ

る形で、「小浜温泉エネルギー活用推進協議会」

が設置され、最近では２ヶ月に１回程度の頻度で

会議を開催し、発電所に関する事項は全て協議

会の場で話し合いを行い、決定に至る方針として

いる。 

 主導者の存在 × × × × ・計画段階から基本的に反対という立場の人はい

なかったが、地元のまとめ役（湯太夫の末裔）の

存在が大きく、旅館同士だけではまとまらないで

あろう部分についても、地元みなさんの理解を得

ながら進めることができた。 

 自治体の積極的な関

与 

・新温泉町がグリーンニューディール基金を活用

して設置し、福祉避難所として位置づけられてい

る。 

・源泉（公湯）からの余剰温泉水を活用して発電を

行っており、源泉は湯財産区が管理している。基

本設計がまとまった段階で、行政側からの情報

発信の場として連絡会議を設置した。 

・また、地元要望も踏まえ説明会を開催し、その

後連絡会議を複数回開催した。 

 

 

× ・わいた会設立後、小国町が関与を始め、わい

た会のみではなく、集落全体の理解を求めるよう

働きかけを行った結果、開発事業者と岳の湯組

とで合意書を交わすことになる。 

 

【小国町による協議会の設置】 

・小国町内では、地熱資源を活用して事業を行う

事業者に対して、小国町地熱資源活用協議会へ

加入してもらい、協定書を締結している。 

・小国町地熱資源活用協議会での取り決め事項

として、温泉に事故等が発生した際の原因究明

× 

【小国町による協議会の設置】 

・同左 

× 



 

80 

  
事例概要⑥ 事例概要⑦ 事例概要⑧ 事例概要⑨ 事例概要⑩ 

のための調査費用等を一時的に立て替えたり、

地域貢献へ活用するため、「地熱の恵み基金」へ

の寄付を求めている。ただし、具体的な調査方

法等については協議会において検討中である。

また、地熱発電事業から生じた損害の賠償を目

的とする保険への加入、もしくは温泉施設等の

損害を代替できるよう配湯設備の整備、共同モ

ニタリングの実施などの取り決めを行っている。 

・小国町地熱資源活用協議会は町と事業者のみ

で構成されており、現在は有識者や地域住民等

は入っていないが、今後の参画を検討している。 

・温泉への被害が生じた場合は、その旨を小国

町地熱資源活用協議会に届けてもらい、その下

の専門検討会にかける仕組みを考えているが、

それでも何らかの外部要因によるもの、というと

ころまでしか結論は出せないと考える。町として

はは補償の中身までは踏み込めない。 

協定書等の有無

（補償等の実施）

について 

有無 無し 無し 有り 無し 無し 

概要 － － ○岳の湯組と合意書、覚書を交わしている。 

・当初、合意書の中で、発電について地元は認

めることとし、中央電力ふるさと熱電（株）等の計

３社で発電協会を設置し、温泉に影響があった

場合は、発電協会が全て補償することとなってい

た。 

・しかし、中央電力ふるさと熱電（株）以外の２社

は開発が進んでいないため、当初の覚書を取り

下げ、覚書を交わし、現在は中央電力ふるさと熱

電のみで補償を負うことになっている。 

・計画段階から３００ｍ以内の井戸保有者にはパ

イプラインを引くこととし、熊本県にも計画段階か

ら申請を行った。配湯給湯は発電所完成時から

行っている。 

・わいた会会員以外の方にも参加してもらえるま

ちづくりのために分科会を設立し、地域活性を通

じ理解が得られるようにしていく。 

・３００ｍ範囲外のわいた会会員からも配湯給湯

の要望があり、経済産業省の平成２７年度地熱

開発理解促進関連事業支援補助金を利用し、配

湯を行っている。給湯する計画である。 

－ － 

 影響確認時の対策

の実施等 

－ － ○（上記） － － 

 モニタリングの実施

等 

－ － ○×（ － － 

 技術協力 － － × － － 

 その他 － － × － － 

 分湯等の実施の有

無 

無し 無し 有り） 無し 無し 

モニタリングの

有無について 

有無（実施・報告） 有り 有り 有り 有り 有り 

 概要 ・モニタリングは、発電開始後から実施している。 

・（株）洸陽電気（施工業者）が費用負担している。 

・元々ある温泉を活用しているため、新たなモニ

タリングの必要性は無いが、温泉利用量把握等

の面から実施している。 

・モニタリング結果については、（株）洸陽電気

が、携帯等から電波を飛ばしてデータベースに情

報を蓄積するシステムを構築しており、変動のグ

ラフをＷｅｂ上（パスワードで管理）で町も閲覧可

能な状態としている。 

・また、屋外にパネルを設置し、発電電力量等を

情報提供している。 

・モニタリングは調査（噴出試験）の前段階からバ

ックグラウンドとしてのデータ採取を開始し、建設

後の現在もモニタリングを実施している（過去に

は１１行政区の広範囲で実施）。 

・環境保全協定においてモニタリングの実施項

目、頻度を定めており、温泉に関する項目の他、

協定に基づき実施している項目もある。 

・モニタリング結果は、環境保全協定に基づき九

重町に報告しており、九重町から関係者（温泉事

業者）に情報提供されている。 

・泉源所有者（個人）のデータについては、本人

から情報開示請求があった際に開示する。 

・運転開始前（１年以上前）から、８泉源にてネット

回線を用いた常時モニタリングを実施。 

・パスワード管理により、井戸保有者、発電事業

者及び施工業者（（株）洸陽電機がモニタリング計

器を設置）が閲覧可能。 

・蒸気の噴気流量（平成２６年４月～）、湯温（平成

２４年～）を自動測定。 

・普段は建屋に計器が付いているので、その値を

確認している。 

・湯温については計測データを残している。 

・蒸気の噴気流量については、オムロンが遠隔

操作し、データベース化もしている。 

・データは株式会社ケイ・エル・アイの２名の担当

者が確認できる。 

・小浜温泉２７本中の測定可能な源泉（自噴泉）す

べてを対象にモニタリングを実施している。 

・今後の報告方法は、基本的には（株）洸陽電機

で月１回のデータをとりまとめ、半年もしくは１年

毎に源泉所有者及び（一社）小浜温泉エネルギー

への提出を想定している。 

・また、測定データの遠隔監視システムの構築に

ついて、長崎大学とも相談しながら、別途検討中

である。 
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事例概要⑥ 事例概要⑦ 事例概要⑧ 事例概要⑨ 事例概要⑩ 

 環境保全協定の項

目 

× × × × × 

 地震観測 × × × × × 

 第三者機関の実施 × × × × × 

 有識者チェック × × × × × 

 遠隔監視システム ○ × ○ ○ ○ 

合意形成のポイ

ントについて 

自治体の関与 ・自治体の積極的な関与（町主体で実施） － ・自治体の積極的な関与（開発事業者に働きか

け） 

・地熱資源の永続的な活用を進めることを目的と

した「小国町地熱資源の適正活用に関する条例」

及び前述の小国町地熱資源活用協議会の設置

による関与 

－ 

・同左 

－ 

 学識経験者等の

参加 

－ － － － ・話し合いの場への学識経験者の参加（長崎大

学） 

 リーダーシップの存

在 

－ － － － ・主導者の存在（地元のまとめ役（湯太夫）） 

 第三者、中立組織に

よるモニタリング 

－ － － － － 

 運転開始前からのモ

ニタリング 

－ ・調査（噴出試験）の前段階から、モニタリングを

開始（過去には１１行政区の広範囲で実施） 

－ ・運転開始前からモニタリングを実施 － 

 説明、情報の共有 ・発電開始後からモニタリングを実施し、結果に

ついて関係者が閲覧可能なシステムを構築 

・新規掘削を伴わない余剰温泉を活用した温泉

バイナリー発電であることを説明し理解を得る。 

・モニタリング結果を九重町に報告、九重町から

関係者（温泉事業者）に情報提供 

・協議会等を設置し、意見が出ればその都度対

応 

・運転開始前からモニタリングを実施し、結果に

ついて関係者が閲覧可能なシステムを構築 

・モニタリングデータに異常等が発生した場合に

は、温泉事業者へ変動の理由（バルブを閉めたり

していないか等）をヒアリングしている。月に 1 回

の報告会（各温泉事業者を個別に訪問し、モニタ

リングデータを出力して報告）とあわせ、このヒア

リングが地域との共生において重要な役割を持

っていると考えている。 

・モニタリング結果のデータベース化 

・モニタリング結果について、関係者が閲覧可能

なシステムを構築 

・地元集会の場で、新規掘削を伴わない余剰蒸

気を活用した温泉バイナリー発電であることを説

明し、地区住民からの理解を得る。 

・モニタリング結果について、関係者が閲覧可能

なシステムの構築を検討中 

・新規掘削を伴わない余剰温泉を活用した温泉

バイナリー発電であることを説明し理解を得る。 

 協定等締結、補償の

仕組み 

・源泉を管理している湯財産区との間で、温泉の

使用料や機器の修理費用等を取り決め 

・温泉に関する項目の他、協定に基づき実施して

いる項目も有り 

 

－ 

・前述の小国町地熱資源活用協議会の中での協

定書の締結 

－ 

・同左 

－ 

 資源の共有 － ・発電で得た熱料金収入を積み立て、影響が生じ

た際、迅速に対応できるよう町として準備 

・配湯分湯の実施（発電所完成時から、３００ｍ以

内の井戸保有者に対し実施） 

－ － 
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○FIT後（２） 
  

事例概要⑪ 事例概要⑫ 

発電所名称 
 

山葵沢地熱発電所 安比地熱発電所 

位置（住所） 
 

秋田県湯沢市高松字高松沢及び秋ノ宮字役内山国有林内  

発電容量 
 

46,199kW  

運転開始時期 
 

令和元年 5 月  

 

話し合いの場の有

無（協議会等の設

置）について 

有無   

概要   

学識経験者の参加   

 主導者の存在   

 自治体の積極的な関与   

協定書等の有無

（補償等の実施）

について 

有無   

概要   

 影響確認時の対策の実

施等 

  

 モニタリングの実施等   

 技術協力   

 その他   

 分湯等の実施の有無   

モニタリングの有

無について 

有無（実施・報告）   

 概要   

 環境保全協定の項目   

 地震観測   

 第三者機関の実施   

 有識者チェック   

 遠隔監視システム   

合意形成のポイン

トについて 

自治体の関与   

 学識経験者等の参加   

 リーダーシップの存在   

 第三者、中立組織による

モニタリング 

  

 運転開始前からのモニタ

リング 

  

 説明、情報の共有   

 協定等締結、補償の仕

組み 

  

 資源の共有   
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【地熱発電所の計画が頓挫（中断含む）した事例】 

 
  

事例概要① 事例概要② 事例概要③ 事例概要④ 

発電所名称 
 

豊羽地域地熱調査事業 白水沢地区地熱多目的利用基本計画 小国地熱発電計画 NEDO 地熱開発促進調査 

位置（住所） 
 

北海道札幌市南区定山渓1062-1 北海道層雲峡白水沢地区 熊本県阿蘇郡小国町 長崎県小浜町北本町字朝日山1250-1 

発電容量 
 

40,000kW 3,000kW 20,000kW 1,500kW 

 

話し合いの場

の有無（協議会

等の設置）につ

いて 

有無 有り 無し 有り 有り 

概要 ・豊羽地域では、平成２３年度から１，７００～１，８００メートル

の４本の調査井を掘削し、このうち３本で平成２６年１月までに

蒸気の噴出試験を行ったが、想定した蒸気量（２０～３０トン／

時）が得られず、また蒸気の発生源と想定した断層の存在が

確認できなかった。 

・このため、平成２６年３月、平成２６年度に予定していた掘削

調査（新たに２本の井戸を掘る計画）を取りやめ、平成３４年度

に予定していた発電開始も白紙とし、豊羽地域での地熱調査

が中断となった。 

・なお、計画自体はまだ継続中であり、事業者としては想定し

た蒸気量が得られていないため、もう少し期間をかけてみて

いこうということで、地元温泉街からの反対で計画を中止した

ということではない。 

・温泉三団体説明会（定山渓観光協会・定山渓温泉旅館組合・

定山渓温泉保護利用協会）を開催し説明を行っている。また、

現地視察や質問状への回答を通じて意思疎通を図っていたも

のと考えられる。 

・説明会は、定例的に開催という形ではない。当初は年に３、４

回開催していたが、現在は年に１回程度の頻度と聞いている。 

・札幌市は説明会には参加していないが、その後の打合せの

際に説明会の状況報告を豊羽鉱山（株）から受けている。 

・温泉三団体は、基本的には反対の立場を崩していない。地

熱に対する漠然とした不安感、湯への影響の心配があるよう

だ。 

・協議会の設置前の状況は正式な話合いの場は無く、地熱開

発の話は議会内等での話（地元と一緒に進めるというよりは町

の事業として進めるとの認識）であって、地元は出てきた結果

を見ているだけで、積極的には関わっていないと聞いている。 

・当時のエネトピア計画の時代は、今より規制が厳しくて国立

公園内では開発が出来ないという事があったと聞いている。

環境保護の観点から保護団体の方が反対されていたと聞いて

いる。 

・保護団体の代表の方は層雲峡内でペンション経営を行って

いる仲間でもあり、我々としても保護団体とやりあって関係が

悪くなる事は望んでいなかったため、そこまでして開発はしな

くても良いとの事が当時の立場であったと聞いている。 

・電源開発株式会社の開発段階から町が対応を始め、地元と

の連絡協議会や地元説明会を設置し、適宜地元と協議を行っ

ていた。 

・噴気試験後、近隣温泉で温泉の減衰が確認され、地元の不

安があったため、議会に地熱対策特別委員会を設置した（１９

８７～２００２）。 

・１９９１年に町議会の建設同意が示され、それを受けて建設

計画を発表し、環境アセスを実施した。 

・その後、２００２年に建設を中止した。 

・建設中止の直接的な要因は、「温泉資源減少の心配」「計画

自体への不満」であり、最初は反対が数多くあったが、電源開

発株式会社側から補償内容が提示された事もあって、最終的

な地元反対者は４名まで減った。 

・しかし、それ以降、４名の反対者が杖立や黒川等の周辺温泉

地を巻き込んで反対運動を展開した。 

・最終的に建設を断念した理由は４名の地権者の同意が得ら

れなかった事にある。（周辺温泉地のプレッシャーが原因では

ない。） 

・２００２年に計画が頓挫した際に地域にしこりが残ったため、

その後地熱開発の話は触れない状況となった。 

・平成１６年３月、小浜総合自然エネルギー特区に承認され、

小浜町では当時、規制緩和を進めて発電事業をより進めやす

くしようとしていた。 

・平成１６年当時は、いろいろなプロジェクトが乱立していた

が、その中で小浜町と開発事業者として西日本技術開発（株）

とで進めていた、１，５００ＫＷ級のＮＥＤＯの地熱開発促進調

査が主に反対の対象となった。 

・反対の対象となったＮＥＤＯの地熱開発促進調査は、既存の

源泉から１，０５０ｍ離れた地点での掘削が計画されていた。

長崎県自然環境保全審議会温泉部会の申し合わせ事項で

は、源泉から１，０００ｍ以内でなければ、新規掘削に源泉所

有者との同意書は必要とならない。説明会等は開催された

が、地元への説明や議論が十分になされていない状態のま

ま、温泉掘削許可申請書が長崎県知事に提出（平成１６年９月

１７日）された。 

・また、申請された口径は、通常使用される４，５インチの２倍

の約１０インチであったため、太い口径で深く掘削及び汲み上

げを行うと影響が生じるのではないか、あるいはヒ素のような

有害物質が発生するのではないかという地元からの懸念があ

り、これが一番の反対の原因となった。 

・平成１６年１０月４日、地元の源泉所有者を中心に結成された

雲仙温泉を守る会から「「地熱バイナリー発電」に対する住民

反対について」の要望書が長崎県自然環境保全審議会に提出

されるとともに、小浜温泉を守る会から掘削を反対する決議が

提出された。 

・平成１６年１０月７日、地元からの掘削不許可の要望を反映し

た形で、長崎県自然環境保全審議会温泉部会（開催日１０月５

日、通常年２回開催）から温泉掘削に対する不許可の通知が

なされ、これによりＮＥＤＯの地熱開発促進調査は終了した。 

学識経験者の参加 × － × × 

 主導者の存在 × － × × 

 自治体の積極的な関

与 

× － × × 

協定書等の有

無（補償等の実

施）について 

有無 無し 無し 有り 無し 

概要 ・発電の可能性が生じた場合には定山渓温泉とＪＸとの間で補

償を含む協定をむすぶことが約束されている。 

－ ・昭和５８年に電源開発株式会社と町で覚書を交わしており、

内容は開発調査に際して影響が生じた場合は、しっかり対応

するとの物である。 

・また、平成７年に環境調査に際しての覚書を交わしており、

内容は発電所が地元温泉に影響を与えた場合はしっかり対応

するとの物である。建設工事着工や運転開始時に夫々、建設

協定や環境保全協定を結ぶ予定であったが、建設工事まで至

らなかった経緯がある。 

・協約書の案が小浜町長名で作成されたが、協定書の正式な

取り交わしはなされていない。 

 影響確認時の対策

の実施等 

－ － ○ － 

 モニタリングの実施

等 

－ － × － 

 技術協力 － － × － 

 その他 － － × － 

 分湯等の実施の有

無 

無し 無し 無し 無し 

モニタリングの

有無について 

有無（実施・報告） 有り 無し 無し 無し 

 概要 ・豊羽鉱山（株）と札幌市環境対策課との打ち合わせの中で、

地元への説明会を通じて調査結果の共有を行ったと報告を受

けている。 

－ － － 



 

84 

  
事例概要① 事例概要② 事例概要③ 事例概要④ 

・札幌市では豊羽鉱山（株）から、当該年度の調査結果と次年

度の計画についてとりまとめたものを、打合せの際に報告書と

して受け取っている。 

 環境保全協定の項

目 

× － － － 

 地震観測 × － － － 

 第三者機関の実施 × － － － 

 有識者チェック × － － － 

 遠隔監視システム × － － － 

頓挫（中断含

む）した主な要

因について 

地熱資源量 ・噴出試験の結果、ポテンシャルが低いことが判明（想定した

蒸気量が得られず、蒸気の発生源と想定した断層の存在が確

認できなかった） 

－ － 
 

 理解・同意 ・温泉三団体説明会を開催しているが、地熱に対する漠然とし

た不安感等を解消できていない。 

・正式な話し合いの場がなく、地元は出てきた結果を見るだけ

で積極的には関わっていない。 

・自然保護団体による反対あり 

・地元との連絡協議会や地元説明会により話し合いの場が設

けられていたが、温泉資源減少の心配、計画自体への不満を

解消できず、反対者である地権者４名の同意が得られなかっ

た。 

・説明会等は開催されたが、地元への説明や議論が十分にな

されていない状態のまま、温泉掘削許可申請書が長崎県知事

に提出された。 

・申請された口径が通常の２倍であったため、太い口径で深く

掘削及び汲み上げを行うと影響が生じるのではないか、ある

いはヒ素のような有害物質が発生するのではないかという地

元からの懸念があった。 

 

※出典 平成 27 年度地熱発電と温泉地の共生事例調査委託業務（平成 28 年３月、環境省）より作成 
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別紙６ 地熱発電関連条例・要綱等情報のまとめ 

 

 

（１）条例・要綱等の目的 

《複数の自治体で規定されている事項》 

⚫ 自治体で定めている条例・要綱等の目的については、地熱資源や温泉資源の保護と、地域経済

振興、福祉の増進に寄与するとする、保護と利用の両立を目的として掲げる事例が多い。 

 

（２）地熱発電・説明対象範囲等用語に関する規定 

《複数の自治体で規定されている事項》 

⚫ 説明を求める範囲を定める事例はあるが、その対象範囲等については地域によって個別に定め

られている。 

《各自治体の固有の事項》 

⚫ 対象とする地熱発電や設備、説明対象とする範囲について定義する事例が見られる。 

⚫ 説明対象とする範囲の定義として、近隣区域／近隣関係者／近隣温泉関係者（別府市）、該当

自治会／近隣関係者（由布市）などがある。別府市では距離により説明範囲が規定されている。 

⚫ 対象とする地熱発電や設備について定義をしている事例がある。 

 

（３）持続可能性に関連する規定 

《複数の自治体で規定されている事項》 

⚫ 持続可能性については、次世代や将来へ言及し、持続性や地域振興への寄与について規定する

事例が見られる。 

 

（４）モニタリングに関連する規定 

《複数の自治体で規定されている事項》 

⚫ モニタリング調査については、発電事業者に対するモニタリング調査の実施を求める事例が多

く見られる。 

⚫ 一方、源泉所有者に対するモニタリング調査の実施を求める事例も１か所で見られる。 

 

（５）協議会等合意形成に関連する規定 

《複数の自治体で規定されている事項》 

⚫ 協議会等合意形成については、事業者に対し、近隣住民や自治体など関係者を対象とする説明
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会の開催や説明機会の設置を規定する事例が多く見られる。 

⚫ この他、学識経験者や住民代表者、温泉関係代表者等で構成される組織体を設置し、事業計画

等について協議する場とすることを規定する事例も多く見られる。 

 

（６）規模等に関連する規定 

《各自治体の固有の事項》 

⚫ 規模については、掘削口径で区分する事例、事業区域面積で区分する事例、発電規模（10kW以

上）で規制対象を定める事例、環境影響評価法等対象外の事業を対象とする事例が見られる。 
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地熱発電関連条例・要綱等情報整理一覧表 

 

  ①条例等名称 ②条例・要綱等の目的 
③地熱発電・説明対象範囲等用語に 

関する規定 
④持続可能性等に関連する規定 ⑤モニタリングに関連する規定 ⑥協議会等合意形成に関連する規定 ⑦規模等に関連する規定 

北

海

道 

鹿

部

町 

鹿部町地熱資

源の保護及び

活用に関する

条 例 （ H31.4.1

施行） 

（目的） 

第 1 条 この条例は、鹿

部町(以下「町」とい

う。)の地熱資源が公

共性の高いものであ

ることに鑑み、町内に

おける地熱発電の導

入等に関し必要な事

項を定め、地熱発電と

自然環境及び生活環

境との調和並びに町

民との共生を図ること

により、地域の地熱資

源の持続可能な利活

用及び地域の振興に

資することを目的とす

る。 

（定義） 

第2条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 地熱発電 地熱資源を利用して行う発

電をいう。 

(2) 地熱発電設備 地熱発電のための設

備(電気事業法(昭和39年法律第170号)

第 38 条第 3 項に規定する事業用電気

工作物に限る。)及びその附帯設備をい

う。 

(3) 地熱発電の導入 地熱発電設備を設

置することをいう。 

(4) 導入事業者 地熱発電の導入をしよう

とする者及び現に地熱発電の導入をし

ている者をいう。 

(5) 源泉 地熱発電に用いる蒸気及び熱

水の湧出口をいう。 

(6) 近隣区域 地熱発電設備を設置する

場所から、規則で定める距離内の区域

をいう。 

(7) 近隣関係者 近隣区域に居住する者

並びに近隣区域内の土地又は建物の

所有者、管理者及び占有者をいう。 

(8) 近隣温泉関係者 地熱発電の導入に

おいて、源泉から、規則で定める距離内

の温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)

第 2 条第1 項に規定する温泉をいう。以

下同じ。)に係る権利を有する者をいう。 

(9) 水利関係者 地熱発電の導入におい

て、地熱発電のための取水又は排水が

行われる流域における水利権を有する

者をいう。 

（基本理念） 

第3 条 町は、第1 条に規定する

目的を達成するため、次に掲

げる責務を負う。 

(1) 導入事業者に対し、関係法

令(条例、規則その他の規程を

含む。以下同じ。)を遵守するよ

う指導、助言、勧告その他の必

要な措置を講ずること。 

(2) 導入事業者又は町民に対

し、地熱発電の導入に関する

必要な情報の収集及び提供を

行うこと。 

(3) 地熱発電の導入に関し、国、

北海道等と緊密な連携を図る

よう努めること。 

（基本的責務） 

第 5 条 導入事業者は、町内に存在す

る地熱資源の量を把握するために、

蒸気及び熱水の湧出を伴わない調査

(以下「地熱資源調査」という。)を行う

場合は、当該調査を開始する前に、

次条から第 10 条までに定めるところ

により、当該調査に関する計画を町

民に説明(以下「調査前説明」という。)

しなければならない。 

（基本的責務） 

第 21 条 設置前同意申請事業者は、前

条に規定する手続を実施したときは、

規則で定めるところにより、町長に報

告しなければならない。 

2 町長は、前項の規定による報告を受

けた場合は、第 24 条から第 29 条ま

でに定めるところにより設置する鹿部

町地熱資源活用協議会(以下「協議

会」という。)に意見を求めるものとす

る。 

3 町長は、協議会の意見を参考に、第

1 項の規定による報告の内容を審査

し、適当と認めたときは、地熱発電設

備の設置に関する同意を行う。その

際、同意の決定に際し、条件を付する

ことができる。 

 (協議会の組織) 

第 25 条 協議会は、町長が委嘱する委

員 15 人以内をもって組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから町

長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 町内の地域住民 

(3) 町内の温泉に係る権利を有する者 

(4) 前 3 号に掲げる者のほか、地熱エ

ネルギーを利用する関係者 

(5) その他町長が必要と認める者 

3 協議会の会長(以下「会長」という。)

は、前項第1号に掲げる者のうちから

委員の互選によりこれを定める。 

4 会長は、協議会を代表し、会務を総

理する。 

5 会長に事故があるとき、又は欠けた

ときは、あらかじめ会長の指名する委

員が、その職務を代理する。 

 

－ 

  

H31.4.1 
施行 
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  ①条例等名称 ②条例・要綱等の目的 
③地熱発電・説明対象範囲等用語に 

関する規定 
④持続可能性等に関連する規定 ⑤モニタリングに関連する規定 ⑥協議会等合意形成に関連する規定 ⑦規模等に関連する規定 

北

海

道 

弟

子

屈

町 

弟子屈町地熱

資源の保護及

び活用に関す

条例（H.30. 4.1

施行） 

（目的） 

第１条 この条例は、弟

子屈町（以下「町」とい

う。）の地熱資源が公

共性の高いものであ

ることに鑑み、町内に

おける地熱発電の導

入等に関し必要な事

項を定め、地熱発電と

自然環境及び生活環

境との調和並びに町

民との共生を図ること

により、地域の地熱資

源の持続可能な利活

用及び地域の振興に

資することを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の定義は、当該各号に定める

ところによる。 

(１) 地熱発電 地熱資源を利用して行う発

電をいう。 

(２) 地熱発電設備 地熱発電のための設

備（電気事業法（昭和 39 年法律第 170

号）第 38 条第３項に規定する事業用電

気工作物に限る。）及びその附帯設備を

いう。 

(３) 地熱発電の導入 地熱発電設備を設

置することをいう。 

(４) 導入事業者 地熱発電の導入をしよう

とする者及び現に地熱発電の導入をし

ている者をいう。 

(５) 源泉 地熱発電に用いる蒸気及び水

の湧出口をう。  

(６) 近隣区域 地熱発電設備を置する場

所から、規則で定め距離内の区域いう。  

(７) 近隣関係者 近隣区域に居住する者

並びに近隣区域内の土地又は建物の

所有者、管理者及び占有者をいう。 

(８) 近隣温泉関係者地熱発電の導入に

おいて、源泉から、規則で定める距離内

の温泉（温泉法（昭和 23 年法律第 125

号）第２条第１項に規定する温泉をいう。

以下同じ。）に係る権利を有する者をい

う。  

(９) 水利関係者 地熱発電の導入におい

て、地熱発電のための取水又は排水が

行われる流域における水利権を有する

者をいう。 

（基本理念） 

第３条 町は、第１条に規定する

目的を達成するため、次に掲

げる責務を負う。 

(１)導入事業者に対し、関係法令

（条例、規則その他の規程を含

む。以下同じ。）を遵守するよう

指導、助言、勧告その他の必

要な措置を講ずること。 

(２)導入事業者又は町民に対し、

地熱発電の導入に関する必要

な情報の収集及び提供を行う

こと。 

(３)地熱発電の導入に関し、国、

北海道等と緊密な連携を図る

よう努めること。 

（基本的責務） 

第５条 導入事業者は、町内に存在す

る地熱資源の量を把握するために、

蒸気及び熱水の湧出を伴わない調査

（以下「地熱資源量調査」という。）を

行う場合は、当該調査を開始する前

に、次条から第 10 条に定めるところ

により、当該調査に関する計画を町

民に説明（以下「調査前説明」とい

う。）しなければならない。 

（基本的責務） 

第 21 条 設置前同意申請事業者は、前

条に規定する手続を実施したときは、

規則で定めるところにより、町長に報

告しなければならない。 

２町長は、前項の規定による報告を受

けた場合は、第 24 条から第 29 条に

定めるところにより設置する弟子屈町

地熱資源活用協議会（以下、「協議

会」という。）に意見を求めるものとす

る。 

３町長は、協議会の意見を参考に、第１

項の報告の内容を審査し、適当と認

めたときは、地熱発電設備の設置に

関する同意を行う。その際、同意の決

定に際し、条件を付すことができる。 

４設置前同意申請事業者は、前項に規

定する条件に対応しなければならな

い。 

５設置前同意申請事業者は、第３項に

規定する同意が得られた後に、地熱

発電設備の設置のための必要な工

事を開始するものとする。 

－ 

 

  

H.30. 4.1 
施行 
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  ①条例等名称 ②条例・要綱等の目的 
③地熱発電・説明対象範囲等用語に 

関する規定 
④持続可能性等に関連する規定 ⑤モニタリングに関連する規定 ⑥協議会等合意形成に関連する規定 ⑦規模等に関連する規定 

岩

手

県 

雫

石

町 

雫石町 再生可

能エネルギー

事業の適正な

促進に関する

条例 

（H.30.3.1 施行） 

（目的） 

第１条 この条例は、地

域の健全な発展と調

和のとれた再生可能

エネルギー事業の適

正な実施及び町民に

よる主体的な再生可

能エネルギーの利用

の促進を図ることにつ

いて、基本理念を定

め、町、事業者及び町

民の責務を明らかに

するとともに、町が講

ずる措置について必

要な事項を定め、もっ

て持続可能な地域づ

くりに資することを目

的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(１) 再生可能エネルギー 太陽光、風力、

水力、地熱、バイオマス（動植物に由来

する有機物であってエネルギー源として

利用することができるもの（原油、石油

ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びに

これらから製造される製品を除く。）をい

う。）等、自然の営みから得られるエネ

ルギー源であり、かつ、永続的に利用で

きるものをいう。 

(２) 再生可能エネルギー設備 再生可能

エネルギーを電気又は熱に変換する設

備及びその附属設備をいう。 

(３) 再生可能エネルギー事業 再生可能

エネルギー設備を用いて変換したエネ

ルギーを自ら利用し、又は他者に利用さ

せ、対価その他の利益を得る行為をい

う。 

（基本理念） 

第３条 再生可能エネルギー事業

は、町、事業者、町民その他の

関係者の相互の密接な連携の

下に、地域の活力の向上及び

持続的発展を図ることを旨とし

て、行われなければならない。 

２ 再生可能エネルギー事業は、

自然環境、防災、景観その他

の町民の生活環境（以下「生活

環境」という。）に配慮し、適正

に行われなければならない 

－ （協議会） 

第 11 条 特定事業者は、その事業計

画に関し、必要な事項について協議

を行うため、住民代表、各種団体の代

表者及び関係機関の職員、識見を有

する者等で構成する協議会（以下「協

議会」という。）を設置することができ

る。 

２ 特定事業者は、協議会を設置しよう

とする場合は、第８条第１項の規定に

よる届出の際にその旨届け出るもの

とする。 

３ 特定事業者は、協議会への出席者

及び開催場所等について事前に町長

と協議するものとする。 

４ 協議会は、公開により開催するもの

とする。 

５ 特定事業者は、協議会を開催したと

きは、規則で定める事項を、速やか

に、町長に報告しなければならない。 

６ 町長は、前項の規定による報告を受

けたときは、速やかに、その内容を公

表しなければならない。 

７ 町長は、特定事業者が第５項の規定

による報告をしないときは、当該特定

事業者に対し、期限を定めて、報告を

するよう勧告するものとする。 

８ 協議会の運営に関し必要な事項は、

協議会が定めるものとする。 

９ 特定事業者は、協議会においてその

事業計画について構成員から申入れ

があった場合は、誠意をもって対応し

なければならない。 

（定義） 

２ 条例第８条第１項の規則で定める事

項は、次に掲げる事項とする。 

(１)事業者の名称及び住所 

(２)再生可能エネルギー設備を設置しよ

うとする場所 

(３)設置しようとする再生可能エネルギ

ー設備 

(４)予定規模 

(５)協議会設置の意向 

(６)その他町長が必要と認める事項 

 

  

H.30. 3.1 
施行 
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  ①条例等名称 ②条例・要綱等の目的 
③地熱発電・説明対象範囲等用語に 

関する規定 
④持続可能性等に関連する規定 ⑤モニタリングに関連する規定 ⑥協議会等合意形成に関連する規定 ⑦規模等に関連する規定 

宮

城

県 

栗

原

市 

栗原市自然環

境等と再生可

能エネルギー

発電事業との

調和に関する

条 例 （ R4.2. 改

訂） 

（目的） 

第１条 この条例は、事

業者による再生可能

エネルギー発電事業

に関し必要な事項を

定めることにより、発

電事業と地域との調

和を図り、もって地域

住民等の安全安心な

生活と環境の保全に

寄与することを目的と

する。 

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 再生可能エネルギー源 エネルギー供

給事業者による非化石エネルギー源の

利用及び化石エネルギー原料の有効な

利用の促進に関する法律施行令（平成

２１年政令第２２２号）第４条に規定する

再生可能エネルギー源をいう。 

⑵ 再生可能エネルギー発電設備 再生

可能エネルギー源を電気に変換する設

備及びその附属設備（送電に係る電柱

等を除く。）をいう。 

⑶ 事業 再生可能エネルギー発電設備

の設置（これらを設置するために行われ

る土地の造成工事（立木の伐採、切土、

盛土等を含む。）を含む。第１０条第１項

第５号において同じ。）及び当該設備に

よる発電を行う事業をいう。 

⑷ 事業者 事業を計画し、これを実施す

る者をいう。ただし、国及び地方公共団

体を除く。 

⑸ 事業区域 事業を行う一団の土地（再

生可能エネルギー発電設備に附属する

管理施設、変電施設、緩衝帯等に係る

土地を含む。）の区域であって、柵、塀

等の工作物の設置その他の方法により

当該一団の土地以外の土地と区別され

た区域をいう。 

⑹ 建築物 建築基準法（昭和２５年法律

第２０１号）第２条第１号に規定する建築

物をいう。 

⑺ 行政区 栗原市行政区長等設置条例

（令和元年栗原市条例第３７号）第２条

に規定する行政区をいう。 

⑻ 地域 事業区域を含む行政区及び当

該行政区に隣接する行政区をいう。 

⑼ 住民等 地域内に居住する者及び所在

する法人その他の団体並びに地域内に

土地若しくは建築物を所有し、又は使用

する者で、事業により影響を受けると認

められるものをいう。 

⑽ 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律（昭和４５年法律第１３７号）第 

２条第１項に規定する廃棄物をいう。 

（基本理念） 

第２条 市の緑豊かな美しい自然

環境、景観その他安全安心な

生活環境は、市民の長年にわ

たる努力により形成されてきた

ものであることに鑑み、市民共

通のかけがえのない財産とし

て、現在及び将来の市民がそ

の恩恵を享受することができる

よう、市民の意向も踏まえて、

その保全及び活用が図られな

ければならない。 

－ （協議会） 

第１１条 市長は、前条の規定による協

議の届出があったときは、必要に応じ

て、栗原市自然環境等と再生可能エ

ネルギー発電事業との調和に関する

協議会（以下「協議会」という。）を設

置し、意見を聴取するものとする。 

第７条 この条例の規定は、発電出力１

０キロワット以上の事業（既存の再生

可能エネルギー発電設備を増設する

ことにより、発電出力１０キロワット以

上となる事業を含む。）に適用する。

ただし、太陽光を再生可能エネルギ

ー源とする事業で、次に掲げる事業

については、この限りでない。 

⑴ 建築物の屋根又は屋上で行う事業 

⑵ 次条に規定する抑制区域以外に設

置する発電出力５０キロワット未満の

事業 

 

  

R4.24.1 
施行改訂 
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  ①条例等名称 ②条例・要綱等の目的 
③地熱発電・説明対象範囲等用語に 

関する規定 
④持続可能性等に関連する規定 ⑤モニタリングに関連する規定 ⑥協議会等合意形成に関連する規定 ⑦規模等に関連する規定 

宮

城

県 

大

崎

市 

大崎市自然環

境等と再生可

能エネルギー

発電設備設置

事業との調和

に関する条例

（R.3.3.9 施行） 

（目的） 

第 1 条 この条例は，大

崎市の豊かな自然環

境や田園環境，美し

い景観及び安全・安

心な生活環境(以下

「 自然環境等」 と い

う。)の保全と再生可

能エネルギー発電設

備設置事業との調和

を図るために必要な

事項を定めることによ

り，自然環境等に配慮

した，潤いのある豊か

な地域社会及び住み

続けられるまちづくり

に寄与することを目的

とする。 

（定義） 

第2条 この条例において，次の各号に掲

げる用語の意義は，当該各号に定める

ところによる。 

(1) 再生可能エネルギー源 非化石エネ

ルギー源のうち，エネルギー源として永

続的に利用することができる太陽光(太

陽熱を含む。)，風力，水力，地熱及びバ

イオマス(動植物に由来する有機物であ

ってエネルギー源として利用することが

できるもの)をいう。 

(2) 再生可能エネルギー発電設備 再生

可能エネルギー源を電気に変換する設

備及びその附属設備(送電に係る電柱

等を除く。)をいう。 

(3) 事業 再生可能エネルギー発電設備

を設置する事業(当該事業のために行

われる土地の造成工事(立木の伐採，切

土，盛土等を含む。)を含む。)をいう。 

(4) 事業者 事業を計画し，これを実施す

る者(国及び地方公共団体を除く。)をい

う。 

(5) 事業区域 事業を行う一団の土地(再

生可能エネルギー発電設備に附属する

管理施設，変電施設，緩衝帯等に係る

土地を含む。)の区域であって，柵，塀等

の工作物の設置その他の方法により当

該一団の土地以外の土地と区別された

区域をいう。 

(6) 建築物 建築基準法(昭和 25 年法律

第 201 号)第2 条第1 号に規定する建築

物をいう。 

(7) 行政区 大崎市行政区設置に関する

規則(平成 18 年大崎市規則第 5 号)第 1

条第 2 項の別表第 1 に規定する区域の

行政区をいう。 

(8) 住民等 事業区域を含む行政区又は

事業の実施により自然環境等に一定の

影響がある区域(以下この号において

「事業影響区域」という。)に居住する者

及びこれらに所在する法人その他団体

並びに事業影響区域に土地又は建築物

を所有する者をいう。 

(9) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律(昭和 45 年法律第 137 号)第 2

条第 1 項に規定する廃棄物をいう。 

（基本理念） 

第 3 条 大崎市の豊かな自然環

境等は，市民の長年にわたる

努力により形成されてきた市民

共通のかけがえのない財産で

あり，将来にわたってその恵沢

を享受し，持続可能な未来を構

築できるよう，市民の意向を踏

まえて，その保全及び活用が

図られなければならない。 

－ － － 

 

  

R.3.3.9 
施行 
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  ①条例等名称 ②条例・要綱等の目的 
③地熱発電・説明対象範囲等用語に 

関する規定 
④持続可能性等に関連する規定 ⑤モニタリングに関連する規定 ⑥協議会等合意形成に関連する規定 ⑦規模等に関連する規定 

東

京

都 

八

丈

町 

八丈町地域再生

可能エネルギー

基本条例 

（H26.4.1 施行） 

（目的） 

第 1 条 この条例は、八

丈町に存在する再生

可能エネルギー（以下

「地域再生可能エネ

ルギー」という。）の活

用について、町、町民

及び事業者（町民及

び町民外による）の役

割を明らかにし、地域

経済活性化の推進及

び地域が主体となる

地域社会の持続的発

展に寄与すことを目

的する。 

（定義） 

第 2 条 この条例において「再生可能エ

ネルギー」とは、地熱、風力、太陽光、

太陽熱、水力、波力、潮流及びバイオ

マス等、自然の営みから得られるエネ

ルギー源であり、かつ永続的に利用

できと認められるものとする。 

（基本理念） 

第 3 条 地域再生可能エネルギ

ーの活用に関する基本理念は

次のとおりとする。 

(1)地域再生可能エネルギーの活

用にあたっては、地域固有の

資源であることを念頭に、地域

経済及び持続性に配慮するも

のとする。 

(2)地域再生可能エネルギーの活

用にあたっては、地域に根ざし

た主体の形成に努め、地域受

益を実現するものとする。  

(3)地域再生可能エネルギーの活

用にあたっては、地域の自然

環境の持続性に配慮するもの

とする。 

(4)地域再生可能エネルギーの活

用にあたっては、地域内での

公平性及び他者への影響に配

慮し、十分な合意形成のもとに

行うものとする。 

(5)町、町民及び事業者は、地域

再生可能エネルギーの地域に

おける価値を自覚し、地域社会

の発展に向け、相互に協力し

てその活用に努めるものとす

る。 

－ （八丈町地域再生可能エネルギー導入

審査会） 

第 5 条 本条例の趣旨に則した再生可

能エネルギーの活用のために必要な

審査を実施するため、八丈町地域再

生可能エネルギー導入審査会（以下

「審査会」という）を設置するものとす

る。 

2 審査会の運営に関し、必要な事項は

別に定めるものとする。 

（連携の推進等） 

第6条 町、町民及び事業者は、地域再

生可能エネルギーの活用について、

国、都及び関連する組織や団体と連

携を図るとともに、相互の協力が増進

されるよう努めるものとする。 

－ 

 

  

H26.4.1 
施行 
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  ①条例等名称 ②条例・要綱等の目的 
③地熱発電・説明対象範囲等用語

に関する規定 
④持続可能性等に関連する規定 ⑤モニタリングに関連する規定 ⑥協議会等合意形成に関連する規定 ⑦規模等に関連する規定 

長

崎

県 

雲

仙

市 

雲仙市地熱資源の保護及

び活用に関する条例 

（R3.3.25 施行） 

(目的) 

第 1 条 この条例は、地

熱資源が地域の共有

資源であるという認識

の下、市内の地熱資

源を保護するととも

に、地熱資源の将来

にわたる持続可能な

活用並びに地域の産

業振興及び公共の福

祉の増進に寄与する

ことを目的とする。 

(定義) 

第4条 この条例において、次の各

号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

(1) 温泉 法第 2 条第 1 項に規定

する温泉をいう。 

(2) 発電事業者 市内で地熱資源

を活用し、かつ、出力10キロワッ

ト以上の発電事業(以下「事業」と

いう。)を行う者をいう。 

(3) 事業計画 発電事業者が行う

事業候補地、事業実施体制、事

業スケジュール、開発計画と周

辺地域の他の類似事業との関係

性を示すもの、周辺環境に与え

る影響を把握するためのモニタ

リング調査計画その他事業の内

容が分かる計画をいう。 

(4) 温泉利用事業者 温泉を公共

の浴用、飲用等厚生的な目的で

利用する者又は配湯、発電、農

業等産業的な目的で利用する者

をいう。 

(基本理念) 

第 2 条 地熱資源を活用する際に

は、環境及び景観との調和並び

に既存の温泉への影響に十分

配慮しながら、将来にわたって持

続可能なものとし、地域振興に

資するよう行わなければならな

い。 

(事業者の責務) 

第 6 条 発電事業者は、事業を

行うに当たって、この条例を遵

守するとともに、市長の同意を

得た事業計画を履行しなけれ

ばならない。 

2 発電事業者は、進捗段階に応

じて、市その他関係者に対し

て、あらかじめ事業内容及び

その進捗状況を説明する機会

を設けなければならない。 

3 発電事業者は、その事業活

動によって、既存の温泉、地

熱・温泉熱発電所並びに市の

自然環境の保全及び生活・生

産環境の形成等に支障を来す

ことがないよう、自らの責任及

び負担において必要な措置を

講ずるものとする。 

4 発電事業者は、温泉の湧出

量の減少等周辺環境の変化

が認められた場合には、影響

調査を実施し、事業が原因で

あった場合には、必要な措置

を講じなければならない。 

5 発電事業者は、市が地熱資

源の保護に関する施策を実施

する場合には、当該施策の実

施に協力しなければならな

い。 

6 温泉利用事業者は、温泉資

源の保護に資するため、自ら

が所有し、又は利用する泉源

等の状況を把握するモニタリ

ングに努めなければならな

い。。 

第 5 条 市は、第 2 条に定める基本理念にの

っとり、この条例の適正な運用が図られるよ

う必要な措置を講じるものとする。 

2 市は、第 7 条の規定により提出された事業

計画を雲仙市地熱資源保護活用協議会(以

下「協議会」という。)において協議するに当

たり、地域住民及び関係機関と連携を取りな

がら、その意見を反映させるよう努めなけれ

ばならない。 

(事業計画の同意) 

第 7 条 発電事業者は、事業を実施する場合

において、次に掲げる行為を行うときは、当

該各号に定める日までに市長に事業計画を

提出し、あらかじめ当該事業計画の同意を

得なければならない。 

(1) 発電事業者が事業に係る地熱資源賦存状

況調査を行うとき 当該調査(既存資料調査

を除く。)を実施しようとする日の 90 日前 

(2) 発電事業者が法第 3 条又は第 11 条の規

定により長崎県知事への申請を行うとき 当

該申請を行おうとする日の 90 日前 

(3) 発電事業者が発電設備の設置工事を行う

とき 当該設置工事を行おうとする日の 90

日前 

(4) 発電事業者が事業実施のために必要とさ

れる法令等の手続に関して市長の同意等を

必要とする場合 当該手続を行う 90 日前 

2 市長は、事業計画の同意の可否に関し審

査するため、前項により事業計画を提出した

発電事業者に対し、必要と認められる情報

を文書により提出することを求め、又は当該

発電事業者の同意を得て現地調査を実施す

ることができるものとする。 

3 市長は、第 1 項の規定により事業計画の提

出を受けたときは、協議会に意見を求めるも

のとする。 

4 市長は、地域の地熱資源の適切な保護及

び適正な活用を図るため、必要に応じて、協

議会の意見を踏まえた意見書を長崎県知事

に提出するものとする。 

5 市長は、協議会の意見を参酌して、事業計

画の同意の可否を決定するものとする。 

6 市長は、事業計画の同意を行う場合には、

発電事業者に対して必要な条件を付すこと

ができ、発電事業者は、当該条件を事業計

画の内容に反映させなければならない。 

 

第 4 条 この条例において、次の

各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによ

る。 

 (2) 発電事業者 市内で地熱資

源を活用し、かつ、出力10キロ

ワット以上の発電事業(以下「事

業」という。)を行う者をいう。 

 

  

R3.3.25 
施行 

https://www1.g-reiki.net/unzen/reiki_honbun/r281RG00001380.html#e000000093
https://www1.g-reiki.net/unzen/reiki_honbun/r281RG00001380.html#e000000093
https://www1.g-reiki.net/unzen/reiki_honbun/r281RG00001380.html#e000000090
https://www1.g-reiki.net/unzen/reiki_honbun/r281RG00001380.html#e000000090
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熊

本

県 

南

阿

蘇

村 

南阿蘇村地熱資源の活用

に関する条例 

（H26. 12.12 施行） 

（目的） 

第 1 条 この条例は、

南阿蘇村の阿蘇山西

部地域における地熱

資源の活用に関し、

必要な事項を定める

ことにより、地熱資源

の保全や自然環境と

の調和を図りながら、

持続可能な活用と、地

域の産業振興及び雇

用創出等の実現に資

することを目的とす

る。 

（定義） 

第3条 この条例において、次の各

号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

(1)阿蘇山西部地域 南阿蘇村大字

河陽、大字長野の範囲内をい

う。 

(2)事業者 地熱・温泉熱発電等地

熱資源を活用した事業（既存の

温泉事業を除く）（以下「事業」と

いう。）を行おうとする者をいう。 

(3)事業計画 事業者が行う事業計

画をいう（事業候補地、事業実施

体制、事業スケジュール、開発

計画と村内の他の事業の関係性

を示すもの、周辺環境に与える

影響を把握するためのモニタリ

ング調査計画、その他事業の内

容が分かるもの）。 

（基本理念） 

第 2 条 地熱資源を活用する際

には、環境及び景観との調和並

びに既存の温泉への影響に十

分配慮しながら、将来にわたって

持続可能なものとし、南阿蘇村

の地域振興に資するよう行わな

ければならない。 

（事業者の責務） 

第5 条 事業者は、事業を行うに

当たって、本条例を遵守しな

ければならない。 

2 事業者は、湧出量の減少等周

辺環境の変化が認められた場

合には、影響調査を実施し、

当該事業が原因であった場合

には、必要な措置を講じるとと

もに、村が地熱資源の保護に

関する施策を実施する場合に

は、それに協力しなければな

らない。 

（事業者の責務） 

第 5 条 事業者は、事業を行うに当たって、本

条例を遵守しなければならない。 

3 事業者は、事業を進めるに当たっては、機会

あるごとに、村、行政区長、温泉事業者、そ

の他関係者に対して、事業計画の内容を説

明しなければならない。 

（協議会の設置） 

第 9 条 村長は、地熱資源の活用に関する協

議を行うため、阿蘇山西部地域地熱資源活

用協議会（以下「協議会」という。）を設置す

る。 

（委員） 

第 10 条 協議会は、委員２５人以内で組織す

る。 

2 委員は、村の公共的団体等の代表者、学識

経験者、その他住民の中から村長が委嘱す

る。 

3 委員の任期は、４年とする。ただし、補欠の

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

4 前項の規定にかかわらず、団体の代表者及

び公職にあることにより委員を任命された場

合において、その職を退いたときには、その

委嘱を解くものとする。 

5 委員は、再任することができる。 

（オブザーバー） 

第12条 協議会には、地熱資源の活用に関す

る意見を聴くためにオブザーバーを置くこと

ができる。 

2 オブザーバーは、会長の要請により協議会

に出席し、意見を述べるものとする。 

－ 

 

  

H26. 12.12 
施行 
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熊

本

県 

小

国

町 

小国町地熱資源の

適正活用に関する

条例 

（H28.1.1 施行） 

（目的） 

第 1 条 この条例は、町内に存

する地熱資源が町及び町民

の貴重な財産であるという認

識の下、地熱発電開発に必

要な事項を定めることによ

り、地熱資源の適正かつ永

続的活用を進め、地域経済

の振興と福祉の増進等に資

することを目的とする。 

（定義） 

第 4 条 この条例において「地熱発

電事業者」とは、町内で地熱資源

を活用し、発電事業を行おうとす

る者をいう。 

2 この条例において「事業計画」と

は、地熱発電事業者が行う、事

業候補地、事業実施体制、事業

スケジュール、開発計画と周辺

地域の他の類似事業の関係性

を示すもの、周辺環境に与える

影響を把握するためのモニタリ

ング調査計画その他事業の内容

が分かる計画をいう。 

（基本理念） 

第2条 地熱資源を活用して発電

を行う際には、既存の温泉及

び、地熱・温泉熱発電所への

影響並びに環境及び景観との

調和に十分配慮しながら、将

来にわたって持続可能なもの

とし、町の地域振興に寄与する

よう行わなければならない。 

2地熱資源は地下深部に存し、地

表面から直接見ることができな

いため、地熱発電開発におい

ては、主な段階において事業

内容の確認を受けながら、慎

重に手順を踏んで実施されな

ければならない。 

（地熱発電事業者の責務） 

第 6 条 地熱発電事業者は、その事業

活動によって、既存の温泉、地熱・

温泉熱発電所並びに町の自然環境

の保全及び生活・生産環境の形成

に支障を来すことがないよう自らの

責任及び負担において必要な措置

を講ずるものとする。 

2地熱発電事業者は、湧出量の減少等

周辺環境の変化が認められた場合

には、影響調査を実施し、当該事業

が原因であった場合には、必要な措

置を講じるとともに、町が地熱資源

の保護に関する施策を実施する場

合には、それに協力しなければなら

ない。 

（地熱発電事業者の責務） 

第 6 条 

3 地熱発電事業者は、事業を進めるに当た

っては、機会あるごとに、町、地域住民の

代表、温泉事業者その他関係者に対し

て、事業計画の内容を説明しなければな

らない。 

（地熱資源活用審議会の設置） 

第7条 町長の諮問機関として、小国町地熱

資源活用審議会（以下「審議会」という。）

を置く。 

2 審議会は、町長の諮問に応じ、事業計画

又は第 10 条に規定する変更事業計画に

関し、審議、調査等を行うとともに、地熱

資源の保護及び地熱資源活用に関し、町

長に答申する。 

－ 

 

  

H28.1.1 
施行 
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  ①条例等名称 ⑤モニタリングに関連する規定 ⑥協議会等合意形成に関連する規定 ⑦規模等に関連する規定 

  H26.10.1 改定 R4.4.1 H26.10.1 改定 R4.4.1 H26.10.1 改定 R4.4.1 H26.10.1 改定 R4.4.1 

大

分

県 

大

分

県 

大分県環境

審議会温泉

部会内規 

（H26.10.1 施

行） 

大分県環境

審議会温泉

部会内規 

（ R4.4.1 施

行） 

（審議基準） 

第 8 条 温泉ゆう出目的の土地掘削、増掘

及び動力装置等の許可申請の審議は公

益上必要とする場合を除き、次の各号に

より審議する。 

（５）地熱発電目的の土地の掘削または増

掘は、前４号の規定によらず、別表１によ

り審議する。 

 

別表１ 

１ 口径 80A 以内で大深度の掘削、増掘を

行う場合 

（２）モニタリング調査 

 以下の各項の実施について、許可申請時

に書面をもって誓約すること。 

①噴出試験を行い、温泉資源の保護を図る

ため必要な影響調査を実施すること。 

②生産開始後も温泉資源の保護を図るた

め、継続して影響調査を実施すること。 

③ゆう出量の減少など、温泉源への影響の

兆候が認められた場合、温泉の採取を停

止、または制限し、資源の回復が認めら

れない場合は温泉を埋め戻すこと。 

 

２ 口径 80A 超 150A 以内で掘削、増掘を行

う場合 

（２）モニタリング調査 

 以下の各項の実施について、許可申請時

に書面をもって誓約すること。 

①噴出試験を行い、温泉資源の保護を図る

ため必要な影響調査を実施すること。 

②生産開始後も温泉資源の保護を図るた

め、継続して影響調査を実施すること。 

③ゆう出量の減少など、温泉源への影響の

兆候が認められた場合、温泉の採取を停

止、または制限し、資源の回復が認めら

れない場合は温泉を埋め戻すこと。 

 

３ 前１．２の区分に当てはまらない掘削を

行う場合 

（１）事前調査 

（２）モニタリング調査 

（３）還元井の検討 

（４）地元説明 

（１）～（４）について説明、誓約する資料等

を提出し、第８条（６）で審議する。 

（審議基準） 

第８条 温泉ゆう出目的の土地掘削、増掘及

び動力装置等の許可申請の審議は公益

上必要とする場合を除き、次の各号により

審議する。 

（５） 地熱発電等を目的とした土地の掘削ま

たは増掘は、前４号の規定によらず、別

表１により審議する。 

 

別表１ 

１ 口径８０Ａ以内で大深度の掘削、増掘を

行う場合 

（２）モニタリング調査 

以下の各項の実施について、許可申請時に

書面をもって誓約すること。 

①噴出試験を行い、温泉資源の保護を図る

ため必要な影響調査を実施すること。 

②生産開始後も温泉資源の保護を図るた

め、継続して影響調査を実施すること。 

③ゆう出量の減少など、温泉源への影響の

兆候が認められた場合、温泉の採取を停

止、または制限し、資源の回復が認めら

れない場合は温泉を埋め戻すこと。 

 

２ 口径８０Ａ超１５０Ａ以内で掘削、増掘を行

う場合 

（２）モニタリング調査 

以下の各項の実施について、許可申請時に

書面をもって誓約すること。 

①噴出試験を行い、温泉資源の保護を図る

ため必要な影響調査を実施すること。 

②生産開始後も温泉資源の保護を図るた

め、継続して影響調査を実施すること。 

③ゆう出量の減少など、温泉源への影響の

兆候が認められた場合、温泉の採取を停

止、または制限し、資源の回復が認めら

れない場合は温泉を埋め戻すこと。 

 

３ 前１，２の区分に当てはまらない掘削を

行う場合 

（１）事前調査 

（２）モニタリング調査 

（３）還元井の検討 

（４）地元説明 

※（１）～（４）について説明、誓約する資料

等を提出し、第８条（６）で審議する。 

（審議基準） 

第 8 条 温泉ゆう出目的の土地掘削、

増掘及び動力装置等の許可申請の

審議は公益上必要とする場合を除

き、次の各号により審議する。 

（５）地熱発電目的の土地の掘削また

は増掘は、前４号の規定によらず、

別表１により審議する。 

 

別表１ 

１ 口径 80A 以内で大深度の掘削、増

掘を行う場合 

（１）事前調査 

 以下の各項を示し、温泉法第４条第

１号及び第３号に該当しないことを

説明すること。 

①地熱開発計画を明らかにし、地熱開

発計画と温泉資源の関係性を示す

こと。 

②掘削予定地点と既存泉の距離を測

定し、１５０ｍ以上離れていること。 

③開発計画が温泉資源に与える影響

を把握するため、温泉資源への必要

な調査を行うこと。 

④地熱開発地域で説明会等を行うこ

と。 

※大深度とは周辺の浴用利用の温泉

から１００ｍ以上掘削深度が増加す

るものをいう。 

※①は、近隣でNEDO等による地熱資

源調査が行われている場合、その

調査結果を用いることができる。 

 

２ 口径 80A 超 150A 以内で掘削、増

掘を行う場合 

（４）地元説明 

 以下について、許可申請時に書面を

もって誓約すること。 

・地熱開発地域で説明会等を行うこと。 

 

３ 前１．２の区分に当てはまらない掘

削を行う場合 

（１）事前調査 

（２）モニタリング調査 

（３）還元井の検討 

（４）地元説明 

（１）～（４）について説明、誓約する資

料等を提出し、第８条（６）で審議す

る。 

 

（審議基準） 

第８条 温泉ゆう出目的の土地掘削、

増掘及び動力装置等の許可申請の

審議は公益上必要とする場合を除

き、次の各号により審議する。 

（５） 地熱発電等を目的とした土地の

掘削または増掘は、前４号の規定に

よらず、別表１により審議する。 

 

別表１ 

１ 口径８０Ａ以内で大深度の掘削、増

掘を行う場合 

（１）事前調査 

以下の各項を示し、温泉法第４条第１

号及び第３号に該当しないことを説

明すること。 

①地熱開発計画を明らかにし、地熱開

発計画と温泉資源の関係性を示す

こと。 

②掘削予定地点と既存泉の距離を測

定し、１５０ｍ以上離れていること。 

③開発計画が温泉資源に与える影響

を把握するため、温泉資源への必要

な調査を行うこと。 

④地熱開発地域で説明会等を行うこ

と。 

※大深度とは周辺の浴用利用の温泉

から１００ｍ以上掘削深度が増加す

るものをいう。 

※①は、近隣でＮＥＤＯ等による地熱

資源調査が行われている場合、そ

の調査結果を用いることができる。 

 

２ 口径８０Ａ超１５０Ａ以内で掘削、増

掘を行う場合 

（４）地元説明 

以下について、許可申請時に書面をも

って誓約すること。 

・地熱開発地域で説明会等を行うこと。 

 

３ 前１，２の区分に当てはまらない掘

削を行う場合 

（１）事前調査 

（２）モニタリング調査 

（３）還元井の検討 

（４）地元説明 

※（１）～（４）について説明、誓約する

資料等を提出し、第８条（６）で審議

する。 

（審議基準） 

第 8 条 温泉ゆう出

目的の土地掘削、

増掘及び動力装

置等の許可申請

の審議は公益上

必要とする場合を

除き、次の各号に

より審議する。 

（５）地熱発電目的の

土地の掘削また

は増掘は、前４号

の規定によらず、

別表１により審議

する。 

 

別表１ 

１ 口径 80A 以内で

大深度の掘削、増

掘を行う場合 

２ 口径80A 超150A

以内で掘削、増掘

を行う場合 

３ 前１．２の区分に

当てはまらない掘

削を行う場合 

 

（上記のとおり、口

径 、 深度に て 区

分） 

（審議基準） 

第８条 温泉ゆう出

目的の土地掘削、

増掘及び動力装

置等の許可申請

の審議は公益上

必要とする場合を

除き、次の各号に

より審議する。 

（５） 地熱発電等を

目的とした土地の

掘削または増掘

は、前４号の規定

によらず、別表１

により審議する。 

 

別表１ 

１ 口径８０Ａ以内で

大深度の掘削、増

掘を行う場合 

２ 口径８０Ａ超１５０

Ａ以内で掘削、増

掘を行う場合 

３ 前１，２の区分に

当てはまらない掘

削を行う場合 

 

（上記のとおり、口

径、 深度 に て 区

分） 

 

H26.10.1 
施行 

R4.4.1 
施行 
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  ①条例等名称 ②条例・要綱等の目的 ③地熱発電・説明対象範囲等用語に関する規定 ⑤モニタリングに関連する規定 ⑥協議会等合意形成に関連する規定 

  H28.5.1 改定 H30.6.29 H28.5.1 改定 H30.6.29 H28.5.1 改定 H30.6.29 H28.5.1 改定 H30.6.29 H28.5.1 改定 H30.6.29 

大

分

県 

別

府

市 

別府市温泉発

電等の地域共

生を図る条例 

（H28.5.1 施行） 

別府市温泉発

電等の地域共

生を図る条例 

（ H30.6.29 改

正） 

（目的） 

第 1 条 この条

例は、別府市

の 区域に お

け る 温 泉 発

電等の導入

等に関し必要

な 事 項 を 定

め、温泉発電

等と自然環境

及び 生活環

境との調和並

びに市民との

共生を図るこ

とにより、地

域の温泉資

源の持続可

能 な 利活用

並び に 地域

の 振興及び

公共の福祉

に資すること

を 目 的 と す

る。 

（目的） 

第１条 この条

例は、温泉資

源が市民共

有の 財産で

あり、世代を

超えて引き継

ぐべきもので

あるという認

識の下、温泉

資 源 を 保 護

し、温泉発電

等と自然環境

及び 生活環

境 と の 調 和

並びに市民と

の 共 生 を 図

るため、温泉

発電等の導

入等に関し必

要 な 事 項 を

定め、もって

公共の福祉

及び地域の

振興に 資す

ることを目的

とする。 

（定義） 

第 2 条 この条例において、次の各

号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

(1)温泉発電等 温泉発電（源泉から

湧出する温泉（温泉法（昭和 23

年法律第 125 号）第 2 条第 1 項

に規定する温泉をいう。）のう

ち、おおむね摂氏 70 度から 150

度までの温度域の温泉を熱源と

して利用する発電をいう。）その

他地熱エネルギーを利用する発

電をいう。 

(2)温泉発電等設備 温泉発電等の

ための設備（電気事業法（昭和

39 年法律第 170 号） 第 38 条第

3 項に規定する事業用電気工作

物に限る。）及びその附帯設備を

いう。 

(3)温泉発電等の導入 温泉発電等

設備を設置すること（環境影響評

価法（平成 9 年法律第 81 号）第

2 条第 4 項に規定する対象事業

を除く。）をいう。 

(4)導入事業者 温泉発電等の導入

をしようとする者及び温泉発電

等の導入をしている者をいう。 

(5)近隣区域 温泉発電等の導入の

場所の境界から 200 メートル以

内の区域をいう。 

(6)近隣関係者 近隣区域に居住す

る者並びに近隣区域内の土地又

は建物の所有者、管理者及び占

有者をいう。 

(7)近隣温泉関係者 温泉発電等の

導入において、温泉発電等の熱

源となる源泉又は当該源泉から

150 メートル以内（当該源泉が新

たに掘削し、又は増掘する源泉

であって規則で定めるものであ

る場合は、300 メートル以内）の

源泉に係る権利を有する者をい

う。 

(8)水利関係者 温泉発電等の導入

において、温泉発電等のための

取水又は排水が行われる流域

における水利権を有する者をい

う。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各

号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

（１） 温泉発電等 温泉発電（源泉

から湧出する温泉（温泉法（昭和

２３年法律第 １２５号）第２条第

１項に規定する温泉をいう。）の

うち、おおむね摂氏７０度から１

５０度までの温度域の温泉を熱

源として利用する発電をいう。）

その他地熱エネルギーを利用す

る発電をいう。 

（２） 温泉発電等設備 温泉発電等

のための設備（電気事業法（昭

和３９年法律第１７０号）第３８条

第３項に規定する事業用電気工

作物に限る。）及びその附帯設

備をいう。 

（３） 温泉発電等の導入 温泉発電

等設備を設置すること（環境影響

評価法（平成９年法律第８１号）

第２条第４項に規定する対象事

業及び大分県環境影響評価条

例（平成１１年大分県条例第１１

号）第２条第４号に規定する対象

事業を除く。）をいう。 

（４） 温泉発電等掘削 温泉発電等

の導入又は温泉発電等のため

の地熱技術開発若しくは調査研

究を目的に行う新たな源泉の掘

削（代替掘削を含む。）又は増掘

をいう。 

（５） 導入事業者 温泉発電等の導

入をしようとする者及び温泉発

電等の導入をしている者をいう。 

（６） 近隣区域 温泉発電等の導入

の場所の境界から２００メートル

以内の区域をいう。 

（７） 近隣関係者 近隣区域に居住

する者並びに近隣区域内の土地

又は建物の所有者、管理者及び

占有者をいう。 

（８） 近隣温泉関係者 温泉発電等

の導入において、温泉発電等の

熱源となる源泉又は当該源泉か

ら１５０メートル以内（当該源泉が

温泉発電等掘削に係る源泉であ

って規則で定めるものである場

合は、３００メートル以内）の源泉

に係る権利を有する者をいう。 

（９） 水利関係者 温泉発電等の導

入において、温泉発電等のため

の取水又は排水が行われる流

域における水利権を有する者を

いう。 

（近隣区域の自然環境及び生

活環境に及ぼす影響の調

査等） 

第 10 条 事前協議申出導入事

業者は、温泉発電等の導入

が近隣区域の自然環境及

び生活環境に及ぼす影響を

調査しなければならない。 

2 事前協議申出導入事業者

は、温泉発電等設備の敷地

内から生じる騒音が近隣区

域の生活環境に及ぼす影

響を考慮し、規則で定めると

ころにより、騒音の防止に関

する計画を作成しなければ

ならない。 

（モニタリング） 

第 12 条 市長は、温泉発電等

の導入において、新たな源

泉の掘削（ 深度増加を伴わ

ない代替掘削の場合は源泉

の周囲 150 メートル以内に

他の源泉があるものに限

る。）又は増掘が行われる

場合は、前条第 2 項の規定

による事前協議の完了を承

認するときに近隣区域の温

泉資源の状況を確認するた

め、規則で定めるところによ

り、事前協議申出導入事業

者に源泉の温度、湧出量、

泉質等の計測（以下「モニタ

リング」という。）を求めるも

のとする。 

2 前項の規定によりモニタリン

グを求められた事前協議申

出導入事業者は、温泉発電

等設備の設置のための必

要な工事に着工する前、温

泉発電等設備の稼動の 6 月

後、1 年後、以後 1 年を経過

するごとにモニタリングを実

施し、その結果を市長に報

告するものとする。 

3 事前協議申出導入事業者

は、第1項の規定によりモニ

タリングを求められたとき

は、前条第 3 項の規定にか

かわらず、温泉発電等設備

の設置のための必要な工事

に着工する前のモニタリン

グの結果を報告した後に温

泉発電等設備の設置のた

めの必要な工事に着工する

ものとする。 

（近隣区域の自然環境及び生活

環境に及ぼす影響の調査等） 

第１０条 事前協議申出導入事業

者は、温泉発電等の導入が近

隣区域の自然環境及び生活環

境に及ぼす影響を調査しなけ

ればならない。 

２ 事前協議申出導入事業者は、

温泉発電等設備の敷地内から

生じる騒音が近隣区域の生活

環境に及ぼす影響を考慮し、

規則で定めるところにより、騒

音の防止に関する計画を作成

しなければならない。 

（モニタリング） 

第１２条 市長は、温泉発電等の

導入において、温泉発電等掘

削 （深度増加を伴わない代替

掘削の場合は当該代替掘削に

係る源泉の周囲１５０メートル

以内に他の源泉があるものに

限る。）が行われる場合は、前

条第２項の規定による事前協

議の完了を承認するときに、近

隣区域の温泉資源の状況を確

認するため、規則で定めるとこ

ろにより、事前協議申出導入事

業者に源泉の温度、湧出量、

泉質等の計測（以下「モニタリ

ング」という。）を求めるものと

する。 

２ 前項の規定によりモニタリング

を求められた事前協議申出導

入事業者は、温泉発電等設備

の設置のための必要な工事に

着工する前、温泉発電等設備

の稼動の６月後、１年後、以後

１年を経過するごとにモニタリ

ングを実施し、その結果を市長

に報告するものとする。 

３ 事前協議申出導入事業者は、

第１項の規定によりモニタリン

グを求められたときは、前条第

３項の規定にかかわらず、温

泉発電等設備の設置のための

必要な工事に着工する前のモ

ニタリングの結果を報告した後

に温泉発電等設備の設置のた

めの必要な工事に着工するも

のとする。 

（近隣関係者及び近隣

温泉関係者への説

明等） 

第 8 条 事前協議申出

導入事業者は、自ら

近隣関係者及び近

隣温泉関係者に対

し温泉発電等の導

入に関する説明を

行い、当該近隣関係

者及び近隣温泉関

係者の意見を把握

するとともに、その

意見に真摯に対応

しなければならな

い。 

2 前項の説明は、規則

で定めるところによ

り、地元説明会を必

要な回数開催する

方法その他の方法

で行うものとする。 

（水利関係者への説

明等） 

第 9 条 事前協議申出

導入事業者は、温

泉発電等のために

取水又は排水を必

要とするときは、水

利関係者に温泉発

電等の導入及び取

水又は排水に関す

る説明を行い、その

承諾を得なければ

ならない。 

2 事前協議申出導入

事業者は、温泉発

電等のための取水

又は排水の管理を

委託するときは、当

該委託を受ける者

に対し適正な対応を

行うよう指導すると

ともに、水利関係者

に当該委託に関す

る説明を行わなけ

ればならない。 

（近隣関係者及び近隣

温泉関係者への説

明等） 

第８条 事前協議申出

導入事業者は、自ら

近隣関係者及び近

隣温泉関係者に対

し温泉発電等の導

入に関する説明を

行い、当該近隣関係

者及び近隣温泉関

係者の意見を把握

するとともに、その

意見に真摯に対応

しなければならな

い。 

２ 前項の説明は、規

則で定めるところに

より、地元説明会を

必要な回数開催す

る方法その他の方

法で行うも のとす

る。 

（水利関係者への説

明等） 

第９条 事前協議申出

導入事業者は、温

泉発電等のために

取水又は排水を必

要とするときは、水

利関係者に温泉発

電等の導入及び取

水又は排水に関す

る説明を行い、その

承諾を得なければ

ならない。 

２ 事前協議申出導入

事業者は、温泉発

電等のための取水

又は排水の管理を

委託するときは、当

該委託を受ける者

に対し適正な対応を

行うよう指導すると

ともに、水利関係者

に当該委託に関す

る説明を行わなけ

ればならない。 

 

H28.5.1 
施行 

H30.6.29 
改正 
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  ①条例等名称 ②条例・要綱等の目的 
③地熱発電・説明対象範囲等用語

に関する規定 
④持続可能性等に関連する規定 

⑤モニタリングに関連する 

規定 
⑥協議会等合意形成に関連する規定 ⑦規模等に関連する規定 

大

分

県 

由

布

市 

由布市自然環境等と

再生可能エネルギー

発電設備設置事業と

の調和に関する条例 

（H26.1.29 施行） 

（目的） 

第 1 条 この条例は、由布

市における美しい自然環

境、魅力ある景観及び良

好な生活環境の保全及

び形成と急速に普及が進

む再生可能エネルギー発

電設備設置事業との調和

を図るために必要な事項

を定めることにより、潤い

のある豊かな地域社会の

発展に寄与することを目

的とする。 

（定義） 

第3条 この条例において、次の各

号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

(1)再生可能エネルギー発電設備

設置事業 電気事業者による再

生可能エネルギー電気の調達に

関する特別措置法（平成 23 年法

律第 108 号）第 2 条第 3 項に規

定する設備（送電に係る鉄柱等

を除く。）の設置を行う事業をい

う。 

(2)事業者 再生可能エネルギー発

電設備設置事業（以下 「事業」と

いう。）を行うものをいう。 

(3)事業区域 事業を行う区域をい

う。 

(4)建築物 建築基準法（昭和 25 年

法律第 20 1 号）第 2 条第 1 号に

規定する建築物をいう。 

(5)工作物 土地に定着する人工物

で建築物以外のものをいう。 

(6)該当自治会 その区域に事業区

域を含む自治会をいう。 

(7)近隣関係者 事業区域の境界線

から 16 メートル又は事業に係る

建築物若しくは工作物の高さの 2

倍の水平距離の範囲内にある土

地又は建築物を所有する者をい

う。 

（基本理念） 

第 2 条 由布市の美しい自然環

境、魅力ある景観及び良好な

生活環境は、市民の長年にわ

たる努力により形成されてきた

ものであることに鑑み、市民共

通のかけがえのない財産とし

て、現在及び将来の市民がそ

の恵沢を享受することができる

よう、地域住民の意向を踏まえ

て、その保全及び活用が図ら

れなければならない。 

－ （該当自治会への説明等） 

第 10 条 事業者は、前条第 1 項の規定による

届出を行う前に、該当自治会の住民に対し

て、同項第 1 号及び第 2 号に掲げる事項を

周知し、事業の施行等について説明会を開

催しなければならない。 

2 事業者は、前条第 3 項の規定による変更の

届出を行う前に、該当自治会に対して、事業

の施行等について説明会を開催しなければ

ならない。ただし、事業内容等の変更が軽

微で市長が説明会の開催を要しないと認め

たときは、この限りでない。 

3 事業者は、前 2 項の説明会により、該当自

治会の理解を得るように努めるものとする。

ただし、該当自治会が事業者の説明に応じ

ないことその他の規則で定める理解を得ら

れない理由があるときは、この限りでない。 

（近隣関係者への説明等） 

第 11 条 事業者は、第 9 条第 1 項の規定によ

る届出を行う前に、近隣関係者に対して、同

項第 1 号及び第 2 号に掲げる事項を周知

し、事業の施行等について説明を行うものと

する。 

2 事業者は、第 9 条第 3 項の規定による変更

の届出を行う前に、近隣関係者に対して、事

業の施行等について説明を行うものとする。

ただし、事業内容等の変更が軽微で市長が

説明を要しないと認めたときは、この限りで

ない。 

3 事業者は、前 2 項の説明により、近隣関係

者の理解を得るように努めるものとする。た

だし、近隣関係者が事業者の説明に応じな

いことその他の規則で定める理解を得られ

ない理由があるときは、この限りでない。 

第 12 条 市長は、第 9 条の規定による協議に

当たっては、審査を実施し、必要に応じて次

条に規定する審議会に諮問するものとす

る。 

（審議会） 

第13 条 市長は、この条例の目的及び基本理

念を推進するために、由布市自然環境等と

再生可能エネルギ一発電設備設置事業との

調和に関する審議会（以下「審議会」とい

う。）を置く。 

2 審議会は、市長の諮問に応じて審議し、答

申するものとする。 

3 審議会の組織、運営その他の審議会に関し

必要な事項は、規則で定める。 

（適用を受ける事業） 

第 7 条 この条例の規定は、事業区域

の面積が 5,000 平方メートルを超える

事業に適用する。 

2 既に施行している事業の事業区域の

近接地において一体的な事業を施行

する場合は、その面積を合算するも

のとする。 

（抑制区域） 

第 8 条 市長は、次の各号に掲げる事

由により特に必要があると認めるとき

は、事業を行わないよう協力を求める

区域を定めることができるものとす

る。 

(1) 貴重な自然状態を保ち、学術上重

要な自然環境を有していること。 

(2) 地域を象徴する優れた景観として、

良好な状態が保たれていること。 

(3) 歴史的又は郷土的な特色を有して

いること。 

2 前項の規定は、前条に規定する事業

区域の面積にかかわらず、すべての

事業について適用する。ただし、建築

物の屋根又は屋上に設置するものを

除く。 

 

  

H26.1.29 
施行 
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  ①条例等名称 ②条例・要綱等の目的 ③地熱発電・説明対象範囲等用語に関する規定 ④持続可能性等に関連する規定 ⑤モニタリングに関連する規定 ⑥協議会等合意形成に関連する規定 

  H26.12.1 H28.9.23 H26.12.1 H28.9.23 H26.12.1 H28.9.23 H26.12.1 H28.9.23 H26.12.1 H28.9.23 H26.12.1 H28.9.23 

大

分

県 

九

重

町 

九重町再生

可能エ ネ ル

ギ ー発電設

備設置事業

指導要綱 

（H26.12.1 施

行） 

九重町地熱資源

の保護及び活用

に関する条例 

（H28.9.23 施行） 

（目的） 

第 1 条 この要

綱は、九重町

内における再

生可能エネル

ギー発電設備

設置事業に関

し必要な基準

を定め、その

適正な実施を

誘導すること

により、環境

保全と持続可

能な資源活用

を地域に応じ

た形で推進す

るとともに、関

係者の調和を

図ることを目

的とする。 

（目的） 

第 1 条 この条

例は、九重町

における地熱

発電事業に関

する手続を定

め、資源の持

続可能な利用

を図ることに

より、環境保

全 及 び 公 共

の 福 祉 の 増

進に寄与する

ことを目的と

する。 

（定義） 

第 2 条 この要綱におい

て、次の各号に掲げる用

語の定義は、当該各号

に定めるところによる。 

(1)発電設備 電気事業者

による再生可能エネル

ギー電気の調達に関す

る特別措置法（平成 23

年法律第 108 号）第 2 条

第3項に規定する設備を

いう。 

(2)設置事業 発電設備設

置事業行為（土地の権利

の取得、伐採、造成、工

事等設置に係る事業の

全てを含む）をいう。 

(3)発電事業 発電設備に

おける発電及び売電行

為をいう。 

(4)事業者 設置事業等を行

う者をいう。 

(5)設置場所 発電設備の

有無にかかわらず設置

事業を実施しようとする

全ての場所をいう。 

(6)地元住民 設置場所が

所在する行政区内に居

住する者及び設置場所

が所在する区域に隣接

する区域内に居住する

者等をいう。 

(7)隣接関係者 当該設置

事業による自然及び生

活環境の改変の影響を

受けるおそれがある者

等をいう。 

（定義） 

第 3 条 この条例におい

て、次の各号に掲げる用

語の定義は、当該各号

に定めるところによる。 

(1)環境 自然環境及び地

域住民の生活環境のこ

とをいう。 

(2)温泉 温泉法（昭和23年

法律第 125 号）第 2 条第

1 項に規定する温泉をい

う。 

(3)事業者 地熱発電事業を

行おうとする者をいう。 

(4)対象事業 事業者による

既存の温泉を利用若しく

は井戸を新たに掘削、掘

り替え若しくは増掘して

行う地熱発電事業をい

う。ただし、既存井を利

用した事業（従前より地

熱発電事業以外を目的

として使用している既存

井を利用した事業及び

既に地熱発電事業を実

施している既存井におい

てその余剰熱を利用す

る事業）で、事業実施前

後において湧出量に変

化を生じない事業並びに

資源調査の結果から出

力規模が決定し、環境影

響評価法（平成 9 年法律

第 81 号）第 2 条第 4 項

及び大分県環境影響評

価条例（平成 11 年大分

県条例第 11 号）第 2 条

第 4 項に基づく環境影響

評価の対象となる事業を

除く。 

(5)事業計画 事業候補地、

事業実施体制、スケジュ

ール及び事業者が行う

既存泉源及び環境に与

える影響を把握するため

のモニタリング調査計画

並びに影響に対する対

処法並びにその他事業

の内容が分かる計画を

いう。 

 

－ （基本理念） 

第 2 条 地熱発電事

業を行おうとする

者が、資源を活用

す る 際 に は 、 環

境、景観及び地域

住民に十分配慮

し、次世代に引き

継ぐための持続可

能なものとし、地

域振興に資するよ

う行わなければな

らない。 

（モニタリングの実

施) 

第13 条 町長は、前

条の規定による通

知 を 行 う に あ た

り、周辺地域の自

然及び生活環境を

保全するために必

要であると認める

ときは、設置事業

着手前後のモニタ

リングを事業者に

求めることができ

る。 

2 前項のモニタリン

グは次の各号に

掲げる区分に応

じ、当該各号に定

めるところにより

行うものとする。 

(1) 地熱・温泉発電

及び土地の掘削

を伴う発電は次に

定めるところによ

る。 

ア 周辺の既存泉源

の温度、湧出量及

び泉質等について

計測し、町長に報

告 す る も の と す

る。 

イ アの計測及び報

告は、工事着工前

並びに発電開始

後の 1 月後、6 月

後、1 年後及び 1

年経過するごとと

する。 

(2) 前号以外の発電

はモニタリング調

査内容及び時期

について、町長と

事前に協議を行い

決定し、町長に報

告 す る も の と す

る。 

（ 事 業 者 の 責

務） 

第 5 条 

4 事業者は、温

泉 資 源 の 保

護に資するた

め、既存泉源

等の状況を把

握するための

モニタリング

に努めなけれ

ばならない。 

（地元住民への説

明等） 

第 9 条 事業者

は、第 3 条の規

定による届出を

行う前に、事業

の施工内容等

について地元住

民及び隣接関

係者へ説明会

等を開催するこ

ととし、理解を得

るように努める

ものとする。た

だし、地域の状

況に応じて、地

元住民以外にも

説明会等を開催

す る も の と す

る。 

2 事業者は、前条

の規定による変

更の届出を行う

前に、地元住民

及び隣接関係

者へ説明会等を

開催することと

し、理解を得る

よう努めるもの

とする。ただし、

事業内容等の

変更が軽微で

町長が説明会

の開催を要しな

いと認めたとき

は、この限りで

はない。 

3 事業者は、前 1

項の規定により

説明会を開催し

たときは、説明

会等実施状況

報告書（様式第

5 号）を町長に

提出するものと

する。 

（事業者の責務） 

第 5 条 

3 事業者は、進捗

段階に応じて、

町、地域住民、

既存泉源所有

者及びそ の他

関 係 者 に 対 し

て、あらかじめ

事業内容及びそ

の進捗状況を説

明する機会を設

けなければなら

ない。 

（九重町地熱発電

事業検討委員

会の設置） 

第９条 第６条第１

項により提出さ

れ た事業計画

又は第７条第１

項により提出さ

れ た変更事業

計画の調査審

議を行うため、

九重町地熱発

電事業検討委

員会（以下「委

員会」という。）

を設置する。 

２ 委員会の組織

及び運営に関

する事項につい

ては、規則で定

める。 

 

 

H26.12.1 
施行 

H28.9.23 
施行 
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  ①条例等名称 ②条例・要綱等の目的 
③地熱発電・説明対象範囲等用語に関する 

規定 
⑥協議会等合意形成に関連する規定 ⑦規模等に関連する規定 

  H27.10.5 改定 R3.4.1 H27.10.5 改定 R3.4.1 H27.10.5 改定 R3.4.1 H27.10.5 改定 R3.4.1 H27.10.5 改定 R3.4.1 

鹿

児

島

県 

霧

島

市 

霧島市温泉を利

用した発電事業

に関する条例 

（H27.10.5 制定） 

霧島市温泉を利

用した発電事業

に関する条例 

（R3.4.1 施行） 

（目的） 

第1条 この条例

は、本市にお

ける温泉を利

用した発電事

業の実施に関

する手続を定

め、温泉資源

の適切な保護

及び適正な利

用を図ることに

より、貴重な共

有財産として

将来の世代に

引き継ぎ、及

びその持続的

な利用を可能

とし、もって自

然環境の保全

及び公共の福

祉の増進に寄

与することを目

的とする。 

(目的) 

第１条 この条例

は、本市におけ

る温泉を利用し

た発電事業の実

施に関する手続

を定め、温泉資

源の適切な保護

及び適正な利用

を図ることによ

り、貴重な共有

財産として将来

の世代に引き継

ぎ、及びその持

続的な利用を可

能とし、もって自

然環境の保全及

び公共の福祉の

増進に寄与する

ことを目的とす

る。 

（定義） 

第 2 条 この条例にお

いて、次の各号に掲

げる用語の意義は、

当該各号に定める

ところによる。 

(1) 温泉 温泉法（昭

和 23 年法律第 125

号）第 2 条第 1 項に

規定する温泉をい

う。 

(2)発電事業者 温泉

を利用して地熱発電

を行う事業者をい

う。 

(3)対象事業 発電事

業者による既存の

温泉を利用若しくは

温泉を新たに掘削、

替え掘り若しくは増

掘して行う地熱発電

事業又は発電後に

生じる蒸気や熱水

等を活用した事業を

いう。ただし、環境

影響評価法（平成 9

年法律第81 号）第2

条第 4 項及び鹿児

島県環境影響評価

条例（平成 12 年鹿

児島県条例第 26

号）第 2 条第 2 項に

基づく環境影響評価

の対象となる事業を

除く。 

(4)事業計画 対象事

業に関し、市長が別

に定める事項を記

載した計画をいう。 

(定義) 

第２条 この条例に

おいて、次の各号

に掲げる用語の

意義は、当該各号

に定めるところに

よる。 

(1) 温泉 温泉法(昭

和23年法律第125

号)第２条第１項に

規定する温泉をい

う。 

(2) 発電事業者 温

泉を利用して地熱

発電を行う事業者

をいう。 

(3) 対象事業 発電

事業者による既存

の温泉を利用若し

くは温泉を新たに

掘削、替え掘り若

しくは増掘して行う

地熱発電事業又

は発電後に生じる

蒸気や熱水等を

活用した事業をい

う。 

(4) 事業計画 対象

事業に関し、市長

が別に定める事

項を記載した計画

をいう。 

（責務） 

第 3 条 発電事業者は、対象事

業を実施するに当たっては、

その進捗段階に応じて、市、

地域住民、温泉利用事業者

（温泉を公共の浴用又は飲

用など厚生的な目的で利用

するもの又は温泉を配湯、発

電、農業等産業的な目的で

利用するものをいう。）その

他関係者に対して、事業計画

の内容及びその進捗状況を

説明する機会を設けなけれ

ばならない。 

（事業計画の同意） 

第 4 条 

3 市長は、第１項の規定により

事業計画の提出を受けたと

きは、霧島市温泉資源の保

護及び適正な利用に関する

調査検討委員会（以下「委員

会」という。）に意見を求める

ものとする。 

4 市長は、前項に規定する委

員会の意見を参酌して同意

の可否を決定するものとす

る。 

第 12 条 第 4 条 1 項により提

出された事業計画又は第 5

条 1 項により提出された変更

事業計画の調査審議を行う

ため、委員会を置く。 

（委員会の組織等） 

第 13 条 委員会の委員は、次

に掲げる者のうちから市長が

嘱する。 

(1) 識見を有する者 

(2) 地域住民の代表 

(3) 温泉関係団体代表者 

(4) 環境関係団体代表者 

(5) 前各号に掲げるものほか、

市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は２年とし、再任

を妨げない。ただし、補欠委

員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

(責務) 

第３条 発電事業者は、対象事業を

実施するに当たっては、その進捗

段階に応じて、市、地域住民、温

泉利用事業者(温泉を公共の浴用

又は飲用など厚生的な目的で利

用するもの又は温泉を配湯、発

電、農業等産業的な目的で利用す

るものをいう。)その他関係者に対

して、事業計画の内容及びその進

捗状況を説明する機会を設けなけ

ればならない。 

(事業計画の同意) 

第４条 

３ 市長は、第１項の規定により事業

計画の提出を受けたときは、霧島

市温泉資源の保護及び適正な利

用に関する調査検討委員会(以下

「委員会」という。)に意見を求める

ものとする。 

４ 市長は、地域の温泉資源の適切

な保護及び適正な利用を図るた

め、必要に応じて、前項に規定す

る委員会の意見(第１項第２号に

係るものに限る。)を踏まえた意見

書を鹿児島県知事に提出するも

のとする。 

第 14 条 第４条第１項により提出さ

れた事業計画又は第５条第１項に

より提出された変更事業計画の調

査審議を行うため、委員会を置く。 

２ 委員会は、市長の諮問に応じ、対

象事業が周辺の温泉に及ぼす影

響その他の規則で定める事項を

調査するものとする。 

(委員会の組織等) 

第 15 条 委員会の委員は、次に掲

げる者のうちから市長が委嘱す

る。 

(1) 識見を有する者 

(2) 地域住民の代表 

(3) 温泉関係団体代表者 

(4) 環境関係団体代表者 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市

長が必要と認める者 

２ 委員の任期は２年とし、再任を妨

げない。ただし、補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

（定義） 

第 2 条 

(3)対象事業 発電事

業者による既存の

温泉を利用若しくは

温泉を新たに掘削、

替え掘り若しくは増

掘して行う地熱発電

事業又は発電後に

生じる蒸気や熱水等

を活用した事業をい

う。ただし、環境影

響評価法（平成 9 年

法律第81号）第2条

第 4 項及び鹿児島

県環境影響評価条

例（平成 12 年鹿児

島県条例第 26 号）

第2条第2項に基づ

く環境影響評価の対

象となる事業を除

く。 

(定義) 

第２条 

(3) 対象事業 発電事

業者による既存の

温泉を利用若しくは

温泉を新たに掘削、

替え掘り若しくは増

掘して行う地熱発電

事業又は発電後に

生じる蒸気や熱水等

を活用した事業をい

う。 

 

  

H27.10.5 
制定 

R3.4.1 
施行 
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  ①条例等名称 ②条例・要綱等の目的 
③地熱発電・説明対象範囲等用語に 

関する規定 
⑤モニタリングに関連する規定 ⑥協議会等合意形成に関連する規定 ⑦規模等に関連する規定 

  H27.4.1 改定 H28.3.25 H27.4.1 改定 H28.3.25 H27.4.1 改定 H28.3.25 H27.4.1 改定 H28.3.25 H27.4.1 改定 H28.3.25 H27.4.1 改定 H28.3.25 

鹿

児

島

県 

指

宿

市 

指宿市温泉

資源の保護

及び 利用に

関する条例 

（ H27.4.1 施

行） 

指宿市温泉資源

の保護及び利用

に関する条例 

（H28.3.25 改正） 

（目的） 

第 1 条 この

条例は，温

泉 資 源 は

市 及 び 市

民 の 共 有

資源である

という認識

の下，市内

における温

泉 資 源 を

保護すると

ともに，温

泉 資 源 の

将 来 に わ

たる持続可

能 な 活 用

並 び に 地

域 の 産 業

振 興 及 び

公 共 の 福

祉 の 増 進

に寄与する

ことを目的

とする。 

（目的） 

第１条 この条

例 は ， 温 泉

資源は市及

び市民の共

有資源であ

るという認識

の 下 ， 市 内

に お け る 温

泉資源を保

護するととも

に ， 温 泉 資

源の将来に

わたる持続

可能な活用

並びに地域

の産業振興

及び公共の

福祉の増進

に寄与す る

ことを目的と

する。 

（定義） 

第 3 条 この条例にお

いて「温泉」とは，温

泉法第 2 条第 1 項

に規定する温泉を

いう。 

2 この条例において

「温泉源」とは，温泉

法第2条第2項に規

定する温泉源をい

う。 

3 この条例において

「温泉利用事業者」

とは，次に掲げる者

をいう。 

(1)温泉を公共の浴用

又は飲用に利用す

る者 

(2)温泉を配湯業，農

業又は養殖業で利

用する者 

(3)地熱又は温泉を発

電事業（以下「地熱

発電事業」という。）

で利用する者 

(4)前 3 号に掲げる者

のほか，温泉を事

業の用に供する目

的で利用すると市長

が認めた者 

4 この条例において

「地熱発電事業者」

とは，市内で地熱又

は温泉を利用し，か

つ，出力 10kW 以上

の発電事業を行おう

とする者をいう。 

5 この条例において

「事業計画」とは，地

熱発電事業者が行

う，事業候補地，事

業実施体制，事業ス

ケジュール，開発計

画と市内の他の事

業の関係性を示す

もの，周辺環境に与

える影響を把握する

ためのモニタリング

調査計画その他事

業の内容が分かる

計画をいう 

（定義） 

第３条 この条例にお

いて「温泉」とは，温

泉法第２条第１項に

規定する温泉をい

う。 

２ この条例において

「温泉源」とは，温泉

法第２条第２項に規

定する温泉源をい

う。 

３ この条例において

「温泉利用事業者」

とは，次に掲げる者

をいう。 

(１) 温泉を公共の浴

用又は飲用に利用

する者 

(２) 温泉を配湯業，農

業又は養殖業で利

用する者 

(３) 地熱又は温泉を

発電事業（以下「地

熱発電事業」 と い

う。）で利用する者 

(４) 前３号に掲げる者

のほか，温泉を事

業の用に供する目

的で利用すると市長

が認めた者 

４ この条例において

「地熱発電事業者」

とは，市内で地熱又

は温泉を利用し，か

つ，出力 10kw 以上

の発電事業を行おう

とする者をいう。 

５ この条例において

「事業計画」とは，地

熱発電事業者が行

う，事業候補地，事

業実施体制，事業ス

ケジュール，開発計

画と市内の他の事

業の関係性を示す

もの，周辺環境に与

える影響を把握する

ためのモニタリング

調査計画その他事

業の内容が分かる

計画をいう。 

（ 基 本 的 責

務） 

第 4 条 

2 温泉利用

事業者は，

温 泉 資 源

の 保 護 に

資 す る た

め，自らが

所 有 す る

温 泉 の 状

況 等 を 把

握するモニ

タリングに

努めるもの

とする。 

（基本的責務） 

第４条 

２ 温泉利用事

業 者 は ， 温

泉資源の保

護に資する

ため，自らが

所有する温

泉の状況等

を 把握す る

モニタリング

に 努 め る も

のとする。 

（基本的責務） 

第 4 条 3 地熱発電事業

者は，事業を進めるに

当たっては，機会ある

ごとに，市，地域住民の

代表，温泉利用事業者

その他関係者に対し

て，事業計画の内容を

説明しなければならな

い。 

（協議会の設置） 

第 5 条 事業計画又は第

13 条に規定する変更事

業計画に関し，審議，調

査等を行うため，指宿

市調和のとれた地熱活

用協議会（以下「協議

会」という。）を置く。 

（協議会の組織） 

第 6 条 協議会は，会長

及び委員で組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者

のうちから市長が委嘱

する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 地域住民の代表 

(3) 温泉井所有者の代表 

(4) 前３号に掲げる者の

ほか，温泉資源保護及

び利用に関係する団体

の代表 

３ 会長は，前項第 1 号に

掲げる者のうちから委

員の互選によりこれを

定める。 

４ 会長は，協議を代表

し，会務を総理する。 

５ 会長に事故があると

き，又は欠けたときは，

あらかじめ会長の指名

する委員が，その職務

を代理する。 

（委員の任期） 

第 7 条 委員の任期は，

４年とし，再任を妨げな

い。ただし，補欠委員の

任期は，前任者の在任

期間とする。 

（基本的責務） 

第４条 

３ 地熱発電事業者は，事業を進

めるに当たっては，機会あるご

とに，市，地域住民の代表，温

泉利用事業者その他関係者に

対して，事業計画の内容を説

明しなければならない。 

（協議会の設置） 

第５条 事業計画又は第 13 条に

規定する変更事業計画に関

し，審議，調査等を行うため，

指宿市調和のとれた地熱活用

協議会（以下「協議会」という。）

を置く。 

（協議会の組織） 

第６条 協議会は，会長及び委員

で組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうち

から市長が委嘱する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 地域住民の代表 

(３) 温泉井所有者の代表 

(４) 市の職員 

(５) 前各号に掲げる者のほか，

温泉資源の保護及び利用に関

係する団体の代表 

３ 会長は，前項第１号に掲げる

者のうちから委員の互選により

これを定める。 

４ 会長は，協議会を代表し，会

務を総理する。 

５ 会長に事故があるとき，又は

欠けたときは，あらかじめ会長

の指名する委員が，その職務

を代理する。 

（平 28 条例９・一部改正） 

（委員の任期） 

第７条 委員の任期は，４年とし，

再任を妨げない。ただし，補欠

委員の任期は，前任者の在任

期間とする。 

（定義） 

第 3 条 

4 この条例に

おいて「地

熱 発 電 事

業 者 」 と

は，市内で

地 熱 又 は

温 泉 を 利

用 し ， か

つ ， 出 力

10kW 以上

の 発 電 事

業を行おう

とする者を

いう。 

（定義） 

第３条 

４ この条例に

おいて「地熱

発電事業者」

とは，市内で

地熱又は温

泉を利用し，

か つ ， 出 力

10kw 以上の

発電事業を

行おうとする

者をいう。 

※各条例より作成 

H27.4.1 
施行 

H28.3.25 
改正 
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別紙７ 地熱開発に係る掘削許可の審査事例について 

 

近年、新たに地熱発電所が整備されている大分県、秋田県、岩手県における

手続きを参考として、地熱開発に係る掘削許可の審査の手続きについて示す。 

 

１．申請～許可までの流れ 

地熱開発に係る掘削許可における一般的な申請から許可の流れを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図１ 地熱開発に係る掘削許可における申請～許可までの流れの例  

事前相談 

温泉部会 

申請 

許可決定 

許可書交付 

⚫ 随時受付 

⚫ 提出すべき資料に齟齬が生じないように、当該地区における掘削（申請）

経験のない事業者の方は、事前相談をするとよい 

⚫ 必要な書式は HP 上でダウンロードできるように公開 

⚫ 部会開催の概ね１～２か月前を申請締め切りに設定し、ホームページで公表

している 

⚫ 提出先は、県の担当課の場合や、保健所の場合もある。 

＊３県の申請書類とその特徴を後述 

⚫ 都道府県担当部署による書類確認・現地調査  概
ね
１
～
２
か
月
間 

⚫ 温泉部会委員へ資料事前送付 

・ 温泉部会の２～４週間前に送付 

・ 資料：申請資料を抜粋したもの 

⚫ 自治体により年２～６回程度の開催 

⚫ 定期のところも不定期のところもある 

⚫ 温泉部会への諮問～答申を受けて県において許可決定 
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２．必要書類の一覧 

大分県、秋田県、岩手県における地熱開発に係る掘削許可の際に必要な必要

書類を示す。 

 

付表１ 掘削許可審査における必要書類（大分県、秋田県、岩手県の例） 

 大分県 岩手県 秋田県 

00 申請書 ◎ ◎ ◎ 

添
付
書
類 

01 掘削理由書 〇 ― ― 

02 位置図 〇 〇 〇 

03 見取図 〇 〇 〇 

04 設備配置図・構造図 〇 〇 〇 

05 掘削時災害防止技術基準に適合する

ことを証する書面 
〇 〇 〇 

06 災害防止規定 〇 〇 〇（例あり） 

07 土地を使用する権利を有することを証す

る書類 
◎ 〇 〇 

08 公図 〇 〇 ― 

09 定款または寄付行為の写し及び法人

登記簿謄本 
〇 〇 〇 

10 掘削孔仕上断面図 〇 〇 
― 

 

11 孔口装置図 ― 〇 ― 

12 利用計画図 〇  〇 

13 近隣源泉所有者の同意書 － 〇 〇（例あり） 

14 掘削地点と隣地境界との距離が２ｍ
未満の場合の隣地の土地所有者の
承諾書 

◎ ― ― 

15 温泉分析書の写し ― 〇 ― 

16 市町村への意見依頼書 
県で 

別途照会 
― ◎ 

17 誓約書 〇 〇 〇（例あり） 

◎：配布書式あり 
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３．提出書類の詳細 ※一部整理中  
大分 岩手 秋田 温泉法 

案内 温泉掘削許可申請のしおり ＷＥＢ掲載 温泉掘削等の許可申請について 

チェックリスト 申請時の提出資料（公開） 

WEB 温泉掘削等の許可申請手続 

申請の取り扱い留意事項（事務局資料） 

 

提出部数 ３部 正本１部、 副本２部 ２部 正本１部、 副本１部 正本１部  副本１部   

申請手数料 申請手数料 120,000 円 申請手数料 120,000 円 申請手数料 120,000 円   

・提出先 

・問い合わせ先 

・掘削が大分市⇒大分県自然保護推進室へ相談 

・大分市以外⇒掘削を所管する保健所 

県自然保護課 掘削予定地の保健所   

現地調査 ・申請内容を審査のうえ、適当な時期に現地調査を実施 

・現地調査時には必ず申請者と掘削工事業者が立ち会う。 

・掘削に伴う災害防止の確認をする。 

(I) 申請者に連絡のうえ調査日時を決定し、申請者及び

工事請負人の立会いを指示する。 

(2) 現地において、周囲の境界杭、電柱、その他固定工

作物等目標物からの距離、方向の測定を行い、申請図

書と一致しているか確認する。 

 実施する   

温泉部会 2 か月に１回 不定期（回数は年 1～3 回） 年 3 回（7，11，3 月）   

申請書 温泉掘削許可申請書（第１号様式） 

・ 申請者住所・氏名 

・ 新規代替の別 

・ 掘削地の所在地 

・ ゆう出路の口径、深さ、埋設管の種類 

・ 工事の施行法夫雄 

・ 掘削のための主要な設備の構造及び能力 

・ 着手及び完了の予定日 

・ 土地所有者の住所氏名 

温泉掘削許可申請書（様式第１号） 

・ 申請者住所、氏名 

・ 温泉の利用目的 

・ 掘削場所の所在地番 

・ 工事  

➢ 口径、深さ、施行方法、 

➢ 主要な設備の構造・能力 

➢ 着手予定日 

➢ 完了予定日  

土地掘削許可申請書（様式第１号） 

・ 申請者の住所、氏名 

・ 掘削に係る温泉の利用目的 

・ 掘削する土地の所在地番 

・ 工事 

➢ ゆう出路の口径、深さ、施行方法 

➢ 主要な設備の構造・能力 

➢ 着手予定日 

➢ 完了予定日  

― 

理由書等 温泉掘削の必要性や掘削後の利用計画等を記載したもの

（申請者記名） 

なし なし ー 

位置図 

掘削地点の詳細図 

掘削地点から不動点（２カ所以上）までの距離、隣地の地

番、方位を記入したもの 

＊不動点・・・建物、ブロック塀、道路側溝等の動かない地点 

国土地理院発行の縮尺５万分の１又は２万５千分の

１の地形図に申請地点及び既存源泉の位置を明示した

もの。 

（見取図の項目に記載） 温泉法施行細則 

第 2 条第 2 項第 2

号 

見取図 地図に掘削地点を明確に表示し、付近 200ｍ以内の著名

な建物及び既存源 泉の状況（地番、温泉採取権者名、掘

削地点からの距離）を記入したもの 

申請地点の周囲 200 メートル以内の既存源泉、主な目

標物及び申請地点からの距離を明示した縮尺 1,000 分

の１以上の見取図 

■掘削の場所付近の見取図 

掘削地を中心とし、半径 500ｍ以内の 5,000 分の 1 の

縮図で既設温泉湧出口、掘削の位置、水平距離、高低

差を明記したもの及び、掘削位置に赤印した 50,000 分

の１または 25,000 分の１の地形図 

温泉法施行細則 

第 2 条第 2 項第 2

号 

土地利用権利を証

明する書類 

土地登記事項証明書等、土地を掘削のために使用する権利を

有することを証明する 書類 

土地を使用する権利を有することを証する書類 （書式指定なし） 温泉法第 3 条第 2

項 
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大分 岩手 秋田 温泉法 

 ① 申請者が掘削地の所有者である場合 掘削地の土地登

記全部事項証明書（法務局）（３ヶ月以内に作成されたも

の） 

 ② 申請者が掘削地の所有者でない場合 

 ・掘削地の土地登記全部事項証明書（法務局）（３ヶ月

以内に作成されたもの）  

・掘削地所有者の「土地使用承諾書（印鑑証明書添付）」

等 （様式あり） 

＊掘削地が農地の場合や自然公園、急傾斜地等の法規制

地区の場合は、①又は②の書 類のほかに、土地の使用や掘削

に対する許可書等の写しを添付してください。 

ア）自己所有地の場合 

・土地登記簿謄本及び公図（いずれも発行から３ヶ月以

内のもの。以下同じ。） 

イ）他人の所有地の場合 

・土地登記簿謄本及び公図 

・土地の使用に関する契約書又は承諾書の写し（使用

目的が明示されているもの） 

・土地所有者の印鑑証明書（発行から３ヶ月以内のも

の） 

・国有林の場合は、国有林野使用（貸付）許可書又は

許可予諾書の写し及び林班図 

ウ）他法令の制限を受けている場合は、上記に掲げるもの

のほか、当該制限解除の処分について証する書類の写し

又は解除される見込みであることを確認できる書類（受理

証明書等） 

 

  

掘削地周辺の公図 公図とは、通常の場合、法務局に備え付けられている「字図」

が該当します。（縮尺、方位、転写年月日、転写者の記名押

印があるもの） 

地番確認のために掘削地点（申請地点）を公図上に表示し

てください。 

 （書式指定なし）  

仕上げ断面図  掘削孔断面図 

掘削深度及び口切管、砂止管、埋設管（本管及びストレーナ

ー部分）等の口径、材 30 令和４年４月１日 質及び深度

が記載されたもの（ボーリング工事業者等に作成を依頼してくだ

さい。） 

掘削口径、深度、ケーシングパイプの口径等工事施行の

方法を図示した掘削孔仕上断面図 

 （書式指定なし） 

  

温泉法施行細則第 2

条第 2 項第 4 号 

 孔口装置図 ― ゆう出口付近の配管状況（バルブの位置等）、ゆう出量

等を測定するための測定口の位置等を図示した孔口装置

図 

 （書式指定なし） 

  

温泉法施行細則第 2

条第 2 項第 5 号 

利用計画図 掘削地点から利用する施設（浴槽等）までの配管等を記載し

たもの （配管の口径、種類、延長を記入してください。） 

 
（書式指定なし） 
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大分 岩手 秋田 温泉法 

設備の配置、構造 主要な設備（掘削機、泥水ポンプ、櫓等）の配置が記入さ

れたもので、掘削工事設 備全体の構造がわかるもの（ボーリン

グ工事業者等に作成を依頼してください。） ＊代替掘削で、

掘削口から敷地境界線までの水平距離が３ｍ（８ｍ）未満

の場合は、 「遮断壁」の配置状況を記入してください。 ＊「遮

断壁」とは、温泉法施行規則附則第２条に規定する「迂回水

平距離３ｍ（８ ｍ）以上」の基準に適合させるため、掘削

口と敷地境界線の間に設置した可燃性 天然ガスを遮断するた

めの壁のことです。 

設備の配置図及び主要な設備の構造図  （書式指定なし） 

  

温泉法施行規則第

１条第２項第２号 

技術基準への適合 掘削時災害防止技術基準適合証明書 技術基準に適合することを証する書面  （書式指定なし） 温泉法施行規則第

１条２項第３号 掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに掘削の方法

が、温泉法施行規則第１ 条の２各号に掲げる基準に適合す

ることを証する書面（ボーリング工事業者等に作 成を依頼して

ください。） 

掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに掘削の方

法が技術基準に適合することを証する書面（別添参照） 

 （書式指定なし） 

災害防止規定・掘

削時災害防止規程 

温泉法施行規則第１条の２第１０号に規定する掘削時災

害防止規程（ボーリング工 事業者等に作成を依頼してくださ

い。）  

掘削に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する

規定を作成すること。(別添参照） 

（書式指定なし） 

  

・温泉法施行規則第

１条の２第 10 号 

・温泉法施行規則第

１条第２項第４号 

近隣源泉所有者同

意 

隣地の所有者承諾書（様式あり） 申請地点から５００ｍ以内の距離に他の源泉がある場

合に提出してください。ただし、５００ｍ以上の場合にあっ

ても、地形等から他の源泉に影響するおそれがあると客観

的に判断される場合は提出してください。 

（書式指定なし） 

  

環境審議会温泉部

会申し合わせ事項

（岩手） 

（代替掘削の場

合）掘削地点と隣

地境界との距離が２

ｍ未満の場合は以

下の書類。 

・隣地の土地登記現在（全部）事項証明書（法務局）

（３ヶ月以内に作成されたもの） 隣地の所有者を確認するた

めの資料です。  

・隣地の土地所有者の承諾書（印鑑証明書添付） 民法第

２３７条（境界線付近の掘削の制限）等の「相隣関係」に

基づくものです。 

＊新規掘削の場合は、温泉法施行規則第１条の２第１号

の規定により掘削口から敷 地境界線までの水平距離が３ｍ

（８ｍ）以上ですので、基本的に「相隣関係」は 発生しませ

ん。 

― ― 

  

温泉分析書の写し 

（追加確認中） 

原則として申請時に添付。掘削完了後ただちに申請する

場合は分析手続きも平行して進め、分析終了後速やかに

提出。 

（追加確認中） 
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大分 岩手 秋田 温泉法 

誓約書 申請者が温泉法第４条第１項第４号から第６号までに該

当しない者であることを誓 約する書類 

温泉法第４条第１項第４号から第６号までに該当し

ない者であることを誓約する書類を提出してください。 

あり 温泉法第４条 

定款・寄付行為 

法人登記簿謄本 

申請者の確認でき

るもの 

①申請者が個人の場合・・住民票の写し（３ヶ月以内に作成

されたもの） 

②申請者が法人の場合・・法人登記現在（履歴）事項全部

証明書（法務局）（３ヶ月 以内に作成されたもの） 

・法人が申請する場合に提出してください。 

・法人登記簿謄本は、発行から３ヶ月以内のものとしてくだ

さい。 

 必要 

  

温泉法施行細則第 2

条第 2 項第 3 号

（岩手） 

その他 ① 複数人で申請を行う場合（代替掘削で温泉採取権者が

複数の場合等）は共同申請 となります。申請の方法は各保

健所（部）にお問い合わせください。 

 ② 掘削地点の地番が明確でない場合など、必要に応じて土

地地積測量図（法務局） の提出をお願いすることがありま

す。  

③ 印鑑証明書や土地使用承諾書等の本人確認や権利者の

意思確認のための書類は、３ ヶ月以内に作成されたものを提

出してください。  

④ 代替掘削の場合は特に次の点に留意してください。 ・代替

掘削申請は、既存孔（現在使用している温泉井戸）の温泉

台帳に記載された 温泉採取権者全員の共同申請となりますの

で、申請者の住所・氏名は温泉台帳の 温泉採取権者の住

所・氏名と一致する必要があります。 

 ・温泉台帳の住所・氏名と一致しない場合は、既存孔の温泉

台帳の住所・氏名を変 更したうえで、代替掘削の申請を行って

ください。  

・申請孔（新孔）の掘削工事完了後、既存孔は埋孔し、既

存孔の「温泉採取廃止届」 を提出してください。 

― ― 
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４．案内および書類書式 

 公表・配布されている書式は以下のとおりである。 

 

（１）大分県 

案内：温泉掘削許可申請のしおり 

 

書式 

➢ 温泉掘削許可申請書 

➢ 土地利用承諾章 

➢ 隣地所有者承諾書 

 このほかの書式は任意様式である 

 

 

（２）岩手県 

案内：申請時の提出資料（エクセル一覧） 

事務処理要領（事務局手持ち資料） 

 

書式 

➢ 温泉掘削許可申請書 

 このほかの書式は任意様式である 

 

 

（３）秋田県 

案内：掘削許可申請の留意事項 

 

書式 

➢ 土地掘削許可申請書 

➢ 市町村への意見依頼書 
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別紙８ 地熱発電の概要と地熱開発の調査方法 

 

1． はじめに 

本資料は、「地熱発電の概要と地熱開発の調査方法」の基本概要をまとめたものである。本

書は、すべての技術を網羅的に記載・説明しているわけではないため、地域特性を考慮した

上で、本書を活用されたし。 
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2． 地熱発電の仕組み 

地熱発電とは、地中深くの熱資源に向けて生産井と呼ばれる井戸を掘削し、地上に上がっ

てくる蒸気によってタービンを回し、電気を生産するしくみである（我が国の事業用地熱発

電所の生産井の深さは 350ｍ～3,250ｍ）。 

蒸気によってタービンを回し、電気を生産するしくみは蒸気発電方式（フラッシュ方式）

と呼ばれ、下記のとおりシングルフラッシュ方式、ダブルフラッシュ方式、ドライスチーム

方式に区分される。 

◎シングルフラッシュ方式（SF）…坑口から噴出する熱水と蒸気の混合物である場合

に気水分離器で蒸気のみを抽出し、タービンを

回す方式。（大岳、葛根田など） 

◎ダブルフラッシュ方式（DF）…シングルフラッシュ方式により蒸気が抽出された後、

気水分離された熱水を減圧する事で、再度蒸気を

発生させ、タービンを回す方式。（八丁原、森など） 

◎ドライスチーム方式（DS）…坑口から蒸気のみが噴出する生産井では、気水分離器

が必要なく、そのままタービンを回す方式。（松川） 

また、熱水を利用して、ペンタンなどの低沸点の媒体に伝えて高圧の蒸気を作り、タービ

ンを回す方式が実用化されており、バイナリー方式と呼ばれている。 

◎バイナリー方式（B）…地熱流体から水より低沸点の作動媒体に熱交換することによっ

て得られる気体を用いてタービンなどを回す方式。（菅原、滝上

など） 

(1) 一般的な蒸気発電方式（フラッシュ方式）について 

一般的な蒸気発電方式は、付図１に示す。以降に、蒸気発電方式の各機能について示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図１ 一般的な蒸気発電方式 

出典：独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「地熱開発の現状」2008.11 を一部加筆修正 

‘  

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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①生産井 

地中深くの地熱貯留層にある地熱流体（熱水や

蒸気、その混合物）を地表に導き噴出させるため

の井戸である。 

深さは、地熱貯留層の分布により左右されるた

め、1本 1本異なるが、我が国で最も深い井戸は

森発電所の 3,250ｍであり、最も浅い井戸は鬼首

地熱発電所の 350ｍである。 

 

 

写真１ 生産井       

 

②還元井 

気水分離器で抽出された熱水や及び冷却塔に

て液体に戻された蒸気を地下深くに還元する井

戸である。地熱貯留層を枯渇させないため、また、

熱水中に含まれる有毒成分を地上へ排出させな

いために設置される。 

深さは、生産井への還元を念頭に掘削されるた

め、1本 1本異なるが、我が国で最も深い井戸は

滝上発電所の 2,811ｍであり、最も浅い井戸は八

丈島地熱発電所の 82ｍである。 

写真２ 還元井      

 

③気水分離器 

生産井から噴出した熱水と蒸気を分離する円

筒形の設備。蒸気はタービンへ、熱水は還元井に

送られる。設備の高さは 10～15ｍ程度である。 

各生産基地において 1 箇所設置されることが

多い。 

 

 

 

写真３ 気水分離器      
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④復水器 

タービンを通過した蒸気を、冷却水を用いて温

度を下げて凝縮し、温水へと変える。 

発電所建屋内の蒸気タービンに接続される。 

 

 

 

 

 

写真４ 復水器       

 

⑤冷却塔 

復水器から送られてくる温水を施設内部の上

部から散布し、空気と接触させることで温度を

下げ、冷却水とする設備である。 

屋上にファンが設置され、冷却の過程で蒸発し

た水蒸気は、蒸気に含まれるガス成分（硫化水素

等）とともに大気中へ上方拡散される。 

出力 25,000kＷ級の発電所の例では、縦横約 17

×54ｍ、高さ約 19ｍ（屋上のファンを含む）の

施設規模である。 

写真５ 冷却塔       
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(2) 一般的なバイナリー方式について 

一般的なバイナリー方式の発電は、付図２に示す。以降に、バイナリー方式の各機能につ

いて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図２ 一般的なバイナリー方式発電 

出典：独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「地熱開発の現状」2008.11 を一部加筆修正 

 

‘①生産井 

地下から熱水を地表に導くための井戸である。滝上バイナリー発電所（5,050kW）や小規

模のバイナリー発電所（1,000kW未満）など近年増えており、井戸の深さは様々である。写

真１参照。 

 

②蒸発器 

熱水により間接的にペンタンなどの低沸点媒体を加熱し、蒸発させるための機器である。

気化した媒体はタービンに送られ、発電機を回して発電する。 

 

③還元井 

媒体へ熱を伝え終わった熱水を地下へ戻

すための井戸である。写真２参照。 

 

④凝縮器 

タービンを通過した蒸気を、水または空気

に間接的に接触させることで液化させる。 

 

⑤循環ポンプ 

液化した媒体を循環させ、蒸発器へ送る。 

                         写真６ 蒸発器・凝縮器 

出典：公益財団法人自然エネルギー財団「自然エネルギー活用レポート No.14」2018.4 を一部加筆修正  

① 

② 

③ 
④ 

⑤ 

凝縮器 

蒸発器 

循環ポンプ 
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3． 地熱開発の手順および探査方法・内容 

3.1 地熱開発の手順 

地熱開発のための地熱探査全体を概査と精査に分け、それぞれの目的と基本的な手順について

以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図３ 地熱探査の手順 

出典：日本地熱学会「地熱エネルギーハンドブック」2014.2 
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3.2 地熱開発の探査方法・内容 

地熱発電のため探査手法について、以下に示す。 

 

3.2.1 概査 

(1) 文献、既存情報の分析 

文献調査や聞き取り調査などから情報収集と分析を行い、候補地域の地熱資源の賦存の可能

性を把握し、地権者・自然公園・国有林・温泉事業者などの情報を得て、概査の対象となる調

査地域の選定を行う。 

 

(2) 地熱探査（概査）の方針と仕様の決定 

地熱探査（概査）の範囲や内容、仕様などを決定する。概査の方針と各調査の方針が固まっ

た時点で、速やかに必要な準備と手続きを開始する。必要に応じて現地での状況調査、予備的

な地質調査を実施する場合がある。 

 

(3) 地表調査 

地質・変質帯調査、地化学調査、物理探査（MT法電磁探査、重力探査など）を実施し、各調

査の結果に基づく総合的な検討を行うことで、調査地域とその周辺の地質構造と熱源を把握し、

調査地域内の地熱資源の賦存状況を確認する。以下に代表的な物理探査法を示す。 

地質・変質帯調査は、文献調査や空中写真判読、地表踏査等から、調査地域の分布地質や変

質岩の分布を確認する。 

地化学調査は、自然噴気や温泉水、地熱井熱水・蒸気の化学組成および同位体組成を測定し、

調査地域の地熱ポテンシャル（温度、圧力、量など）を確認する。 

物理探査手法は、地熱貯留層に関する要素（地中の割れ目や温度、高温熱水、粘土鉱物など）

の存在に起因する物性の異常構造を地上から確認する。代表的な物理探査手法を以下（ア）～

（カ）に示す。 
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(ア)  ＭＴ法電磁探査（比抵抗探査） 

ＭＴ法電磁探査（比抵抗探査）は、自然界に存在する電磁波を測定し、地下の比抵抗値を取

得することにより、地下の地質構造を推定する方法である（付表１、付図４、付図５参照）。 

付表１ ＭＴ法電磁探査の使用機器の一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図４ ＭＴ法電磁探査の機器設置イメージ  

※使用数量は各測点ごと 

※いずれも人の手で運搬可能 

寸法：35×35×15cm 

機能：磁場 3 成分、電場 2 成

分のデータ取得 

1 

※人力で地表面に穴

を掘り、小型測定

器を設置し、電磁

波を測定。 

※電線が風で揺れな

いための措置とし

て下草等を刈り取

る場合あり。（木竹

の伐採なし） 
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付図５ ＭＴ法電磁探査の調査状況例 

電線の敷設状況 電線と受信機の設置状況 

埋設前の状況 埋設後の状況 

コイルの埋設状況 埋設後の状況 

コイル埋設場所の埋め戻し後 測定機器の撤去後 

※測定期間は 1～2 晩程度。 
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(イ)  ＣＳＭＴ法電磁探査（比抵抗探査） 

ＣＳＭＴ法電磁探査（比抵抗探査）は、調査地点から 4～10km 離れた地点に送信源を設け

人工的に地面に電流を流し、それによって発生した電場と磁場を調査地点において測定する方

法である（付図６参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

付図６ ＣＳＭＴ法電磁探査（比抵抗探査）の概要 

＜電流電極の概念図＞  

＜電流電極の設置例＞ 

 

・ 電流電極は 4m×4m 程度の範囲の敷地に、長さ 1m、直径 1cm のステンレス製の棒（電極）

を 50cm～1m 間隔で 30～40 本打ち込む。 

・ 2 ヶ所の電流電極からの電線を送信車まで道路沿いに敷設し、送信機に接続（電線敷設長

は約 1km）。 

・ 調査期間は約 20 日間。1 名送信車に待機。 

・ 調査終了後、電流電極と電線を撤去し、電極の打ち込みで穴が生じた場合は埋め戻しを実

施。 

・ 立木の伐採は行わない。 

＜調査の概念図＞  
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(ウ)  自然電位探査（流体流動電位探査） 

自然電位探査（流体流動電位探査）は、地下水流動を反映する自然電位を測定し、地下に熱

源のある地熱地域などで、熱水流動を推定する方法である（付図７参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図７ 自然電位探査（流体流動電位探査）の概要 

 

(エ)  反射法地震探査（断層調査） 

反射法地震探査（断層調査）は、起震車やダイナマイトなどの人工震源を用いて地表付近で

発振を行い、速度や密度が変化する地層境界面からの反射波を計測・解析し、地下構造を探査

する手法である。ダイナマイトを使用する場合、深度 1～数 10m の坑井を掘削して埋設する。 

 

(オ)  微小地震観測 

微小地震観測は、できるだけ小さな地震までを観測して、地震活動の監視のみならず地下構

造や地熱資源を調べる方法である。 

 

  

＜基準点との直流電位差を順次測定＞ 

＜測定例＞ 
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(カ)  重力探査 

重力探査は、地下を構成する岩石の密度によって、重力は場所ごとに異なることに着目して、

地上の複数箇所で重力を測定し、地下の密度構造を調べる方法である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図８ 重力探査の状況 

 

  

＜重力計＞ 

重力計は 15cm×15cm×20cm 程度。 

三脚を設置し、アンテナと本体を取

り付けて GPS 測量を実施。アンテナ

直下に専用台を設置し、その上に重

力計を載せ測定。（40 分～1 時間程） 

＜ＧＰＳ＞ ＜重力探査測定状況＞ 
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(4) 調査井掘削、坑井調査・試験  

調査井掘削と坑井調査（カッティングス調査（カッティングス（掘屑）の分析）・物理検層

など）を実施し、地質情報、亀裂と地熱流体の存在、坑内温度などを確認する。次に、坑井試

験（注水試験、短期噴出試験）を実施して、坑井の特性、地熱流体の性状を確認する。調査井

堀削と試験時には、並行して温泉や河川などの調査を含む環境影響調査を実施する。 

この段階の調査井堀削は構造試錐とも呼ばれ、坑井の最終坑径は小坑径（4”，100mm程度）

または中坑径（6.5”，150mm程度）が一般的である。 

調査井は、地熱流体の流量や性状、還元量などを調査するために、掘削する坑井で、中坑径

～大坑径で掘削され、噴気または還元試験を実施し、発電の可能性を確認する。 

坑井調査は、坑井内に電子ケーブルに接続した測定器（ゾンデまたはツール）を降下し、坑

井周りの物理的な性質（温度、比抵抗、密度など）を深さ方向に連続的に確認する。 

 

(5) 資源量評価  

上述の（3）～（4）の結果に基づく地熱系概念モデルと簡易数値モデルを用いたシミュレー

ションによる地熱貯留層評価を行い、調査地域内の予備的な資源量評価を行う。ここでの資源

量評価は事業化を判断するための最終的な評価ではなく、概査の情報を用いた予備的な資源量

評価で、精査に移行するかどうかの判断材料として使用する。 

 

(6) 精査実施の判断と仕様の検討  

概査の結果を総合的に検討・評価し、精査に移行するかどうかの判断を行う。精査を実施す

る場合、概査の結果などを踏まえて、地熱探査（精査）の方針と仕様を決定する。 
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3.2.2 精査 

主に以下の目的で、精査を実施する。 

①調査地域の地熱貯留層の詳細な構造を把握する。 

②調査地域の熱水蒸気の賦存状況と性状を確認する。 

③資源量評価、経済性評価を行い、事業化への移行判断と事業化計画の策定に必要な情報を得る。 

主な内容を以下に示す。 

 

（1） 補完地表調査 

概査の結果を踏まえて、補完的な地表調査の必要性を検討し、調査井の掘削ターゲットの

選定や地熱系モデルの高精度化に有効と判断された場合に実施する。概査によって絞り込ん

だ有望地域に対してより高密度の物理探査の配点を行う場合、あるいは、異なった物理探査

手法を適用する場合がある。調査内容については、3.2.1項（3）を参照。 

 

（2） 調査井掘削、坑井調査、試験 

概査の結果を踏まえて、調査井の仕様と掘削ターゲットを決定する。調査井掘削と坑井調

査（カッティングス調査、物理検層、坑内サンプリングなど）を実施して、物質情報、亀裂

や地熱流体の存在、温度情報などを確認する。次に、注水試験、短期噴出試験を実施して、

坑井の特性、地熱流体の性状を確認する。調査井掘削と試験時には、並行して温泉や河川な

どの調査を含む環境影響調査を実施する。 

この段階の調査井は、将来の生産井、還元井、モニタリング井への転用を遠慮して、最終坑

径を中坑径（6.5”，150mm程度）または大坑径（8.5”，250mm程度）とするケースが多い。

調査内容については、3.2.1項（4）を参照。 

 

（3） 長期噴出試験等 

候補地域内に掘削した複数の坑井を用いて、長期の一斉噴出試験（原則として連続 3 ケ月

以上）実施し、蒸気熱水の生産量、還元量、性状など、貯留層評価に必要なデータを得る。

また、坑井スケールの付着状況、温泉をはじめとする周辺環境への影響などを観測して、事

業化計画の策定に必要な情報を得る。 

 

（4） 資源量評価等 

地表調査、坑井調査、長期噴出試験などの結果を踏まえて地熱系概念モデルの更新と数値

モデルの作成を行い、これらのモデルに基づくシミュレーションによる地熱の貯留層評価を

実施して、調査地域内の資源量評価と生産予測を行う。 

 

（5） 総合評価 

資源量評価、生産予測、蒸気熱水の性状、坑井スケールの付着状況、環境影響調査などの情

報に基づき、生産出力、発電方式、必要な設備などを遠慮した経済性評価と総合的な評価を

行って、事業化の移行を判断する。  



123 

4． 地熱開発における技術紹介 

地熱発電における新たな技術開発の状況を以下に示す。これらの技術は現在開発中であり、

技術開発により今後の地熱発電の加速化に期待が持てる。 

4.1 Enhanced GeothermalSystem（EGS） 

(1) 貯留層造成型 EGS 

貯留層造成型は、高温岩体（温度 150～

300℃で亀裂などが少なく、透水性が低いた

め熱水が存在せず、乾燥した高温の岩体）に

坑井を掘削し、注水することで岩石を人工

的に破砕（水圧破砕等）させ、人工的な地熱

貯留層を造成する。造成した地熱貯留層に

注水した後、地下の熱を吸収させて熱水と

し、その熱水から取得した蒸気により発電

を行うものである。以前は、高温岩体発電と

呼称されていた。 

この発電方式は、従来のフラッシュ方式

の課題であった、熱水供給不足を注入する

水量等の調整により解決することで、安定

的な電源を確保することを目的に開発が進

められている。 

 

 

(2) 超臨界型 EGS 

超臨界地熱発電は、火山・

地熱地帯の数 km 地下に存在

すると推測される超臨界地

熱資源（温度 374℃かつ圧力

22 MPa 以上の地下水）を利

用し、発電を行うものである。 

この発電は、従来の地熱発

電所に比べ、高温な超臨界水

を利用するため、大出力化が

図れると考えられている。 

 

付図９ 貯留層造成型 EGS 

出典：独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

「NEDO 再生可能エネルギー技術白書」2014.2 

付図 10 超臨界型 EGS 

出典：独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100145.html 
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別紙９ 改正温対法及び地域脱炭素化促進事業について 

1．改正地球温暖化対策推進法について 

改正地球温暖化対策推進法（以下、「改正温対法」と言う。）のうち、地域の脱炭素

化に関する概要は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「地域脱炭素に向けた改正地球温暖化対策推進法の施行に関する検討会  とりまとめ資料」

（https://www.env.go.jp/policy/council/51ontai-sekou/yoshi51.html）  
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地方公共団体実行計画の策定から地域脱炭素化促進事業計画の認定に至る流れ（上

図）及び地域脱炭素化促進事業の促進のために主体別に実施すべき事項（下図）は以

下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「地域脱炭素に向けた改正地球温暖化対策推進法の施行に関する検討会  とりまとめ資料」

（https://www.env.go.jp/policy/council/51ontai-sekou/yoshi51.html）  
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2．地域脱炭素化促進事業について 

地域脱炭素化促進事業の主な概要を以下に示す。地域脱炭素化促進事業に関する最新

動向は『環境省 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト』、また詳細な解説につい

ては『地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（地域脱炭素化促進

事業編）』（令和４年４月、環境省大臣官房環境計画課）が参考になる。 

 

(1) 本制度の趣旨 

◼ 「地域脱炭素化促進事業」制度の趣旨は、円滑な合意形成を図りながら、適正に環境に配慮

し、地域のメリットにもつなげ、地域と共生する、再エネ事業の導入を促進することである。

その際、再エネは地域資源であり、その活用は地域を豊かにし得るものとの認識が重要。 

◼ 地域脱炭素化促進事業に係る「促進区域」・「地域の環境の保全のための取組」・「地域の経済

及び社会の持続的発展に資する取組」（以下「促進区域等」）の設定は、再エネ導入拡大に向

け、円滑な合意形成を促すポジティブゾーニングの仕組みであり、国や都道府県が設定する

環境保全に係るルールに基づき、地域における合意形成を図りながら市町村が促進区域等

を設定することにより、地域のオーナーシップの下、事業の候補地や調整が必要な課題の見

える化がなされ、予見可能性を高めるものである。 

 

(2) 「地域脱炭素化促進事業」とは 

◼ 改正地球温暖化対策推進法においては、地域の自然的社会的条件に適したものの利用による

再エネを利用した地域の脱炭素化のための施設（「地域脱炭素化促進施設」）の整備及びその

他の「地域の脱炭素化のための取組」を一体的に行う事業であって、「地域の環境の保全のた

めの取組」及び「地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組」を併せて行うものを、「地

域脱炭素化促進事業」として定義（第２条第６項）。 

◼ 「地域脱炭素化促進事業」は、下記A～D の４つの要素（取組）から構成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：「地域脱炭素に向けた改正地球温暖化対策推進法の施行に関する検討会  とりまとめ資料」

（https://www.env.go.jp/policy/council/51ontai-sekou/yoshi51.html） 
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(3) 「地域脱炭素化促進事業」の制度活用によるメリット 

本制度の活用によって、再エネ事業を実施する地域、地方公共団体、事業者それぞ

れに対して以下のような様々なメリットが期待できる。本制度の活用により、大規模

な地熱開発における「順応的管理」や地域の合意形成の推進等にも寄与し、当該制度

を積極的に活用することが望ましい。 

 

付表１ 地域脱炭素化促進事業の制度活用により期待できるメリット 

主体等 期待できるメリット 

地方公共団体

と地域 

⚫ 地方公共団体と地域にとって、地域主導で、地域と共生し、地域に

裨益する再エネ事業を誘致することができる。（大きなメリット） 

⚫ 協議会等を活用しステークホルダー（関係者・関係機関）で議論を

行いながら設定することとなり、促進区域の設定を通じ、再エネ事

業に関する円滑な地域の合意形成が促される。 

⚫ 地域脱炭素化促進施設の事業位置・規模や発電設備の配置・構造、

環境保全措置等の要件を定めることができ、個別事業に係る適正

な環境配慮を確保できる。 

⚫ 都道府県基準は、個別の事業計画の立案に先立ち、望ましい立地の

考え方について明確にするもの（いわゆる戦略的環境アセスメン

トの一種）であり、適切に立地誘導できる。 

⚫ 脱炭素化に積極的な地方公共団体としてアピールができる。 

事業者 ⚫ あらかじめ、市町村において協議会等を通じ地域の合意形成を図

り、促進区域等が設定されていることにより、事業の候補地や配

慮・調整が必要な課題の見える化がなされ、実施する事業の予見可

能性が高まる。 

⚫ 地域脱炭素化促進事業計画を市町村に申請した際、定められた要

件に該当する場合は、関係許可等手続のワンストップ化の特例の

対象となり、認定が行われた場合、以降の当該許可等手続が不要と

なるといった特例等を受けることができる。 

⚫ ワンストップ化の特例を受け、事業計画の提出・調整先が市町村に

一元化されることによる関係機関との調整事務の負担が軽減され

る。 

 

参考：「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（地域脱炭素化促進事業編）」（令和４年４月、環境省

大臣官房環境計画課）よりほぼ原文のまま抜粋 
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(4) ワンストップ化の特例について 

① 特例の概要 

市町村が地域脱炭素化促進事業計画の認定を行うことにより、事業者は改正温対法

による特例を受けることができる。 

改正温対法による特例には大きく２つあり、１つ目は関連法令の許可等のワンスト

ップ化、２つ目は都道府県基準が定められた区域における、環境影響評価法の配慮書

手続が適用されないことである。 

許可等に関する特例は、本来は事業者自らが行うべき法令等に関する許可等申請手

続について、市町村が事業者の提出する地域脱炭素化促進事業計画をあらかじめ許可

権者等に協議し同意を得ることにより当該許可等があったものとみなされるもので

あり、事業者の様々な事務に要する手間の削減や期間の短縮等を目的として設けられ

ている。 

 

② 認定地域脱炭素化促進事業計画の特例 

地域脱炭素化促進事業計画の認定を受けることによるワンストップ化の特例の対

象となる行為は、温泉法、森林法、農地法、自然公園法、河川法、廃掃法の一部の許

可等である。 

なお、地域脱炭素化促進事業のうち、温泉法、森林法、農地法、自然公園法、廃掃

法については、地域脱炭素化促進施設、地域脱炭素化促進施設の整備と一体的に行う

地域の脱炭素化のための取組（促進区域内で実施するものに限る）が対象になり、河

川法については地域脱炭素化促進施設が対象となる。また、地域脱炭素化促進事業計

画の認定を受けた場合、都道府県基準が定められている区域においては、環境影響評

価法の配慮書手続は省略される。 

 

③ 関係行政機関との協議手続き 

事業者から地域脱炭素化促進事業計画が提出され、計画中に記載された事業がワン

ストップ化の特例を利用できる行為（温対法第 22 条の２第４項各号に規定された行

為）に該当する場合は、市町村は当該行為に関する法令を所管している許可権者等に

対して、その同意を得る必要がある。そのうち、温泉法が該当する対象行為は以下の

とおりである。 

 

付表２ 都道府県に対して協議が必要な温泉法に関する許可等手続の概要 

 対象となる行為 関係法令 許可権者等 

地熱発電、地熱利用 

（温泉熱を含む） 

温泉をゆう出させる目的

での土地の掘削 

温泉法第３条第１項 都道府県知事の許可 

ゆう出路の増掘等 温泉法第 11条第１項 

 

参考：「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（地域脱炭素化促進事業編）」（令和４年４月、環境省

大臣官房環境計画課）より作成 
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④ 温泉法に関する特例の根拠 

計画策定市町村は、地域脱炭素化促進事業計画の認定をする場合に、当該計画に記

載された整備又は取組に係る行為が温泉法第３条第１項、第 11 条第１項の許可が必

要な行為に該当するときは、都道府県知事に協議し、同意を取得する必要がある。 

都道府県知事は、地域脱炭素化促進事業計画について協議があった場合、当該協議

に係る整備又は取組に係る行為が、温泉法第４条第１項の規定により温泉法第３条第

１項、第 11 条第１項の許可をしなければならない場合に該当すると認めるときは、

計画策定市町村による地域脱炭素化促進事業計画の認定に同意するものとする。 

 

付表３ 温泉法に関する特例の根拠 

項目 内容 

対象手続 ・土地の掘削の許可（第３条第１項） 

・ゆう出路の増掘又はゆう出量増加のための動力の装置の許可（第 11条第１項） 

許可権者 都道府県知事 

許可基準 次のいずれかに該当する場合を除き許可をしなければならない。 

１．掘削等が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 

２．掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が掘削に伴い

発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上

の基準に適合しないものであると認めるとき。 

３．そのほか、掘削等が公益を害するおそれがあると認めるとき。 

４．申請者が一定期間内に温泉法に基づく罰金や許可取消しの経験があるとき。 

特例 認定があった場合には、認定事業者は許可があったものとみなす。 

 

⑤ モニタリングの重要性 

地熱発電事業を持続可能かつ周辺の既存温泉等に影響を与えないように適切に実

施するためには、自身の蒸気井、還元井や周辺の源泉についてモニタリングを行い、

噴出量（ゆう出量）や成分、温度等の推移を把握することにより、適切な資源管理を

行うことが重要である。 

モニタリングの実施箇所、頻度、項目及び測定方法等は、当該地熱開発の出力数や

開発地域周辺の温泉利用状況に左右されるが、発電に利用する源泉以外に複数の源泉

をモニタリングすることが望ましい。「事業計画策定ガイドライン（地熱発電）」にお

いては、地熱発電に関する FIT認定申請（FIT法第９条第１項に基づく認定の申請を

いう。）に必要となるモニタリング要件を記載しており、その他の法令等においても

モニタリングに関する規定があり、参考となる可能性がある。 

本ガイドラインでは地熱資源量の把握や周辺源泉への影響評価の観点から、温泉の

モニタリングの重要性に言及しているほか、大規模な地熱開発について、科学的根拠

に基づいた地熱貯留層単位での地熱資源の持続可能な利用に関する計画策定やその

継続的・弾力的な修正の重要性を述べている。更に、発電所運転開始以降も生産井の

噴出量や温度、地熱貯留層の動態、周辺既存源泉や地表部の徴候を対象とするモニタ
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リングを実施して「順応的管理」につなげていくことが重要である。 

 

⑥ 関係法令 

関連する法令は下記のとおりである。 

○地球温暖化対策推進法（抄） 

第二十二条の五 （温泉法の特例） 

 

○温泉法（抄） 

第二条 （定義） 

第三条 （土地の掘削の許可） 

第四条 （許可の基準） 

第十一条 （増掘又は動力の装置の許可等） 

 
参考：「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（地域脱炭素化促進事業編）」（令和４年４月、環境省

大臣官房環境計画課）より作成 
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 本ガイドライン（令和 5年版）を取りまとめるにあたっては、以下の検討会にて検討を行った。 

・ 令和 4年度 温泉資源の保護に関するガイドライン（地熱発電関係）改訂検討会（事務局：パシフィッ

クコンサルタンツ株式会社） 

・ 検討会委員 

浅沼 宏 国立研究開発法人産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所 再生可能

エネルギー研究センター 副研究センター長 

板寺一洋 神奈川県温泉地学研究所 所長 

交告尚史 法政大学大学院 法務研究科 教授 

佐藤好億 一般社団法人 日本温泉協会 副会長 

〈座長〉下村彰男 國學院大學 観光まちづくり学部 観光まちづくり学科 教授 

滝沢英夫 公益財団法人中央温泉研究所 研究部長 

長縄成実 秋田大学大学院 国際資源学研究科 教授 

錦澤滋雄 東京工業大学 環境・社会理工学院 准教授 

浜田みほ 大分県 生活環境部 自然保護推進室 室長 

濱田雄史 九州電力（株）エネルギーサービス事業統括本部 火力発電本部地熱企画グループ 

地熱副部長兼地熱企画グループ長 

安川香澄 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 特命参与 

（五十音順、敬称略、役職は令和 4年度当時のもの） 
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